
柏崎市建設工事契約関係便覧（令和７（2025）年６月更新） 

主な変更点について 

１ 少額随意契約の基準額の見直し（令和７（2025）年４月１日施行） 

昨今の物価高騰や事務の効率化の観点から、少額随意契約の基準額である「地方自治法施行

令別表第 5」が改正され、それに伴い「柏崎市財務規則別表第 6」「柏崎市上下水道局会計規程

別表第 2」を改正しました。（P.15、P.98、P.119） 

 

柏崎市 

（柏崎市財務規則別表第 6、柏崎

市上下水道局会計規程別表第 2） 

国 

（地方自治法施行令別表第 5） 

改正前 改正後 改正前 改正後 

工事又は製造の請負 130万円  200万円  250万円  400万円  

財産の買入れ 80万円  150万円  160万円  300万円  

物件の借入れ 40万円  80万円  80万円  150万円  

財産の売払い 30万円  50万円  50万円  100万円  

物件の貸付け 30万円  30万円  30万円  50万円  

前各号に掲げるもの以外のもの 50万円  100万円  100万円  200万円  

この改正により、次の規則、規程、要領等に記述の変更があります。 

・新潟県柏崎市財務規則（抄） P.78 

・新潟県柏崎市上下水道局会計規程（抄） P.99 

・新潟県柏崎市上下水道局建設工事入札参加資格審査規程 P.152 

・柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する事務取扱要領 P.182 

・柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する取扱いについて P.189 

・施工時期選択可能工事制度（任意着手方式）試行要領 P.234 

・柏崎市建設工事最低制限価格取扱要領 P.238 

・柏崎市工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領 P.305 

・柏崎市建設工事の前金払及び部分払の取扱要領 P.316 

・柏崎市発注工事及び指名停止措置に関する苦情処理要領 P.378 

・柏崎市入札監視委員会の運営に関する事務処理要領 P.391 

 

２ 現場代理人の常駐義務緩和措置に関する運用基準の変更（令和７（2025）年４月１日施行） 

建設業法施行令の一部改正に伴い、現場代理人の兼任に関する金額要件（第 3 条第 1 項第 1

号イ）を次のとおり改定しました。（P.327） 

【改定前】 兼任する工事の当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の合計が

７，０００万円未満（一件３，５００万円未満（建築一式工事は７，０００万円未満））であ

ること。 

【改定後】 兼任する工事の当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の合計が

９，０００万円未満（一件４，５００万円未満（建築一式工事は９，０００万円未満））であ

ること。 

以上 
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刊行にあたって 

 

公共工事は広く一般市民の理解と信頼の下に進めることが肝要であり、入

札・契約事務を行うに際しては、透明性の確保や公正な競争の促進、さらに

は不正行為の排除の徹底等、適正な執行や手続きの確保が不可欠とされてい

ます。 

公共工事の入札、契約事務の適正化に向けては、平成１２年に「公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が制定されるなど、様々な法

令の整備が進められています。柏崎市においても、関係する条例や要領・規

程等を制定し、公共工事の適正な発注に努めています。 

本便覧は、入札及び契約に関する法令や柏崎市の関係条例、要領・規程等

を幅広く収録しました。柏崎市が発注する公共工事の入札及び契約の適正な

執行に向けて、本便覧をご活用ください。 

 

平成２４年１１月 

柏崎市財務部契約検査課  
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地方自治法（抄）  

 

発令   ：昭和２２年４月１７日 法律第６７号  

最終改正：令和 ７年５月３０日号外法律第４７ 号  

 

第２編  普通地方公共団体  

第９章  財務  

第六節  契約  

（契約の締結）  

第二百三十四条  売買、貸借、請負その他の契約は、一般競

争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法によ

り締結するものとする。  

２  前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で

定める場合に該当するときに限り、これによることができ

る。  

３  普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札

（以下この条において「競争入札」という。）に付する場

合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に

応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をも

つて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。た

だし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約について

は、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内

の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて

申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができ

る。  

４  普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付さ

せた場合において、落札者が契約を締結しないときは、そ

の者の納付に係る入札保証金（政令の定めるところにより

その納付に代えて提供された担保を含む。）は、当該普通

地方公共団体に帰属するものとする。  

５  普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記

録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地
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方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方と

ともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電

磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を

受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを

示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変さ

れているかどうかを確認することができる等これらの者の

作成に係るものであることを確実に示すことができるもの

として総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約

は、確定しないものとする。  

６  競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札に

おける公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続

その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれ

を定める。  

（契約の履行の確保）  

第二百三十四条の二  普通地方公共団体が工事若しくは製造

その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約

を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員

は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保

するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前

に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事

若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含

む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならな

い。  

２  普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納

付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履

行しないときは、その契約保証金（政令の定めるところに

よりその納付に代えて提供された担保を含む。）は、当該

普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の

賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、

その定めたところによるものとする。  

（長期継続契約）  

第二百三十四条の三  普通地方公共団体は、第二百十四条の
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規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若し

くは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又

は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結する

ことができる。この場合においては、各年度におけるこれ

らの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければ

ならない。  
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地方自治法施行令（抄） 

 

発令  ：昭和２２年５月３日号外政令第１６号 

最終改正：令和７年４月１日号外政令第１５３号 

 

第２編 普通地方公共団体 

第５章 財務 

第６節 契約 

（指名競争入札） 

第百六十七条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札

によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一

般競争入札に適しないものをするとき。 

二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付す

る必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 

三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約

によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつて

は、予定賃貸借料の年額又は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類

に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で

定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製

造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の

契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する障害者支援施設

（以下この号において「障害者支援施設」という。）、同条第二十七項

に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活動支援

センター」という。）、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業

（同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支
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援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下こ

の号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは

小規模作業所（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第

一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十

八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以

下この号において同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で

定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生

活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十六条第三項に規

定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困

窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が

主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者（以下この号において

「生活困窮者」という。）であるもの（当該施設において製作された物

品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務

省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに

限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」という。）におい

て製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則

で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援セ

ンター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十七

条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規

定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令

で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通

地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第

六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務

省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以

下この号において「母子・父子福祉団体等」という。）が行う事業でそ

の事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に

児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係

る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則

で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う

施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進
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に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の

長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用される者

が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通

地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で

定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品と

して生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で

定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供に

より新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところによ

り普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則

で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込み

のあるとき。 

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がな

いとき。 

九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期

限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件

を変更することができない。 

３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内で

これを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付する

ときに定めた条件を変更することができない。 

４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算するこ

とができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約

を締結することができる。 

（せり売り） 

第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売り

によることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに

適しているものをする場合とする。 

（一般競争入札の参加者の資格） 
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第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほ

か、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることが

できない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七

十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号の

いずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間

を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支

配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同

様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと

き。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

たとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実

施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できない

こととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配

人その他の使用人として使用したとき。 

第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必

要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらか

じめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員

の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるこ

とができる。 
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２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者

に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。 

第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約

を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札

を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項

の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地

又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の

有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を

行わせることができる。 

（一般競争入札の公告） 

第百六十七条の六 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締

結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び

日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必

要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効

とする旨を明らかにしておかなければならない。 

（一般競争入札の入札保証金） 

第百六十七条の七 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結し

ようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団

体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。 

２ 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公

共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。 

（一般競争入札の開札及び再度入札） 

第百六十七条の八 一般競争入札の開札は、第百六十七条の六第一項の規定

により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち

会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わない

ときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき

事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を提出すること

により行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正か
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つ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事

務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。 

３ 入札者は、その提出した入札書（当該入札書に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む。）の書換え、引換え又は撤回をすることができな

い。 

４ 普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合におい

て、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき

（第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつ

ては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札が

ないとき）は、直ちに、再度の入札をすることができる。 

（一般競争入札のくじによる落札者の決定） 

第百六十七条の九 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札を

した者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札

者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを

引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員

にくじを引かせるものとする。 

（一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることがで

きる場合） 

第百六十七条の十 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は

製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに

係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認める

ときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて

申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者

とすることができる。 

２ 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他につ

いての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適

合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最

低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込

みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価
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格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みを

した者を落札者とすることができる。 

第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該

普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合におい

て、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本

文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわら

ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格

その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申

込みをした者を落札者とすることができる。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他につい

ての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の

当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当で

あると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、

予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格

その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申

込みをした者を落札者とすることができる。 

３ 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競

争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行おうとするとき

は、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その

他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するため

の基準（以下「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。 

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総

務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者（次項に

おいて「学識経験者」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せ

て、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改め

て意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意

見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定し

ようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 
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６ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合に

おいて、当該契約について第百六十七条の六第一項の規定により公告をす

るときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二

項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価

一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者

決定基準についても、公告をしなければならない。 

（指名競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の

資格についてこれを準用する。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参

加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他

当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種

類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする

資格を定めなければならない。 

３ 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

（指名競争入札の参加者の指名等） 

第百六十七条の十二 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を

締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する

者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならな

い。 

２ 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時

その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならな

い。 

３ 第百六十七条の六第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 

４ 普通地方公共団体の長は、次条において準用する第百六十七条の十の二

第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札（以下「総

合評価指名競争入札」という。）を行おうとする場合において、当該契約

について第二項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知を

しなければならない事項及び前項において準用する第百六十七条の六第二

項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価

指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者

決定基準についても、通知をしなければならない。 
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（指名競争入札の入札保証金等） 

第百六十七条の十三 第百六十七条の七から第百六十七条の十まで及び第百

六十七条の十の二（第六項を除く。）の規定は、指名競争入札の場合につ

いて準用する。 

（せり売りの手続） 

第百六十七条の十四 第百六十七条の四から第百六十七条の七までの規定

は、せり売りの場合にこれを準用する。 

（監督又は検査の方法） 

第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監

督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。 

２ 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕

様書及び設計書その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録

した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなければならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定

する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当

該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替

え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担

保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略するこ

とができる。 

４ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定

する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の

理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうこ

とが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共

団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができ

る。 

（契約保証金） 

第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を

締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保

証金を納めさせなければならない。 

２ 第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付

についてこれを準用する。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 
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第百六十七条の十七 地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定め

る契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契

約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契

約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるも

のとする。 

 

別表第五（第百六十七条の二関係） 

一 工事又は製造の請負 都道府県及び指定都市 四百万円 

市町村（指定都市を除く。以

下この表において同じ。） 

二百万円 

二 財産の買入れ 都道府県及び指定都市 三百万円 

市町村 百五十万円 

三 物件の借入れ 都道府県及び指定都市 百五十万円 

市町村 八十万円 

四 財産の売払い 都道府県及び指定都市 百万円 

市町村 五十万円 

五 物件の貸付け 都道府県及び指定都市 五十万円 

市町村 三十万円 

六 前各号に掲げるもの以

外のもの 

都道府県及び指定都市 二百万円 

市町村 百万円 
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建設業法（抄） 

 

発令  ：昭和２４年５月２４日号外法律第１００号 

最終改正：令和６年６月１４日号外法律第４９号 

 

第三章 建設工事の請負契約  

（建設工事の請負契約の原則） 

第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意

に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければ

ならない。 

（建設工事の請負契約の内容） 

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締

結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互

に交付しなければならない。 

一 工事内容 

二 請負代金の額 

三 工事着手の時期及び工事完成の時期 

四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定め

をするときは、その支払の時期及び方法 

六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若

しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の

額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算

定方法に関する定め 

八 価格等（物価統制令（昭和二十一年勅令第百十八号）第二条に規定す

る価格等をいう。）の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代

金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め 

九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に

関する定め 

十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を

貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 
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十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及

び方法並びに引渡しの時期 

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合

におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ず

べき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その

内容 

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利

息、違約金その他の損害金 

十五 契約に関する紛争の解決方法 

十六 その他国土交通省令で定める事項 

２ 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するも

のを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印

をして相互に交付しなければならない。 

３ 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政

令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当

該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを

講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置

を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 

（現場代理人の選任等に関する通知） 

第十九条の二 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置

く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理

人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法（第三項に

おいて「現場代理人に関する事項」という。）を、書面により注文者に通

知しなければならない。 

２ 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合において

は、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負

人の注文者に対する意見の申出の方法（第四項において「監督員に関する

事項」という。）を、書面により請負人に通知しなければならない。 

３ 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定める

ところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、
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電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場

合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

４ 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定める

ところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

つて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合に

おいて、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

（不当に低い請負代金の禁止） 

第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文

した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額

を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 

（不当な使用資材等の購入強制の禁止） 

第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に

利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこ

れらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害して

はならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要

と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結し

てはならない。 

（発注者に対する勧告等） 

第十九条の六 建設業者と請負契約を締結した発注者（私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第二条第一

項に規定する事業者に該当するものを除く。）が第十九条の三又は第十九

条の四の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、

当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者

に対して必要な勧告をすることができる。 

２ 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるもの

に限る。）を締結した発注者が前条の規定に違反した場合において、特に

必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は

都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。 
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３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧

告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため

必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を

求めることができる。 

（建設工事の見積り等） 

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容

に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事

の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の

見積りを行うよう努めなければならない。 

２ 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成

立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。 

３ 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めると

ころにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。こ

の場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。 

４ 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては

契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入

札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲

げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示か

ら当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをす

るために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。 

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等） 

第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下そ

の他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定

める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するま

でに、国土交通省令で定めるところにより、建設業者に対して、その旨を

当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならな

い。 

２ 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著し

い減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす
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ものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めると

きは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、

注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せ

て通知しなければならない。 

３ 前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当

該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、

第十九条第一項第七号又は第八号の定めに従つた工期の変更、工事内容の

変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。 

４ 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他

正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければ

ならない。 

（契約の保証） 

第二十一条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払

をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前

に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払

金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項

に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事に

ついては、この限りでない。 

２ 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立て

なければならない。 

一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支

払の保証人 

二 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業

者 

３ 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合に

おいて、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金

払をしないことができる。 

（一括下請負の禁止） 

第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつ

てするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 

２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を

一括して請け負つてはならない。 
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３ 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な

建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建

設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、こ

れらの規定は、適用しない。 

４ 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めると

ころにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定め

るものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合

において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

（下請負人の変更請求） 

第二十三条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適

当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができ

る。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人

については、この限りでない。 

２ 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で

定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の

承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の

承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者

は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

（工事監理に関する報告） 

第二十三条の二 請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士

法（昭和二十五年法律第二百二号）第十八条第三項の規定により建築士か

ら工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これ

に従わない理由があるときは、直ちに、第十九条の二第二項の規定により

通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければなら

ない。 

（請負契約とみなす場合） 

第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て

建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみな

して、この法律の規定を適用する。 
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第二十五条～第二十五条の二十六 略 

 

第四章 施工技術の確保 

（施工技術の確保に関する建設業者等の責務） 

第二十五条の二十七 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他

の施工技術の確保に努めなければならない。 

２ 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公

正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保す

るための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。 

３ 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識

及び技術又は技能の向上に努めなければならない。 

４ 国土交通大臣は、前三項の規定による取組に資するため、必要に応じ、

講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 

（建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置） 

第二十五条の二十八 特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報シス

テムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通

信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の

下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者

が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることがで

きることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。 

３ 国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な

実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとす

る。 

（主任技術者及び監理技術者の設置等） 

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該

建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場に

おける建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「主任技術

者」という。）を置かなければならない。 

２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を

施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が二以上

あるときは、それらの請負代金の額の総額）が第三条第一項第二号の政令
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で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該

建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者（当該建設工事

に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又

は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力

を有するものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技

術上の管理をつかさどるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなけ

ればならない。 

３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは

工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の

規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場

ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又

は監理技術者については、この限りでない。 

一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する

場合における主任技術者又は監理技術者 

イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるもので

あること。 

ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工

事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定

める要件に適合するものであること。 

ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認

その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を

情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交

通省令で定めるものが講じられるものであること。 

二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の

四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十

五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者

を専任で置く場合における監理技術者 

４ 前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の

主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規

定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがない

ものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。 

５ 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者（同項各号
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に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。）は、第二十七条の十

八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつ

て、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の

登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければなら

ない。 

６ 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたと

きは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 

第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は

建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以

外の建設工事（第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除

く。）を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハ

に該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理

をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る

建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならな

い。 

２ 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工

事（第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施

工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに

該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理を

つかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建

設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならな

い。 

第二十六条の三 特定専門工事の元請負人及び下請負人（建設業者である下

請負人に限る。以下この条において同じ。）は、その合意により、当該元

請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなけ

ればならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併

せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項

の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次

条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合におい

て、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負

に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。 

２ 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建
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設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の

管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当

該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代

金の額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総

額。以下この項において同じ。）が政令で定める金額未満となるものをい

う。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当

該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第

二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。 

３ 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事（前項に規定する特定

専門工事をいう。第七項において同じ。）の内容、当該元請負人が置く主

任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするも

のとする。 

４ 第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に

代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をするこ

とができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面

による合意をしたものとみなす。 

５ 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、

注文者の書面による承諾を得なければならない。 

６ 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めると

ころにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定め

るものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合

において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

７ 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該

当する者でなければならない。 

一 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的

な実務の経験を有すること。 

二 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。 

８ 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規

定は、適用しない。 

９ 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせて

25



はならない。 

（主任技術者及び監理技術者の職務等） 

第二十六条の四 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事

を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質

管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上

の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 

２ 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理

技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。 

（営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例） 

第二十六条の五 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七条（第二号に

係る部分に限る。）又は第十五条（第二号に係る部分に限る。）及び同項

本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術

者について、営業所技術者にあつては第二十六条第一項の規定により当該

工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者

にあつては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置

かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。 

一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。 

二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであ

ること。 

三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法

その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のた

めに必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものである

こと。 

四 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の

工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約

の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事

現場に係る前条第一項に規定する職務（次項において「営業所職務等」

という。）を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置と

して国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 

２ 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技

術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つ
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たとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものと

して政令で定める数を超えるときは、適用しない。 

３ 第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者

は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受

けている者であつて、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければ

ならない。 

４ 前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術

者資格者証を提示しなければならない。 

 

第二十六条の六～第二七条の二十二 略 

 

第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等 

（経営事項審査） 

第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令

で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省

令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受

けなければならない。 

２ 前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、次に掲げる事項につ

いて、数値による評価をすることにより行うものとする。 

一 経営状況 

二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 

３ 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業

審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 

（経営状況分析） 

第二十七条の二十四 前条第二項第一号に掲げる事項の分析（以下「経営状

況分析」という。）については、第二十七条の三十一の規定及び第二十七

条の三十二において準用する第二十六条の七の規定により国土交通大臣の

登録を受けた者（以下「登録経営状況分析機関」という。）が行うものと

する。 

２ 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を

登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。 

３ 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土
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交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

４ 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるとき

は、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

（経営状況分析の結果の通知） 

第二十七条の二十五 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたとき

は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の

申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知

しなければならない。 

（経営規模等評価） 

第二十七条の二十六 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価

（以下「経営規模等評価」という。）については、国土交通大臣又は都道

府県知事が行うものとする。 

２ 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書

を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなけれ

ばならない。 

３ 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国

土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると

認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提

出を求めることができる。 

（経営規模等評価の結果の通知） 

第二十七条の二十七 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を

行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営

規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に

係る数値を通知しなければならない。 
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建設業法施行令（抄） 

 

発令  ：昭和３１年８月２９日政令第２７３号 

最終改正：令和７年３月１４日号外政令第５１号 

 

（支店に準ずる営業所） 

第一条 建設業法（以下「法」という。）第三条第一項の政令で定める支店

に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 

（法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事） 

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工

事一件の請負代金の額が五百万円（当該建設工事が建築一式工事である場

合にあつては、千五百万円）に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ

面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。 

２ 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の

契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。

ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 

３ 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及

び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金

の額とする。 

（法第三条第一項第二号の金額） 

第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。た

だし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合におい

ては、八千万円とする。 

 

第三条～第五条の九条 略 

 

（建設工事の見積期間） 

第六条 法第二十条第四項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとす

る。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間

は、五日以内に限り短縮することができる。 

一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上 

二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事について
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は、十日以上 

三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上 

２ 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計

令（昭和二十二年勅令第百六十五号）第七十四条の規定による期間を前項

の見積期間とみなす。 

（保証人を必要としない軽微な工事） 

第六条の二 法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工

事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。 

 

第六条の三～第七条 略 

 

（法第二十四条の六第一項の金額） 

第七条の二 法第二十四条の六第一項の政令で定める金額は、四千万円とす

る。 

（法第二十四条の七第一項の法令の規定） 

第七条の三 法第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建

設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものと

する。 

一 建築基準法第九条第一項及び第十項（これらの規定を同法第八十八条

第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。）並びに第九十条 

二 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条（同法第十六条第三項におい

て準用する場合を含む。）、第二十条第二項から第四項まで、第三十一

条（同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。）及び第三十

九条第二項から第四項まで 

三 労働基準法第五条（労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用

される場合を含む。）、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条

及び第六十四条の二（労働者派遣法第四十四条第二項（建設労働法第四

十四条の規定により適用される場合を含む。）の規定によりこれらの規

定が適用される場合を含む。）、第九十六条の二第二項並びに第九十六

条の三第一項 

四 職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第九号 

五 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第九十八条第一項

30



（労働者派遣法第四十五条第十五項（建設労働法第四十四条の規定によ

り適用される場合を含む。）の規定により適用される場合を含む。） 

六 労働者派遣法第四条第一項 

（法第二十四条の八第一項の金額） 

第七条の四 法第二十四条の八第一項の政令で定める金額は、五千万円とす

る。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一

式工事である場合においては、八千万円とする。 

 

第八条～第二十六条の三 略 

 

（専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事） 

第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各

号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万

円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、九千万円）以上

のものとする。 

一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 

二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 

三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 

イ 石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号）第五条第二

項第二号に規定する事業用施設 

ロ 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規

定する電気通信事業者（同法第九条第一号に規定する電気通信回線設

備を設置するものに限る。）が同条第四号に規定する電気通信事業の

用に供する施設 

ハ 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十三号に規定

する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事

業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設（鉄骨造又は鉄筋

コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。） 

ニ 学校 

ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場 

ヘ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第一項に規定す

る社会福祉事業の用に供する施設 
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ト 病院又は診療所 

チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 

リ 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第四項に規定

する熱供給施設 

ヌ 集会場又は公会堂 

ル 市場又は百貨店 

ヲ 事務所 

ワ ホテル又は旅館 

カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

ヨ 公衆浴場 

タ 興行場又はダンスホール 

レ 神社、寺院又は教会 

ソ 工場、ドック又は倉庫 

ツ 展望塔 

２ 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同

一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについ

ては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができ

る。 

（法第二十六条第三項第一号イの金額） 

第二十八条 法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円と

する。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億

円とする。 

（監理技術者の行うべき職務を補佐する者） 

第二十九条 法第二十六条第三項第二号の政令で定める者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

一 法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四

第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその

職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認めら

れる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当

する者 

二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定

した者 
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（同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数） 

第三十条 法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。 

（特定専門工事の対象となる建設工事） 

第三十一条 法第二十六条の三第二項の政令で定めるものは、次に掲げるも

のとする。 

一 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの

打設に用いる型枠の組立てに関する工事 

二 鉄筋工事 

２ 法第二十六条の三第二項の政令で定める金額は、四千五百万円とする。 

（法第二十六条の三第六項の規定による承諾に関する手続等） 

第三十二条 法第二十六条の三第六項の規定による承諾は、注文者が、国土

交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に

対し電磁的方法（同項に規定する方法をいう。以下この条において同

じ。）による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該

元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの（次項において

「書面等」という。）によつて得るものとする。 

２ 注文者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る元請負人

から書面等により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたとき

は、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後

に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（法第二十六条の五第一項第二号の金額） 

第三十三条 法第二十六条の五第一項第二号の政令で定める金額は、一億円

とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二

億円とする。 

（営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる

工事現場の数） 

第三十四条 法第二十六条の五第二項の政令で定める数は、一とする。 

（登録の有効期間） 

第三十五条 法第二十六条の九第一項（法第二十七条の三十二において準用

する場合を含む。）の政令で定める期間は、三年とする。 
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建設業法施行規則（抄） 

 

発令  ：昭和２４年７月２８日建設省令第１４号 

最終改正：令和７年３月３１日号外国土交通省令第３８号 

 

（法第二十四条の六第四項の率） 

第十四条 法第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・

六パーセントとする。 

（施工体制台帳の記載事項等） 

第十四条の二 法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次

のとおりとする。 

一 作成建設業者（法第二十四条の八第一項の規定（公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号。次項

第一号において「入札契約適正化法」という。）第十五条第一項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）により施工体制台帳を作成

する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。）に関する次に掲げ

る事項 

イ 許可を受けて営む建設業の種類 

ロ 健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、

厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出

及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状

況（第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。） 

二 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 

イ 建設工事の名称、内容及び工期 

ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は

氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 

ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の

二第二項に規定する通知事項 

ニ 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及

び法第十九条の二第一項に規定する通知事項 

ホ 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格

（建設業の種類に応じ、法第七条第二号イ若しくはロに規定する実務
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の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認

定があることをいう。以下同じ。）又は監理技術者資格及びその者が

専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別 

ヘ 法第二十六条第三項第二号の規定により監理技術者の行うべき法第

二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者（以下「監理技術者

補佐」という。）を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監

理技術者補佐資格（主任技術者資格を有し、かつ、令第二十九条第一

号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第

二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号

及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。） 

ト 法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の

技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者若しくは監理技術者又

はヘの監理技術者補佐以外のものを置くときは、その者の氏名、その

者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者

資格 

チ 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事す

る者が希望しない場合においては、(６)に掲げるものを除く。） 

(１) 氏名、生年月日及び年齢 

(２) 職種 

(３) 健康保険法又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二

号）による医療保険、国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一

号）又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保

険（第四号チ(３)において「社会保険」という。）の加入等の状

況 

(４) 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第二条

第七項に規定する被共済者に該当する者（第四号チ(４)において

単に「被共済者」という。）であるか否かの別 

(５) 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 

(６) 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格 

リ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表

第一の二の表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第一

号に係るものに限る。）を決定された者（第四号リにおいて「一号特
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定技能外国人」という。）及び同表の技能実習の在留資格を決定され

た者（第四号リにおいて「外国人技能実習生」という。）の従事の状

況 

三 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項 

イ 商号又は名称及び住所 

ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその

請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類 

ハ 健康保険等の加入状況 

四 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 

イ 建設工事の名称、内容及び工期 

ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日 

ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第十九条の

二第二項に規定する通知事項 

ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及

び法第十九条の二第一項に規定する通知事項 

ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の

氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が

専任の者であるか否かの別 

ヘ 当該下請負人が法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建

設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外の

ものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工

事の内容及びその有する主任技術者資格 

ト 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当

該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称

及び所在地 

チ 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項（建設工事に従事す

る者が希望しない場合においては、(６)に掲げるものを除く。） 

(１) 氏名、生年月日及び年齢 

(２) 職種 

(３) 社会保険の加入等の状況 

(４) 被共済者であるか否かの別 

(５) 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 
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(６) 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格 

リ 一号特定技能外国人及び外国人技能実習生の従事の状況 

２ 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九

条第一項及び第二項の規定による書面の写し（作成建設業者が注文者と

なつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事（入札契約適正化法

第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。）以外の建設工事

について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部

分を除く。） 

二 前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理

技術者資格を有することを証する書面（当該監理技術者が法第二十六条

第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術

者資格者証の写しに限る。）及び当該主任技術者又は監理技術者が作成

建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であるこ

とを証する書面又はこれらの写し 

三 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有する

ことを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定する

ことなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し 

四 前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を

有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限

定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの

写し 

３ 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的

記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他

の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当

該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載

に代えることができる。 

４ 第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法

その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電

磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機そ

の他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるとき

は、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。 
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（下請負人に対する通知等） 

第十四条の三 建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、

遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲

げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該

工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当

該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法に

より当該下請負人の閲覧に供しなければならない。 

一 作成建設業者の商号又は名称 

二 当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わ

せたときは法第二十四条の八第二項の規定による通知（以下「再下請負

通知」という。）を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係

る書類を提出すべき場所 

 

第二項～第六項 略 

 

（再下請負通知を行うべき事項等） 

第十四条の四 法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次

のとおりとする。 

一 再下請負通知人（再下請負通知を行う場合における当該下請負人をい

う。以下同じ。）の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が

建設業者であるときは、その者の許可番号 

二 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名

称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日 

三 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者

に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項並びに当

該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで、チ及びリ

に掲げる事項 

２ 再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者（以下この条に

おいて「再下請負通知人該当者」という。）は、その請け負つた建設工事

を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる

事項を記載した書面（以下「再下請負通知書」という。）により再下請負

通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に
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掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

３ 再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建

設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規

定による書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結される請負契

約の請負代金の額に係る部分を除く。）を添付しなければならない。 

 

第四項～第九項 略 

 

第十四条の五 略 

 

（施工体系図） 

第十四条の六 施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほ

か、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各

下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成して

おかなければならない。 

一 作成建設業者の商号又は名称 

二 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 

イ 建設工事の名称及び工期 

ロ 発注者の商号、名称又は氏名 

ハ 当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名 

ニ 監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名 

ホ 第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の

氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容 

三 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工して

いるものに関する次に掲げる事項（下請負人が建設業者でない場合にお

いては、イ及びロに掲げる事項に限る。） 

イ 商号又は名称 

ロ 代表者の氏名 

ハ 一般建設業又は特定建設業の別 

ニ 許可番号 

四 前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項（下請負人が建設

業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。） 
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イ 建設工事の内容及び工期 

ロ 特定専門工事（法第二十六条の三第二項に規定する特定専門工事を

いう。第十七条の八において同じ。）の該当の有無 

ハ 下請負人が置く主任技術者の氏名 

ニ 第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の

氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容 

（施工体制台帳の備置き等） 

第十四条の七 法第二十四条の八第一項の規定による施工体制台帳（施工体

制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の

五第一項後段に規定する書類を含む。）の備置き及び法第二十四条の八第

四項の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設

工事の目的物の引渡しをするまで（同号ロの請負契約に基づく債権債務が

消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで）行わなければな

らない。 

 

第十五条～第十九条の二 略 

 

（経営状況分析申請書の記載事項及び様式） 

第十九条の三 法第二十七条の二十四第二項の国土交通省令で定める事項

は、次のとおりとする。 

一 商号又は名称 

二 主たる営業所の所在地 

三 許可番号 

２ 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものと

する。 

（経営状況分析申請書の添付書類） 

第十九条の四 法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類

は、次のとおりとする。 

一 会社法第二条第六号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会

社（金融商品取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内

閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。）である場合に

おいては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成
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された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 

二 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から

第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び注記表 

三 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直

前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

四 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の

十二による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原

価報告書 

五 その他経営状況分析に必要な書類 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、

その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添

付を省略することができる。 

 

第十九条の五～第十九条の六 略 

 

（経営規模等評価申請書の記載事項及び様式） 

第十九条の七 法第二十七条の二十六第二項の国土交通省令で定める事項

は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の

種類とする。 

２ 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十四によるもの

とする。 

（経営規模等評価申請書の添付書類） 

第十九条の八 法第二十七条の二十六第三項の国土交通省令で定める書類

は、別記様式第二号による工事経歴書とする。 

２ 法第六条第一項又は第十一条第二項（法第十七条において準用する場合

を含む。）の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年

度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を

国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にか

かわらず、その添付を省略することができる。 
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（抄） 

 

発令  ：平成１２年１１月２７日号外法律第１２７号 

最終改正：令和６年６月１９日号外法律第５４号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の

入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるととも

に、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等

のための措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策

定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保

とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「特殊法人等」とは、法律により直接に設立さ

れた法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法

人（総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規

定の適用を受けない法人を除く。）、特別の法律により設立され、かつ、

その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人（独立行政

法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政

法人をいう。第六条において同じ。）のうち、次の各号に掲げる要件のい

ずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。 

一 資本金の二分の一以上が国からの出資による法人又はその事業の運営

のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によ

って得ている法人であること。 

二 その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画

的かつ継続的に建設工事（建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条

第一項に規定する建設工事をいう。次項において同じ。）の発注を行う

法人であること。 

２ この法律において「公共工事」とは、国、特殊法人等又は地方公共団

体が発注する建設工事をいう。 

３ この法律において「建設業」とは、建設業法第二条第二項に規定する
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建設業をいう。 

４ この法律において「各省各庁の長」とは、財政法（昭和二十二年法律

第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 

（公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項） 

第三条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、

その適正化が図られなければならない。 

一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。 

二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公

正な競争が促進されること。 

三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。 

四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれな

い契約の締結が防止されること。 

五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。 

第二章 情報の公表 

（国による情報の公表） 

第四条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度

の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなけ

ればならない。 

２ 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令

で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。 

第五条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を

公表しなければならない。 

一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札

金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入

札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の

入札及び契約の過程に関する事項 

二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工

事の契約の内容に関する事項 

（特殊法人等による情報の公表） 

第六条 特殊法人等の代表者（当該特殊法人等が独立行政法人である場合

にあっては、その長。以下同じ。）は、前二条の規定に準じて、公共工事

の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければな
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らない。 

（地方公共団体による情報の公表） 

第七条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該

年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表し

なければならない。 

２ 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、

政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならな

い。 

第八条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事

項を公表しなければならない。 

一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札

金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入

札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の

入札及び契約の過程に関する事項 

二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工

事の契約の内容に関する事項 

第九条 前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の

公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を

定めることを妨げるものではない。 

第三章 不正行為等に対する措置 

（公正取引委員会への通知） 

第十条 各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長（以下

「各省各庁の長等」という。）は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共

団体（以下「国等」という。）が発注する公共工事の入札及び契約に関

し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律

第五十四号）第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があると疑う

に足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しな

ければならない。 

（国土交通大臣又は都道府県知事への通知） 

第十一条 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及

び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者（建設業法第二条第

三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。）に次の各号のいず
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れかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業

の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が

行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければ

ならない。 

一 建設業法第八条第九号、第十一号（同条第九号に係る部分に限

る。）、第十二号（同条第九号に係る部分に限る。）、第十三号（同条

第九号に係る部分に限る。）若しくは第十四号（これらの規定を同法第

十七条において準用する場合を含む。）又は第二十八条第一項第三号、

第四号（同法第二十二条第一項に係る部分に限る。）若しくは第六号か

ら第八号までのいずれかに該当すること。 

二 第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて

適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は

同法第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二

若しくは第二十六条の三第七項の規定に違反したこと。 

第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置 

（入札金額の内訳の提出） 

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の

内訳を記載した書類を提出しなければならない。 

（各省各庁の長等の責務） 

第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適

正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除す

るため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措

置を講じなければならない。 

２ 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減

少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすもの

として国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受

注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該

協議に応じなければならない。 

第五章 施工体制の適正化 

（一括下請負の禁止） 

第十四条 公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適

用しない。 
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（施工体制台帳の作成及び提出等） 

第十五条 公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及

び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあ

るのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額

（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が政

令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条

第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公

衆が見やすい場所」とする。 

２ 公共工事の受注者（前項の規定により読み替えて適用される建設業法

第二十四条の八第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳（以下

「施工体制台帳」という。）を作成しなければならないこととされている

ものに限る。）は、当該公共工事に関する工事現場の施工体制を発注者が

情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置として国土

交通省令で定めるものを講じている場合を除き、作成した施工体制台帳

（同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴

い新たに作成されたものを含む。）の写しを発注者に提出しなければなら

ない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。 

３ 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の

管理をつかさどる者（第十七条第一項において「施工技術者」という。）

の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致し

ているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んでは

ならない。 

（公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置） 

第十六条 公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用

については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建

設業者」とする。 

（各省各庁の長等の責務） 

第十七条 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者

の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該

工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検

その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、同項の各省各庁の長等は、前条の規定に

46



より読み替えて適用する建設業法第二十五条の二十八第一項及び第二項に

規定する措置が適確に講じられるよう、これらの規定に規定する建設業者

に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならな

い。 

第六章 適正化指針 

（適正化指針の策定等） 

第十八条 国は、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化

を図るための措置（第二章、第三章、第十三条及び前条に規定するものを

除く。）に関する指針（以下「適正化指針」という。）を定めなければな

らない。 

２ 適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報（各省各庁の長又

は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条及び第五条、地方公

共団体の長による措置にあっては第七条及び第八条に規定するものを除

く。）の公表に関すること。 

二 入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等

の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。 

三 入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関するこ

と。 

四 公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適

正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札及び契約

の方法の改善に関すること。 

五 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工

の時期の平準化を図るための方策に関すること。 

六 将来におけるより適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の

評価の方策に関すること。 

七 前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整

備に関すること。 

八 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正化を図るため必要な

措置に関すること。 

３ 適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主
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性に配慮しなければならない。 

４ 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長及

び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

５ 国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議

会の意見を聴かなければならない。 

６ 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の

決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。 

（適正化指針に基づく責務） 

第十九条 各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工

事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（措置の状況の公表） 

第二十条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を

所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人

等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることがで

きる。 

２ 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従

って講じた措置の状況について報告を求めることができる。 

３ 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取

りまとめ、その概要を公表するものとする。 

（要請等） 

第二十一条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等

を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため

適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを

要請することができる。 

２ 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札

及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると

認められる措置を講ずべきことを要請することができる。 

３ 第一項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び財務

大臣は、前条第一項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特
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に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認める

ときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告

をすることができる。 

４ 第二項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び総務

大臣は、前条第二項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特

に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認める

ときは、地方公共団体に対し、必要な勧告、助言又は援助をすることがで

きる。 

第七章 国による情報の収集、整理及び提供等 

（国による情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定によ

り公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならな

い。 

（関係法令等に関する知識の習得等） 

第二十三条 国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対

し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分

野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育及び

研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事

の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及その

他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。ただし、第二章から第四章まで並びに第

十六条、第十七条第一項及び第二項、第十八条並びに附則第三条（建設業

法第二十八条の改正規定に係る部分に限る。）の規定は平成十三年四月一

日から、第十七条第三項の規定は平成十四年四月一日から施行する。 

〔平成一三年二月政令三三号により、平成一三・二・一六から施行〕 

（経過措置） 

第二条 第五条及び第八条の規定は、これらの規定の施行前に入札又は随
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意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又

は当該随意契約については、適用しない。 

２ 第四章及び次条（建設業法第二十八条の改正規定に係る部分に限

る。）の規定は、これらの規定の施行前に締結された契約に係る公共工事

については、適用しない。 

（建設業法の一部改正） 

第三条 建設業法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二一年六月一〇日法律第五一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

〔中略〕附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して

一月を経過した日から施行する。 

附 則〔平成二六年六月四日法律第五五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

〔平成二六年九月政令三〇七号により、平成二七・四・一から施行。

ただし、三条及び一五条二項四号の改正規定は、平成二六・九・二

〇から施行〕 

一 〔前略〕附則第七条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う

経過措置） 

第四条 第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（次項において「新入札契約適正化法」という。）第四

章の規定は、この法律の施行の際現に入札に付されている公共工事につい

ては、適用しない。 

２ この法律の施行前に締結された契約に係る公共工事の施工について

は、新入札契約適正化法第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によ
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る。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条

から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。 

附 則〔平成二七年九月一一日法律第六六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔令和元年六月一二日法律第三〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。〔後略〕 

〔令和元年八月政令七八号により、令和二・一〇・一から施行。ただ

し、一七条二項の改正規定は、令和元・九・一から施行〕 

（罰則に関する経過措置） 

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（政令への委任） 

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月一四日法律第三七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行す

る。〔後略〕 

附 則〔令和三年五月一九日法律第三六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六
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十条の規定は、公布の日から施行する。 

（処分等に関する経過措置） 

第五十七条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律

（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」とい

う。）の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、

法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律によ

る改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次

条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした

認定等の処分その他の行為とみなす。 

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対して

されている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほ

か、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対し

てされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申

請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日

前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法

令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令

の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものと

みなして、新法令の規定を適用する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第五十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六十条 附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもの

のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を

含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第六十一条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、こ

の法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁

の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和三年五月一九日法律第三七号抄〕 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十

七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 

二～十 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第七十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規

定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定

によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の

手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して

当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で

表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年

以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和六年六月一四日法律第四九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

三 〔前略〕第二条（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律第十一条第二号の改正規定及び同法第十二条の改正規定を除く。）の

規定〔中略〕及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超え

ない範囲内において政令で定める日 
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〔令和六年一二月政令三六五号により、令和六・一二・一三から施

行〕 

（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。 

（検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改

正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 

附 則〔令和六年六月一九日法律第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改

正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う

経過措置） 

第三条 第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（以下この条において「新入札契約適正化法」とい

う。）第二十条第三項及び第四項の規定の適用については、第二条の規定

による改正前の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二

十条第一項又は第二項の規定による要請は、新入札契約適正化法第二十条

第一項又は第二項の規定による要請とみなす。 

（国土交通省令への委任） 

第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、国土交通省令で定める。 
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（抄） 

 

発令  ：平成１３年２月１５日政令第３４号 

最終改正：令和７年５月３０日号外政令第１９８号 

 

（地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表） 

第五条 地方公共団体の長は、毎年度、四月一日（当該日において当該年

度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日）以後遅滞

なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事（予定価格が二百

五十万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密

接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必

要があるものを除く。）に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を

公表しなければならない。 

一 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要 

二 入札及び契約の方法 

三 入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する

時期） 

２ 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならな

い。 

一 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

二 公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法 

３ 前項第二号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインター

ネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。この場合

においては、地方公共団体の長は、あらかじめ、当該閲覧に供する方法

を告示しなければならない。 

４ 第二項第二号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三

月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。 

５ 地方公共団体の長は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途とし

て、第一項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、

当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければな

らない。 

第六条 前条第二項から第四項までの規定は、変更後の発注の見通しに関
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する事項の公表の方法について準用する。 

（地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項

の公表） 

第七条 地方公共団体の長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したとき

は、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

一 地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号。以下「自治令」と

いう。）第百六十七条の五第一項に規定する一般競争入札に参加する

者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿 

二 自治令第百六十七条の十一第二項に規定する指名競争入札に参加す

る者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿 

三 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 

２ 地方公共団体の長は、公共工事（予定価格が二百五十万円を超えない

もの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当

該地方公共団体の行為を秘密にする必要があるものを除く。）の契約を

締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公

表しなければならない。ただし、第一号から第八号までに掲げる事項に

あっては、契約の締結前に公表することを妨げない。 

一 自治令第百六十七条の五の二の規定により一般競争入札に参加する

者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行

わせた場合における当該資格 

二 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者

の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった

者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由 

三 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及び

その者を指名した理由 

四 入札者の商号又は名称及び入札金額（随意契約を行った場合を除

く。） 

五 落札者の商号又は名称及び落札金額（随意契約を行った場合を除

く。） 

六 自治令第百六十七条の十第一項（自治令第百六十七条の十三におい

て準用する場合を含む。）の規定により最低の価格をもって申込みを

56



した者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした

者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

七 自治令第百六十七条の十第二項（自治令第百六十七条の十三におい

て準用する場合を含む。）の規定により最低制限価格を設け最低の価

格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格を

もって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落

札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをし

た者の商号又は名称 

八 自治令第百六十七条の十の二第一項若しくは第二項の規定により落

札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」とい

う。）又は自治令第百六十七条の十三において準用する自治令第百六

十七条の十の二第一項若しくは第二項の規定により落札者を決定する

指名競争入札（以下「総合評価指名競争入札」という。）を行った場

合における次に掲げる事項 

イ 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行っ

た理由 

ロ 自治令第百六十七条の十の二第三項（自治令第百六十七条の十三

において準用する場合を含む。）に規定する落札者決定基準 

ハ 自治令第百六十七条の十の二第一項（自治令第百六十七条の十三

において準用する場合を含む。）の規定により価格その他の条件が

当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者

を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

ニ 自治令第百六十七条の十の二第二項（自治令第百六十七条の十三

において準用する場合を含む。）の規定により落札者となるべき者

を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体

にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場

合におけるその者を落札者とした理由 

九 次に掲げる契約の内容 

イ 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

ロ 公共工事の名称、場所、種別及び概要 

ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

ニ 契約金額 
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十 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由 

３ 地方公共団体の長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う

契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第九号ロ

からニまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。 

４ 前三項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆

の閲覧に供する方法で行わなければならない。 

５ 第五条第三項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用す

る。 

６ 第二項又は第三項の規定により公表した事項については、少なくと

も、公表した日（第二項第一号から第八号までに掲げる事項のうち契約

の締結前に公表した事項については、契約を締結した日）の翌日から起

算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならな

い。 

 

（中略） 

 

附 則〔令和七年五月三〇日政令第一九八号〕 

この政令は、令和七年七月一日から施行する。 

58



公共工事の品質確保の促進に関する法律 

 

発令  ：平成１７年３月３１日号外法律第１８号 

最終改正：令和６年６月１９日号外法律第５４号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通

じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全（良好な環

境の創出を含む。）、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するも

のであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることに

鑑み、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の責務、基本方針の策

定等その担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質

確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の公共

工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号）第二条第二項

に規定する公共工事をいう。 

２ この法律において「公共工事に関する調査等」とは、公共工事に関

し、国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。）又は地方公共

団体が発注する測量、地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）及

び設計（以下「調査等」という。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及

び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な

意義を有することに鑑み、国及び地方公共団体並びに公共工事等（公共工

事及び公共工事に関する調査等をいう。以下同じ。）の発注者及び受注者

がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保

されなければならない。 
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２ 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質

を確認できること、その品質が工事等（工事及び調査等をいう。以下同

じ。）の受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事によ

り条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性に配慮しつつ価

格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契

約がなされることにより、確保されなければならない。 

３ 公共工事の品質は、施工技術及び調査等に関する技術の維持向上が図

られ、並びにそれらを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中

長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されな

ければならない。 

４ 公共工事の品質は、公共工事等の発注者（以下単に「発注者」とい

う。）の能力及び体制を考慮しつつ、工事等の性格、地域の実情等に応じ

て多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることによ

り、確保されなければならない。 

５ 公共工事の品質は、これを確保する上で工事等の効率性、安全性、環

境への影響等が重要な意義を有することに鑑み、地盤の状況に関する情報

その他の工事等に必要な情報が的確に把握され、より適切な技術又は工夫

が活用されることにより、確保されなければならない。 

６ 公共工事の品質は、公共工事等に関する技術の研究開発並びにその成

果の普及及び実用化が適切に推進され、その技術が新たな技術として活用

されることにより、将来にわたり確保されなければならない。 

７ 公共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の

維持管理により、将来にわたり確保されなければならない。 

８ 公共工事の品質は、地域において災害時における対応を含む社会資本

の維持管理が適切に行われるよう、地域の実情を踏まえ地域における公共

工事の品質確保の担い手が育成され及び確保されるとともに、災害応急対

策又は災害復旧に関する工事等（以下「災害応急対策工事等」という。）

が迅速かつ円滑に実施される体制が整備されることにより、将来にわたり

確保されなければならない。 

９ 公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみなら

ず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ

重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負契約（下請契約
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を含む。）の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場

における労務の取引価格、健康保険法（大正十一年法律第七十号）等の定

めるところにより事業主が納付義務を負う保険料（第八条第二項及び第二

十七条第一項において単に「保険料」という。）等を的確に反映した適正

な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期（以下「工期等」とい

う。）を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに

支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事

する者の賃金、労働時間、休日その他の労働条件、安全衛生その他の労働

環境の適正な整備について配慮がなされることにより、確保されなければ

ならない。 

10 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事等の入札及び契約の過程

並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性が確保されること、談合、

入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること、その請負

代金の額によっては公共工事等の適正な実施が通常見込まれない契約の締

結が防止されること並びに契約された公共工事等の適正な実施が確保され

ることにより、公共工事等の受注者（以下単に「受注者」という。）とし

ての適格性を有しない建設業者等が排除されること等の入札及び契約の適

正化が図られるように配慮されなければならない。 

11 公共工事の品質確保に当たっては、民間事業者の能力が適切に評価さ

れ、並びに公共工事等の入札及び契約に適切に反映されること、民間事業

者の積極的な技術提案（公共工事等に関する技術又は工夫についての提案

をいう。以下同じ。）及び創意工夫が活用されること等により民間事業者

の能力が活用されるように配慮されなければならない。 

12 公共工事の品質確保に当たっては、新たな技術を活用した資材、機

械、工法等の採用が公共工事の品質の向上に及ぼす効果が適切に評価され

ること等により、新たな技術の活用が価格のみを理由として妨げられるこ

とのないように配慮されなければならない。 

13 公共工事の品質確保に当たっては、調査等、施工及び維持管理の各段

階における情報通信技術（デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十

五号）第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。）の活用（当該

各段階におけるデータ（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録に記録された情報をいう。
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以下この項において同じ。）の適切な引継ぎ及び多様かつ大量のデータの

適正かつ効果的な活用を含む。以下同じ。）等を通じて、その生産性の向

上が図られるように配慮されなければならない。 

14 公共工事の品質確保に当たっては、脱炭素化（脱炭素社会（地球温暖

化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条の二に規定

する脱炭素社会をいう。）の実現に寄与することを旨として、社会経済活

動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス（同法第二条第三項に規定

する温室効果ガスをいう。）の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び

強化を行うことをいう。第七条第一項第二号において同じ。）に向けた技

術又は工夫が活用されるように配慮されなければならない。 

15 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査等の業務の

内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格

等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されなければなら

ない。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏ま

え、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（国及び地方公共団体の相互の連携及び協力） 

第六条 国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の促進に関する施策

の策定及び実施に当たっては、基本理念の実現を図るため、相互に緊密な

連携を図りながら協力しなければならない。 

（発注者等の責務） 

第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質

が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確

保に配慮しつつ、公共工事等の仕様書及び設計書の作成、予定価格の作

成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事等の監督及び

検査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況（以下
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「施工状況等」という。）の確認及び評価その他の事務（以下「発注関係

事務」という。）を、次に定めるところによる等適切に実施しなければな

らない。 

一 公共工事等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い手が中長期的

に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよ

う、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化

を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、健康保険法等の定

めるところにより事業主が納付義務を負う保険料、公共工事等に従事す

る者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険

契約の保険料、第五項の協定に基づき発注者がその実施を要請する災害

応急対策工事等に係る次条第五項の保険契約の保険料、工期等、公共工

事等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格

を適正に定めること。 

二 価格に加え、工期、安全性、生産性、脱炭素化に対する寄与の程度そ

の他の要素を考慮して総合的に価値の最も高い資材、機械、工法等（新

たな技術を活用した資材、機械、工法等を含む。第六号において「総合

的に価値の最も高い資材等」という。）を採用するに当たっては、これ

に必要な費用を適切に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正

に定めること。 

三 入札に付しても定められた予定価格に起因して入札者又は落札者がな

かったと認める場合において更に入札に付するとき、災害その他の特別

な事情により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難

と認めるときその他必要があると認めるときは、入札に参加する者から

当該入札に係る工事等の全部又は一部の見積書を徴することその他の方

法により積算を行うことにより、適正な予定価格を定め、できる限り速

やかに契約を締結するよう努めること。 

四 災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災

害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事等にあっては随意契

約を、その他の災害復旧に関する工事等にあっては指名競争入札を活用

する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努める

こと。 

五 その請負代金の額によっては公共工事等の適正な実施が通常見込まれ
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ない契約の締結を防止するため、その入札金額によっては当該公共工事

等の適正な実施が通常見込まれない契約となるおそれがあると認められ

る場合の基準又は最低制限価格の設定その他の必要な措置を講ずるこ

と。 

六 公共工事等の発注に関し、経済性に配慮しつつ、総合的に価値の最も

高い資材等を採用するよう努めること。 

七 地域における公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び

確保されるよう、地域の実情を踏まえ、競争に参加する者に必要な資

格、発注しようとする公共工事等の規模その他の入札に関する事項を適

切に定めること。 

八 地域における公共工事の品質確保の担い手がその地域で十分に普及し

ていない技術を円滑に習得することができるよう、発注又は契約の相手

方の選定に関し、必要に応じて、当該技術を有する民間事業者と当該地

域の民間事業者との連携及び技術的な協力のために必要な措置を講ずる

こと。 

九 災害からの迅速な復旧復興に資するよう、発注又は契約の相手方の選

定に関し、必要に応じて、災害からの迅速な復旧復興に資する事業のた

めに必要な能力を有する民間事業者と地域の民間事業者との連携及び協

力のために必要な措置を講ずること。 

十 地域における公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に

発注を行うとともに、工期等が一年に満たない公共工事等についての繰

越明許費（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第十四条の三第二項

に規定する繰越明許費又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二百十三条第二項に規定する繰越明許費をいう。第十二号において同

じ。）又は財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自

治法第二百十四条に規定する債務負担行為の活用による翌年度にわたる

工期等の設定、他の発注者との連携による中長期的な公共工事等の発注

の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。 

十一 公共工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保

されるよう、公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必要な準

備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事等の実施が困難であ

ると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期等を設定すること。 
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十二 設計図書（仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同

じ。）に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場

合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件につい

て予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合におい

て必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴

い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。この場合にお

いて、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用

その他の必要な措置を適切に講ずること。 

十三 公共工事の契約において市場における労務及び資材等の取引価格の

変動に基づく請負代金の額の変更及びその適切な算定方法に関する定め

を設け、当該定めの適用に関する基準を策定するとともに、当該契約の

締結後に当該変動が生じたときは、当該契約及び当該基準に基づき適切

に請負代金の額の変更を行うこと。 

十四 公共工事等の監督及び検査並びに施工状況等の確認及び評価に当た

っては、積極的な情報通信技術の活用を図るとともに、必要に応じて、

発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又は技術を有するもの

による、工事等が適正に実施されているかどうかの確認の結果の活用を

図るよう努めること。 

十五 必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確

認及び評価を実施するよう努めること。 

２ 発注者は、公共工事等の施工状況等及びその評価に関する資料その他

の資料が将来における自らの発注に、及び発注者間においてその発注に相

互に、有効に活用されるよう、その評価の標準化のための措置並びにこれ

らの資料の保存のためのデータベースの整備及び更新その他の必要な措置

を講じなければならない。 

３ 発注者は、発注関係事務を適切に実施するため、その実施に必要な知

識又は技術を有する職員の育成及び確保、必要な職員の配置その他の体制

の整備に努めるとともに、他の発注者と情報交換を行うこと等により連携

を図るよう努めなければならない。 

４ 発注者は、発注者及び受注者の負担の軽減に資するよう、発注関係事

務の実施に関し、情報通信技術の活用等に努めなければならない。 
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５ 発注者は、災害応急対策工事等が迅速かつ円滑に実施されるよう、あ

らかじめ、建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二十七条の三十七に規

定する建設業者団体（第二十六条及び第三十一条において単に「建設業者

団体」という。）その他の者との災害応急対策工事等の実施に関する協定

の締結その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、他の発注者と連携

を図るよう努めなければならない。 

６ 発注者は、災害応急対策工事等の迅速かつ円滑な実施に資するため、

公共工事の目的物の被害状況の把握に関し、当該目的物の整備及び維持管

理について必要な知識及び経験を有する者を活用するよう努めなければな

らない。 

７ 国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を

行うに際しては、当該目的物の備えるべき品質が将来にわたり確保される

よう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保並びに生産性の向上に

配慮しつつ、情報通信技術の活用等により、当該目的物について、適切に

点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならない。この場

合において、当該目的物の維持管理を広域的又は包括的に行うときは、必

要な連携体制の構築に努めなければならない。 

（受注者等の責務） 

第八条 受注者は、基本理念にのっとり、契約された公共工事等を適正に

実施しなければならない。 

２ 公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に

使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間、休日その他の労働条

件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労

務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な

工期等を定める下請契約を締結しなければならない。 

３ 公共工事等を実施する者（公共工事等を実施する者となろうとする者

を含む。次項において同じ。）は、契約された又は将来実施することとな

る公共工事等の適正な実施のために必要な技術的能力（新たな技術を活用

した資材、機械、工法等を効果的に活用する能力を含む。）の向上、情報

通信技術を活用した公共工事等の実施の効率化等による生産性の向上並び

に技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労

働時間、休日その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努め
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なければならない。 

４ 公共工事等を実施する者は、その使用する者の有する能力に応じた適

切な処遇を確保するとともに、外国人等を含む多様な人材がその有する能

力を有効に発揮できるよう、その従事する職業に適応することを容易にす

るための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めなければならない。 

５ 前条第五項の協定に基づき災害応急対策工事等を実施する受注者は、

当該災害応急対策工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償及び

当該災害応急対策工事等の実施について第三者に加えた損害の賠償に必要

な金額を担保するため、当該災害応急対策工事等の実施に当たり、適切な

保険契約を締結するよう努めなければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第九条 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進

するための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければな

らない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項 

二 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針 

３ 基本方針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性

に配慮しなければならない。 

４ 政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（基本方針に基づく責務） 

第十条 各省各庁の長（財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長を

いう。）、特殊法人等の代表者（当該特殊法人等が独立行政法人（独立行

政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行

政法人をいう。）である場合にあっては、その長）及び地方公共団体の長

は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るた

め必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（関係行政機関の協力体制） 

第十一条 政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、
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関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

第三章 多様な入札及び契約の方法等 

第一節 競争参加者の技術的能力の審査等 

（競争参加者の技術的能力の審査） 

第十二条 発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付す

るときは、競争に参加しようとする者について、工事等の経験、施工状況

等の評価、当該公共工事等に配置が予定される技術者の経験又は有する資

格その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しな

ければならない。 

（競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等） 

第十三条 発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付す

るときは、当該公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する

者（競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。）について、若年の技

術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害

時における工事等の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査

し、又は評価するよう努めなければならない。 

第二節 多様な入札及び契約の方法 

（多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択） 

第十四条 発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注

に係る公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その

他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによる

ことができる。 

（競争参加者等の技術提案を求める方式） 

第十五条 発注者は、競争に参加する者に対し、技術提案を求めるよう努

めなければならない。ただし、発注者が、当該公共工事等の内容に照ら

し、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 発注者は、前項の規定により技術提案を求めるに当たっては、競争に

参加する者の技術提案に係る負担に配慮しなければならない。 

３ 発注者は、競争に付された公共工事等につき技術提案がされたとき

は、これを適切に審査し、及び評価しなければならない。この場合におい

て、発注者は、中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関す
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る当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるも

のとする。 

４ 発注者は、競争に付された公共工事等を技術提案の内容に従って確実

に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないこ

とができる。 

５ 発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定す

る場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、

その評価の後にその結果を公表しなければならない。ただし、公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から第八条までに定める

公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事につい

ての技術提案の評価の結果については、この限りでない。 

６ 発注者は、その発注に係る公共工事に関する調査等の契約につき競争

に付さないときは、受注者となろうとする者に対し、技術提案を求めるよ

う努めなければならない。ただし、発注者が、当該公共工事に関する調査

等の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

７ 第二項から第五項まで（同項ただし書を除く。）の規定は、前項に規

定する場合において、技術提案がされたときについて準用する。この場合

において、第二項中「前項」とあるのは「第六項」と、第三項及び第四項

中「競争に付された公共工事等」とあるのは「競争に付されなかった公共

工事に関する調査等」と、第五項中「落札者」とあるのは「受注者」と読

み替えるものとする。 

（段階的選抜方式） 

第十六条 発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式によ

る場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその

他必要があると認めるときは、必要な施工技術又は調査等の技術を有する

者が新規に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮

しつつ、当該公共工事等に係る技術的能力に関する事項を評価すること等

により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落

札者を決定することができる。 

（技術提案の改善） 

第十七条 発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該

技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることが
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できる。この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程につい

て、その概要を公表しなければならない。 

２ 第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要

の公表について準用する。 

（技術提案の審査及び価格等の交渉による方式） 

第十八条 発注者は、当該公共工事等の性格等により当該工事等の仕様の

確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると

認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した

者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約するこ

とができる。この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結

果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。 

２ 発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行

われるよう、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意

見を聴くとともに、当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理する

ことその他の必要な措置を講ずるものとする。 

３ 発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程

の概要を公表しなければならない。 

この場合においては、第十五条第五項ただし書の規定を準用する。 

（高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格） 

第十九条 発注者は、前条第一項の場合を除くほか、高度な技術又は優れ

た工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏ま

えて、予定価格を定めることができる。この場合において、発注者は、当

該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断をすることができる

学識経験者の意見を聴くものとする。 

（地域における社会資本の維持管理に資する方式） 

第二十条 発注者は、公共工事等の発注に当たり、地域における社会資本

の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるとき

は、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。 

一 工期等が複数年度にわたる公共工事等を一の契約により発注する方式 

二 複数の公共工事等を一の契約により発注する方式 

三 複数の建設業者等により構成される組合その他の事業体が競争に参加

することができることとする方式 
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（競争が存在しないことの確認による方式） 

第二十一条 発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又

は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限

られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込ま

れる公共工事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者と

なることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争

が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができる。 

第三節 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用及び発

注者に対する支援等 

（発注関係事務を適切に実施することができる者の活用等） 

第二十二条 発注者は、その発注に係る公共工事等が専門的な知識又は技

術を必要とすること、職員の不足その他の理由により自ら発注関係事務を

適切に実施することが困難であると認めるときは、国、地方公共団体その

他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者

の能力を活用するよう努めなければならない。この場合において、発注者

は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が

置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備さ

れていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた

者を選定するものとする。 

２ 発注者は、前項の場合において、契約により発注関係事務の全部又は

一部を行うことができる者を選定したときは、その者が行う発注関係事務

の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 第一項の規定により、契約により発注関係事務の全部又は一部を行う

者は、基本理念にのっとり、発注関係事務を適切に実施しなければならな

い。 

４ 国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を

必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成及びその

活用の促進、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適

切な評価及び選定に関する協力、発注関係事務に関し助言その他の援助を

適切に行う能力を有する者の活用の促進、発注者間の連携体制の整備その

他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 国及び都道府県は、発注者が発注関係事務の適切な実施に必要な知識

71



又は技術を有する職員を育成することを支援するため、講習会の開催、自

らが実施する研修への発注者の職員の受入れ、民間団体による研修の活用

の促進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（発注関係事務の実施に関する助言等） 

第二十三条 国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びそ

の結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注

関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければ

ならない。 

（発注関係事務の運用に関する指針） 

第二十四条 国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公

共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工

事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発

注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとす

る。 

（国の援助） 

第二十五条 国は、第二十二条第四項及び第五項並びに前二条に規定する

もののほか、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の担い手の中長期

的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策

に関し、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等 

（職業訓練実施者に対する支援等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の担い手の中長

期的な育成及び確保のため、工事等に関する専門的な知識又は技術を有す

る人材を育成するための職業訓練を実施する者に対する支援等、工事等に

関する基礎的な知識及び技能を習得させるための教育を行う高等学校等と

民間事業者及び建設業者団体等との間の連携の促進並びに外国人等を含む

多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進について必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

（労務費等に関する実態調査等） 

第二十七条 国は、下請負人その他の公共工事を実施する者（以下この項

及び次項において「下請負人等」という。）に対して市場における労務の

取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金が支払われると
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ともに、下請負人等により公共工事に従事する者に対して適正な額の賃金

が支払われるよう、公共工事の請負契約の締結の状況及び下請負人等が講

じた公共工事に従事する者の能力等に即した評価に基づく賃金の支払その

他の公共工事に従事する者の適切な処遇を確保するための措置に関する実

態の調査を行うよう努めなければならない。 

２ 国は、下請負人等に使用される公共工事に従事する者に対して適切に

休日が与えられるよう、その休日の付与の実態の調査を行うよう努めなけ

ればならない。 

３ 国は、前二項の規定による調査の結果を公表するとともに、その結果

を踏まえ、公共工事に従事する者の適正な労働条件の確保のために必要な

施策の策定及び実施に努めなければならない。 

（民間事業者等による研究開発の促進） 

第二十八条 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するた

め、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者

と施工に携わる民間事業者との連携その他の民間事業者等相互間の連携を

促進するよう努めなければならない。 

２ 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発を民間事業者等に委

託し又は請け負わせる場合には、当該民間事業者等がその成果を有効に活

用することができるようにするため、当該成果に係る知的財産権の取扱い

について適切に配慮するよう努めなければならない。 

（研究開発の安定的な推進） 

第二十九条 国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化

並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわ

たって安定的に推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（地方公共団体の関係部局の連携） 

第三十条 地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るため

の措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実

施に当たっては、公共工事等の入札及び契約に関する業務を担当する部

局、公共工事等の実施に関する業務を担当する部局、財政に関する業務を

担当する部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保するよう努めな

ければならない。 
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（国民の関心及び理解の増進） 

第三十一条 国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共

工事の品質確保及びその担い手の活動（災害時における活動を含む。）の

重要性に関する国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動

及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならな

い。 

（公共工事に関する調査等に係る資格等に関する検討） 

第三十二条 国は、公共工事に関する調査等に関し、その業務の内容に応

じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により

適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されるようにするため、公

共工事に関する調査等の担い手の中長期的な育成及び確保に留意して、こ

れらに係る資格等の評価及び資格等に係る制度の運用の在り方等について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の

施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔平成二六年六月四日法律第五六号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後

の公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行の状況等について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部

改正） 

３ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成十一年法律第百十七号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう略〕 

附 則〔令和元年六月一四日法律第三五号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後

の公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行の状況等について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

附 則〔令和六年六月一九日法律第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改

正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（国土交通省令への委任） 

第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、国土交通省令で定める。 
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新潟県柏崎市議会の議決に付すべき契約 

及び財産の取得又は処分に関する条例 

 

昭和３９年３月３０日 条例第１５号 

最終改正 平成１４年３月２２日 条例第８号 

 

（この条例の趣旨） 

第１条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、こ

の条例の定めるところによる。 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号の規定

により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億 5,000万

円以上の工事又は製造の請負とする。 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第 96 条第１項第８号の規定により議会の議決に付さな

ければならない財産の取得又は処分は、予定価格 2,000万円以上の不動産

若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件 5,000平方

メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入

れ若しくは売払いとする。 

（変更契約で議会の議決に付すことを要しないもの） 

第４条 第２条の規定により議会の議決に付して締結した契約を変更する契

約で、当該変更により増額し、又は減額する契約金額が当該変更前の契約

の契約金額の 100 分の 10 以内のものについては、議会の議決に付するこ

とを要しない。 

附 則 

１ この条例は、昭和 39年４月１日から施行する。 

２ 新潟県柏崎市議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は

議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和 23年条例第 86号）は、廃

止する。 

附 則（昭和 52年９月 30日条例第 31号） 

この条例は、昭和 52年 10月１日から施行する。 

附 則（昭和 61年９月 30日条例第 35号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月 25日条例第 11号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成 14年３月 22日条例第８号） 

この条例は、平成 14年４月１日から施行する。 
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新潟県柏崎市財務規則（抄） 

 

平成１６年３月１０日規則第５号 

最終改正 令和７年３月２８日規則第４５号 

 

第７章 契約 

第１節 通則 

（適用の範囲） 

第140条 売買、貸借、請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別

の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。 

（契約の方法等） 

第141条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合に

おいては、次項から第４項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付

さなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付する

ことができる。 

(１) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目

的が一般競争入札に適しないものをするとき。 

(２) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に

付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 

(３) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意に

よる契約（以下「随意契約」という。）を締結することができる。 

(１) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借契約にあって

は、予定賃貸借料の年額又は総額）が別表第６左欄に掲げる契約の種類

に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするとき。 

(２) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性
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質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

(３) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条第11項に規定する障害者支援施設（以下この

号において「障害者支援施設」という。）、同条第25項に規定する地域活

動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、

同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生

活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する

就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービ

ス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭

和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における

作業活動の場として同法第18条第３項の規定により必要な費用の助成を

受けている施設をいう。以下この号において同じ。）若しくはこれらに準

ずる者として地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号。以下「施行

規則」という。）第12条の２の12の定めるところにより市長の認定を受け

た者若しくは生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第16条第３

項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定

生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される

者が主として同法第３条第１項に規定する生活困窮者（以下この号にお

いて「生活困窮者」という。）であるもの（当該施設に製作された物品を

買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき施行規則

で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。）（以下この号に

おいて「障害者支援施設等」という。）において制作された物品を当該障

害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援セ

ンター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第37条第１項に規定

するシルバー人材センター連合若しくは同条第２項に規定するシルバー

人材センター若しくはこれらに準ずる者として施行規則第12条の２の12
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の定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契

約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第

６項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として施行

規則第12条の２の12の定めるところにより市長の認定を受けた者（以下

この号において「母子・父子福祉団体等」という。）が行う事業でその事

業に使用されるものが主として同項に規定する配偶者のない者で現に児

童を扶養しているもの及び同条第４項に規定する寡婦であるものに係る

役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困

窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが

生活困窮者の自立の促進に資することにつき施行規則で定めるところに

より市長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用さ

れる者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設か

ら受ける契約をするとき。 

(４) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として施行規則

第12条の３の定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として

生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ、若しくは借り入れる

契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として施行

規則第12条の３で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務

の提供を受ける契約をするとき。 

(５) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(６) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(７) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込

みのあるとき。 

(８) 競争入札に付し入札者がないとき又は再入札に付し落札者がないと

き。 

(９) 落札者が契約を締結しないとき。 

４ 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売
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りの方法により契約を締結することができる。 

一部改正〔平成26年規則34号・79号・27年22号・28年64号・30年35号・

67号・令和３年12号・56号〕 

（契約書の作成） 

第142条 予算執行職員は、競争入札により落札者を決定したとき又は随意契

約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を２通作成し、契約の相手方

と共に契約書に記名押印し、相互に交換しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができ

る。 

(１) 指名競争契約又は随意契約で契約金額が別表第６左欄に掲げる契約

の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするとき。 

(２) せり売り及び売価表示販売をするとき。 

(３) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件

を引き取るとき。 

(４) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をすると

き。 

(５) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。 

(６) 単価契約に基づく契約をするとき。 

２ 予算執行職員は、前項第１号に該当する場合に、契約書の作成を省略す

るときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方に請書又はこ

れに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、１件30万円未満の

場合は、これを省略することができる。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成

し、法令で定める措置を講じたときは、同項本文の規定による契約書の作

成及び交換を行ったものとみなす。 

一部改正〔平成25年規則32号・26年34号・令和５年51号〕 

（契約書の記載事項） 
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第143条 前条第１項の規定により予算執行職員が作成すべき契約書には、契

約の目的、契約金額、契約の履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、

おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、建設工事の

請負契約及び物品の購入契約に係る契約書の記載事項は、別に定めるとこ

ろによる。 

(１) 契約の履行場所 

(２) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(３) 債権債務の譲渡に関すること。 

(４) 債務不履行による契約の解除並びに損害賠償金及び違約金 

(５) 危険負担 

(６) 契約不適合責任 

(７) 契約に関する紛争の解決方法 

(８) 監督及び検査 

(９) その他必要な事項 

一部改正〔令和２年規則53号〕 

（契約保証金） 

第144条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約

保証金を納付させなければならない。ただし、第146条の規定による仮契約

の場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められ

る第205条第１項に規定する有価証券をもって代えることができる。 

３ 第１項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることが

できる。この場合における当該担保の価値は、その保証の金額とする。 

(１) 銀行その他市が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び

金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する

金融機関をいう。）の保証 

(２) 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第
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２条第４項に規定する保証事業会社の保証 

４ 予算執行職員は、第１項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合にお

いては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

(１) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険

契約を締結したとき。 

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結

したとき。 

(３) 施行令第167条の５及び第167条の11の規定に基づき別に市長が定め

る資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去２年の間に国、

県又は市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締

結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる

おそれがないと認められるとき。 

(４) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供さ

れたとき。 

(５) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納され

るとき。 

(６) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は市長が認める公共的団

体を相手方とする契約を締結するとき。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札及び随意契約の方法で契

約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととな

るおそれがないと認められるとき（契約金の前金払又は部分払を行うも

のを除く。）。 

５ 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行し、還付の

請求をされたときは、請求を受けた日から30日以内に還付する。ただし、

契約代金のうち契約保証金の額を除いた代金を完納したときは、契約代金

に充当できるものとする。 

一部改正〔平成19年規則25号・20年46号・23年40号〕 
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（契約保証金の受入れ及び払出しの手続） 

第145条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の

例による。 

（仮契約書の作成） 

第146条 予算執行職員は、新潟県柏崎市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第15号）の規定により、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分（不動産の信託の受益権の

取得又は処分を含む。）をしようとするときは、当該契約に係る本契約を

締結すべき相手方と、議会の同意を得たときに本契約として認められる旨

の契約（以下「仮契約」という。）に関する書類を作成し、相互に交換し

なければならない。ただし、当該書類に代えて、契約内容を記録した電磁

的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、当該交換を行ったも

のとみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該契約の相手方が国（公庫、公団及び事業

団を含む。）又は他の地方公共団体の場合は、仮契約書の作成を省略し、

議会の議決があったときに本契約を締結することができる。 

３ 予算執行職員は、第１項の場合において議会の議決があったときは、速

やかにその旨を当該相手方に書面をもって通知しなければならない。 

一部改正〔平成26年規則34号・30年35号・令和５年51号・６年39号〕 

（違約金の徴収） 

第147条 予算執行職員は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約

期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、市長の決

裁を受けて遅延日数１日につき契約金額の1,000分の１以上の割合で違約

金を徴収することができる。 

２ 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺

し、なお不足があるときは追徴する。 

（契約の解除） 
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第148条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、契約解除をすることができる。 

(１) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが

ないと認められるとき。 

(２) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。 

(３) 契約の解除の申出をしたとき。 

(４) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、

当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督

又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避し

たとき。 

(５) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができない

と認められるとき。 

２ 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第142条第１

項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。 

（監督及び検査） 

第149条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場

合においては、自ら、又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するた

め、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。 

２ 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を

届け出なければならない。 

３ 予算執行職員は、前項の規定による届出があったときは、速やかに自ら、

又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価

の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分

又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため、仕様書及び設計書その

他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。 

４ 設計金額200万円を超える建設工事における前項の給付の完了の確認は、
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同項の規定にかかわらず、次に掲げる検査員が行うものとする。 

(１) 契約検査課の職員 

(２) 前号以外の職員のうちから市長があらかじめ指定し、契約検査課長

が指名する者 

５ 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の

理由により前２項の職員によって検査することが困難であり、又は適当で

ないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。

契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。 

６ 予算執行職員は、第１項及び第３項において補助者を指定する場合、監

督及び検査に同一人を指定してはならない。第５項において職員以外の者

に委託して監督及び検査を行わせる場合も、同様とする。 

一部改正〔平成18年規則16号・19年25号・22年44号・令和７年45号〕 

（検査調書の作成） 

第150条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前

条第３項又は第４項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査

調書を作成しなければならない。ただし、１件の金額が別表第６左欄に掲

げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものについては、請

求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書の作成に代え

ることができる。 

２ 予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前項の規定により検査調

書を作成した場合には、当該予算執行職員に検査調書を提出しなければな

らない。 

３ 収支命令職員は、第１項の規定による検査調書によらなければ、当該契

約に係る経費について支出命令をしてはならない。 

（部分払） 

第151条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事、製造その他の請

負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその
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代金の一部を支払うことができる。 

２ 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金

の額の10分の９、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を

超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済

部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。 

３ 第１項の規定による部分払をする場合にあっては、契約の相手方が当該

支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなけれ

ばならない。 

４ 予算執行職員は、第１項の規定により部分払をしようとするときは、契

約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。 

５ 第149条第３項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合

に準用する。 

（売払代金の完納時期） 

第152条 市の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めが

ある場合のほかは、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録の

ときまでに完納させなければならない。 

第２節 一般競争入札 

（入札の公告） 

第153条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期

日の前日から起算して少くとも10日前までに新聞、掲示その他の方法によ

り公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を５日

までに短縮することができる。 

（入札について公告する事項） 

第154条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 

(１) 一般競争入札に付する事項 

(２) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項 

(３) 入札及び開札の場所及び日時 
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(４) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限の内容 

(５) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受

けなければならない旨 

(６) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関す

る条件に違反した入札は無効とする旨 

(７) 入札保証金に関する事項 

(８) 当該契約が議会の議決を要し議会の同意があったときに本契約を締

結するものであるときは、その旨 

(９) 入札に当たっては、新潟県柏崎市財務規則の各条項を尊重しなけれ

ばならない旨 

(10) その他必要な事項 

（予算執行職員の責務） 

第155条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者（以下「入札者」とい

う。）が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格

を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。 

（入札保証金等） 

第156条 入札者は、現金又は第205条第１項各号に掲げる有価証券をもって、

入札金額の100分の５以上の入札保証金を、予算執行職員があらかじめ指定

する日までに会計管理者又は出納員に対し納入しなければならない。 

２ 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者又は出

納員は、保管証書兼領収書を当該入札者に交付しなければならない。 

３ 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をし

て前項の規定により交付を受けた保管証書兼領収書を提示させ、その確認

をしなければならない。 

一部改正〔平成19年規則25号・30年35号〕 

（入札保証金の免除） 

第157条 前条の規定にかかわらず、予算執行職員は、次の各号のいずれかに
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該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除するこ

とができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部につい

て入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。 

(１) 入札者が保険会社との間に柏崎市を被保険者とする入札保証保険契

約を締結したとき。 

(２) 競争入札に付する場合において、入札者が施行令第167条の５及び第

167条の11の規定に基づき別に市長が定める資格を有する者で、その者が

契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（入札保証金の還付） 

第158条 入札保証金は、開札（再入札の開札を含む。）完了後に還付する。

ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換

したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。 

２ 第146条第１項の規定により仮契約を締結したものが納入した入札保証

金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同

条第３項の規定による通知をするときに還付するものとする。 

一部改正〔平成30年規則35号・令和５年51号〕 

（入札保証金の受入れ及び払出しの手続） 

第159条 第145条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について

準用する。 

（予定価格の作成等） 

第160条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしよ

うとするときは、当該事項に関する仕様書、設計書等により、入札に付す

る事項の予定価格を定めなければならない。 

２ 予算執行職員は、前項の予定価格を定めたときは、書面に記載し、それ

を封筒に入れて封印し、保管しなければならない。 

３ 予算執行職員は、前項の規定により保管した封筒を開札の際、開札場所

に置かなければならない。 
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４ 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締

結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を

設け、これを第153条の規定による公告（以下この章において「公告」とい

う。）において明らかにすることができる。 

（予定価格の決定方法） 

第161条 前条第１項の規定する予定価格は、一般競争入札に付する事項の価

格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする

製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価につい

てその予定価格を定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して、

適正に定めなければならない。 

（落札価格の制限） 

第162条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約をし

ようとする場合において、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を設

けようとするときには、第160条第１項から第３項までの規定を準用する。 

２ 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を設けたときは、公告におい

てその旨を明らかにしなければならない。 

一部改正〔平成24年規則77号・令和２年42号〕 

（入札の方法） 

第163条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保

証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由

があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことがで

きる。 

２ 前項ただし書の規定により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入

札書在中」と朱書しなければならない。 

（電子入札の方法） 
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第163条の２ 予算執行職員は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織

（市の電子計算機と入札者の電子計算機を電気通信回線で接続したものを

いう。以下同じ。）を使用して行わせることができる。この場合において、

電子情報処理組織を使用して行う入札（以下「電子入札」という。）に参

加する者は、前条第１項に規定する入札書の提出に代えて、当該入札者の

電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同項に規定する指

定の日時までに、市の電子計算機に備えられたファイルに記録することに

より、入札しなければならない。 

２ 前項の規定により電子入札を行うときは、第153条の規定による公告にお

いてその旨を明らかにしなければならない。 

３ 電子入札の方法については、この規則に定めるもののほか、市長が別に

定める。 

追加〔平成24年規則77号〕 

（代理入札） 

第164条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に

対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認し

なければならない。 

（入札の時期） 

第165条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執

行職員の指示に従い行わなければならない。 

２ 電子入札を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、入札金額そ

の他必要な事項が市の電子計算機に備えられたファイルに記録された時を

入札が行われた時とみなす。 

３ 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対し

て異議を申し立てることができない。 

一部改正〔平成24年規則77号〕 

（開札） 
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第166条 予算執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ち

に公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員

の立会いの上、開札しなければならない。ただし、第163条第１項ただし書

の規定による郵便入札又は電子入札の場合は、入札者の面前において開札

することを要しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合であって、市長が入札事務の

公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、立会職員を立ち

会わせないことができる。 

３ 入札者は、その提出した入札書（電子入札の場合にあっては、電子情報

処理組織により市の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項）

の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

４ 予算執行職員は、第１項の規定による開札により落札者が決定したとき

は、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札

者に対して口頭又は書面により通知しなければならない。ただし、電子入

札により入札した者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知しなけ

ればならない。 

５ 予算執行職員は、入札の結果について入札調書を作成しなければならな

い。この場合において、第１項の規定により立会職員が立ち会ったときは、

当該入札調書について当該立会職員の確認を受けなければならない。 

一部改正〔平成24年規則77号・25年32号〕 

（無効入札） 

第167条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札に参加する必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を

受けない代理人がした入札 

(２) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が

識別し難い入札 

(３) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第156条第１項に規定
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する額に達しない者がした入札 

(４) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札

開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札 

(５) 電子入札であって、入札締切時刻までに入札金額その他必要な事項

が電子情報処理組織により市の電子計算機に備えられたファイルに記録

されなかった入札 

(６) 同一の入札者が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

(７) 脅迫その他私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）等に抵触する等の不正行為によった入札 

(８) その他入札に関する条件に違反した入札 

２ 予算執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的

をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を

無効とすることができる。 

３ 前２項の入札の効力は、予算執行職員が決定する。この場合において、

入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。 

一部改正〔平成24年規則77号〕 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合） 

第168条 予算執行職員は、施行令第167条の10第１項の規定により、予定価

格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としよ

うとするときには、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締結す

ることにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

と認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

おそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。 

２ 予算執行職員は、前項の措置を執るに当たっては、市長があらかじめ指

定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。 

（入札の打切り） 

第169条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消しをする
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旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した

者があっても、その者を落札者としない。 

（再入札） 

第170条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額

が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに（電

子入札を行った場合は、予算執行職員が指定する日時に）再入札に付する

ことができる。ただし、再入札は２回を限度とする。 

２ 再入札の場合の入札保証金は、第156条の規定にかかわらず、初度の入札

において納付した額とする。 

３ 初度の入札において第163条第１項ただし書の規定により郵便で入札し

た者並びに初度の入札及び第１回の再入札において第167条の規定に該当

する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。 

４ 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、あらかじめ次の事項を

当該再入札に参加しようとする者に対して、口頭又は文書で公表しなけれ

ばならない。ただし、電子入札により入札した者に対しては、電子情報処

理組織を使用して通知するものとする。 

(１) 再入札に付する旨 

(２) 入札開始時刻及び入札締切時刻 

(３) 前項の規定により再入札に参加することができない者 

一部改正〔平成24年規則77号〕 

（入札中止等） 

第171条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき

又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又

は入札期日を延期することができる。 

２ 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期

したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法によ

り公告しなければならない。 

94



３ 予算執行職員は、第１項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延

期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで

直ちにこれを返送しなければならない。 

４ 予算執行職員は、前項の場合において、電子入札による入札金額その他

必要な事項が電子情報処理組織により市の電子計算機に備えられたファイ

ルに記録されたときは、これを開札しないで中止又は延期をした事実を記

録するものとする。 

一部改正〔平成24年規則77号〕 

（公告期間の短縮） 

第172条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない

場合において、更に入札に付そうとするときは、第153条ただし書の規定を

準用する。 

第３節 指名競争入札 

（指名競争参加人数） 

第173条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく３

人以上の入札者を指名しなければならない。 

（指名通知） 

第174条 予算執行職員は、指名競争入札の相手方を指名したときには、第153

条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第154条各号に掲げる事項を指名

した者に通知しなければならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第175条 指名競争入札に関しては、前２条に定めるものを除いては、一般競

争入札に関する規定を準用する。 

第４節 随意契約 

（随意契約の手続） 

第176条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく２人以

上の者から見積書を徴さなければならない。 
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２ 予算執行職員は、随意契約をする場合においては、支出負担行為伺にそ

の根拠法令の条項を記載しなければならない。 

一部改正〔令和４年規則38号〕 

（予定価格の決定） 

第177条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第160条及び第161条の

規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、性質又は目的に

より予定価格を定める必要がないと認められる場合は、この限りでない。 

（随意契約の相手方等） 

第178条 施行令第167条の４に該当する者は、随意契約の相手方とすること

ができない。 

２ 施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定により規則で定める

手続は、次に掲げるとおりとする。 

(１) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。 

(２) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及

び選定基準等を公表すること。 

(３) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約

の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。 

一部改正〔平成26年規則34号〕 

第５節 せり売り 

（せり売り） 

第179条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適し

ている場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することがで

きる。 

第６節 建設工事の特例 

（建設工事請負契約の特例） 

第180条 予算執行職員又は契約検査課長は、建設工事の請負契約を締結する

場合には、その相手方が建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項の
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建設業者であるかどうかを確認しなければならない。 

２ 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除き、第142条第

１項の規定にかかわらず別記建設工事請負基準約款により契約するものと

する。 

３ 予算執行職員又は契約検査課長は、建設工事請負契約については、第143

条第１号から第３号まで及び第９号に掲げる事項並びに別記建設工事請負

基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日

の翌日から起算して７日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、

その価格が200万円を超えない場合には、契約の相手方の工事請書をもって

建設工事請負契約書に代えることができる。 

４ 前項本文の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、

法令で定める措置を講じたときは、同項本文の規定による契約書の作成及

び交換を行ったものとみなす。 

一部改正〔平成18年規則16号・令和５年51号・７年45号〕 

（建設工事着手時期及び工期の起算） 

第181条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定

をしない場合は、契約締結の日から起算して７日以内に工事に着手しなけ

ればならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期まで

に着手できない場合において予算執行職員又は契約検査課長の承認を得た

ときは、この限りでない。 

２ 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしな

い場合は、契約締結の日から起算する。 

一部改正〔平成18年規則16号〕 

（工事着手届） 

第182条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、工事着手の日から起

算して７日以内にその旨を予算執行職員又は契約検査課長に届け出なけれ

ばならない。ただし、設計金額が200万円以下の場合は、この限りでない。 
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一部改正〔平成23年規則40号・令和７年45号〕 

 

 

別表第６（第141条、第142条、第150条関係） 

工事又は製造の請負 200万円 

財産の買入れ 150万円 

物件の借入れ 80万円 

財産の売払い 50万円 

物件の貸付け 30万円 

前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 

一部改正〔令和７年規則45号〕 
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新潟県柏崎市上下水道局会計規程（抄） 

 

昭和５９年３月３１日公営企業管理規程第１号 

最終改正 令和７年３月３１日公営企業管理規程第４５号 

 

第11章 契約 

一部改正〔平成26年公企管規程12号〕 

第１節 通則 

（適用の範囲） 

第107条 売買、貸借、請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別

の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。 

全部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

第108条 削除 

（契約の方法等） 

第109条 予算執行職員は、売買、貸借、請負、その他の契約をする場合にお

いては、次項から第４項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さ

なければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付する

ことができる。 

(１) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目

的が一般競争入札に適しないものをするとき。 

(２) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に

付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。 

(３) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争に付さずに随意に

よる契約（以下「随意契約」という。）を締結することができる。 

(１) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借契約にあって

は予定賃貸借料の年額又は総額）が別表第２左欄に掲げる契約の種類に
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応じ同表右欄に定める額を超えないものをするとき。 

(２) 不動産の買入れ又は借入れ、局が必要とする物品の製造、修理、加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性

質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

(３) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条第11項に規定する障害者支援施設（以下この

号において「障害者支援施設」という。）、同条第27項に規定する地域活

動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」という。）、

同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生

活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する

就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービ

ス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭

和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における

作業活動の場として同法第18条第３項の規定により必要な費用の助成を

受けている施設をいう。以下この号において同じ。）若しくはこれらに準

ずる者として地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号。以下「自治

法施行規則」という。）第12条の２の12の定めるところにより市長の認定

を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第16

条第３項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において

「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用

される者が主として同法第３条第１項に規定する生活困窮者（以下この

号において「生活困窮者」という。）であるもの（当該施設に製作された

物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき自

治法施行規則で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。）

（以下この号において「障害者支援施設等」という。）において制作され

た物品を当該障害者施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域

活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高
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年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第41条第

１項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第２項に規定す

るシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として自治法施行規

則第12条の２の12の定めるところにより市長の認定を受けた者から役務

の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第

129号）第６条第６項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ず

る者として自治法施行規則第12条の２の12の定めるところにより市長の

認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。）

が行う事業でその事業に使用されるものが主として同項に規定する配偶

者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第４項に規定する寡

婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける

契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の

提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき自治法

施行規則で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。）が行

う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係

る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。 

(４) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として自治法施

行規則第12条の３の定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品

として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ、若しくは借り

入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者とし

て自治法施行規則第12条の３で定めるところにより市長の認定を受けた

者から新役務の提供を受ける契約をするとき。 

(５) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

(６) 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

(７) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込

みのあるとき。 

(８) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がない
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とき。 

(９) 落札者が契約を締結しないとき。 

４ 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売

りの方法により契約を締結することができる。 

一部改正〔平成19年公企管規程18号・23年３号・26年12号・27年２号・

28年７号・30年35号・令和３年３号・４号〕 

（契約書の作成） 

第110条 予算執行職員は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意

契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を２通作成し、契約の相手

方とともに契約書に記名押印し、相互に交換しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは契約書の作成を省略することができ

る。 

(１) 指名競争契約又は随意契約で契約金額が別表第２左欄に掲げる契約

の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものとするとき。 

(２) せり売り及び売価表示販売をするとき。 

(３) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件

を引き取るとき。 

(４) 電力、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。 

(５) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。 

(６) 単価契約に基づく契約をするとき。 

２ 予算執行職員は、前項第１号に該当する場合に、契約書の作成を省略す

るときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方に請書その他

これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、１件30万円未満

の場合は、これを省略することができる。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成

し、法令で定める措置を講じたときは、同項本文の規定による契約書の作

成及び交換を行ったものとみなす。 
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一部改正〔平成19年公企管規程18号・23年３号・27年２号・令和５年９

号〕 

（契約書の記載事項） 

第111条 前条第１項の規定により、予算執行職員が作成すべき契約書には、

次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又

は目的により該当のない事項については、この限りでない。 

(１) 契約の目的 

(２) 契約金額 

(３) 契約履行期限及び場所 

(４) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

(５) 契約保証金に関する事項 

(６) 債権債務の譲渡に関すること。 

(７) 債務不履行による契約の解除並びに損害賠償金及び違約金 

(８) 危険負担 

(９) 契約不適合責任 

(10) 契約に関する紛争の解決方法 

(11) 監督及び検査 

(12) その他必要な事項 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・25年１号・27年２号・令和２年９

号〕 

（契約保証金） 

第112条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約

保証金を納付させなければならない。 

２ 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められ

る第48条第１項に規定する有価証券をもって代えることができる。 

３ 第１項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることが

できる。この場合における当該担保の価値は、その保証の金額とする。 
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(１) 銀行その他局が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び

金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する

金融機関をいう。）の保証 

(２) 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第

２条第４項に規定する保証事業会社の保証 

４ 予算執行職員は、第１項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において

は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

(１) 契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保証保険

契約を締結したとき。 

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結

したとき。 

(３) 自治法施行令第167条の５及び第167条の11の規定に基づき別に市長

が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去２か年の

間に国、県、市又は局と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上

にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約の相手方が契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(４) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供さ

れたとき。 

(５) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納される

とき。 

(６) 国、他の地方公共団体その他公共団体を相手とする契約を締結する

とき。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札及び随意契約の方法で契

約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととな

るおそれがないと認められるとき（契約金の前金払又は部分払を行うも

のを除く。）。 

５ 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行し、還付の
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請求をしたときは、請求を受けた日から30日以内に還付する。ただし、契

約代金のうち契約保証金の額を除いた代金を完納したときは、契約代金に

充当できるものとする。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・25年１号・26年12号・27年２号〕 

（契約保証金の受入れ及び払出しの手続） 

第113条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、第４章の例によ

る。 

一部改正〔平成26年公企管規程12号〕 

（違約金の徴収） 

第114条 予算執行職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により契

約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、管理者

の決裁を受けて遅延日数１日につき契約金額の1,000分の１以上の割合で

違約金を徴収することができる。 

２ 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺

し、なお不足があるときは追徴する。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・25年１号〕 

（契約の解除） 

第115条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号に掲げる事項に該当する

と認めるときは、契約解除をすることができる。 

(１) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが

ないと認められるとき。 

(２) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。 

(３) 契約の解除の申出をしたとき。 

(４) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、

当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督

又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避し

たとき。 
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(５) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができない

と認められるとき。 

２ 契約の解除は書面をもってしなければならない。ただし、第110条第１項

ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

第116条 削除 

（監督及び検査） 

第117条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場

合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、

立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。 

２ 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員その旨を届

け出なければならない。 

３ 予算執行職員は、前項の規定による届出があったときは、速やかに自ら

又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代金

の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分

又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため、仕様書及び設計書その

他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。 

４ 設計金額200万円を超える建設工事並びに装置工事及び排水設備工事に

おける前項の給付の完了の確認をする者は、前項の規定にかかわらず、職

員のうちから管理者があらかじめ指定した工事検査員が行うものとする。 

５ 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の

理由により、前２項の職員によって検査することが困難であり、又は適当

でないと認めたときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができ

る。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。 

６ 予算執行職員は、第１項及び第３項において補助者を指定する場合は、

監督及び検査に同一人を指定してはならない。前項において職員以外の者
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に委託して監督及び検査を行わせる場合も、同様とする。 

一部改正〔平成19年公企管規程18号・23年３号・26年12号・令和７年５

号〕 

（検査調書の作成） 

第118条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前

条第３項又は第４項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査

調書を作成しなければならない。ただし、１件の金額が別表第２左欄に掲

げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものについては、請

求書等に検査をした者の証明を付することをもって検査調書の作成に代え

ることができる。 

２ 予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前項の規定により検査調

書を作成した場合には、当該予算執行職員に提出しなければならない。 

３ 収支命令職員は、第１項の規定による検査調書によらなければ、当該契

約に係る経費について支出命令をしてはならない。 

一部改正〔平成19年公企管規程18号・23年３号〕 

第119条 削除 

（部分払） 

第120条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事、製造その他の請

負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその

代金の一部を支払うことができる。 

２ 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金

の額の10分の９、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を

超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済

部分に対してはその代金の全額までを支払うことができる。 

３ 第１項の規定による部分払をする場合にあっては、契約の相手方が当該

支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなけれ

ばならない。 
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４ 予算執行職員は、第１項の規定により部分払をしようとするときは、契

約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。 

５ 第117条第３項及び第118条の規定は、前項の一部履行届の提出があった

場合に準用する。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（売払代金の完納時期） 

第121条 局の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めが

ある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録

のときまでに完納させなければならない。 

（長期継続契約） 

第121条の２ 長期継続契約に関しては、自治法、自治法施行令及び新潟県柏

崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成18年条

例第64号）に定めるもののほか、柏崎市の例による。 

追加〔平成20年公企管規程10号〕、一部改正〔令和７年公企管規程５号〕 

第２節 一般競争入札 

（入札の公告） 

第122条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期

日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示又はその他の方法に

より公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を５

日までに短縮することができる。 

２ 入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）が、契約条項そ

の他関係書類及び現場等を熟知する等により、入札価格を決定するために

必要な便宜を図るよう努めるものとする。 

一部改正〔平成25年公企管規程１号〕 

（入札について公告する事項） 

第123条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 

(１) 一般競争入札に付する事項 
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(２) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項 

(３) 入札及び開札の場所及び日時 

(４) 競争加入資格の制限をしたときはその制限の内容 

(５) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受

けなければならない旨 

(６) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関す

る条件に違反した入札は無効とする旨 

(７) 入札保証金に関する事項 

(８) 入札に当たっては、この規程の各条項を尊重しなければならない旨 

(９) その他必要な事項 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・30年23号・令和７年５号〕 

第124条 削除 

（入札保証金） 

第125条 入札者は、現金又は第48条第１項各号に掲げる有価証券をもって、

入札金額の100分の５以上の入札保証金を、予算執行職員があらかじめ指定

する日までに、企業出納員に対し納入しなければならない。 

２ 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、企業出納員は領収

書を当該入札者に交付しなければならない。 

３ 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者をし

て前項の規定により交付を受けた領収書を提示させその確認をしなければ

ならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（入札保証金の免除） 

第126条 前条第１項の規定にかかわらず、予算執行職員は、次の各号のいず

れかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除

することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部

について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。 
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(１) 入札者が保険会社との間に局を被保険者とする入札保証保険契約を

締結したとき。 

(２) 競争入札に付する場合において、自治法施行令第167条の５及び第

167条の11の規定に基づき別に管理者が定める資格を有する者で、その者

が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・令和３年４号〕 

（入札保証金の還付） 

第127条 入札保証金は、開札（再入札の開札を含む。）完了後、入札者から

入札保証金の還付請求書の提出を受けて還付する。ただし、落札者が納付

した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契

約保証金の全部又は一部に充当するものとする。 

一部改正〔平成25年公企管規程１号〕 

（入札保証金の受入れ及び払出しの手続） 

第128条 第113条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について

準用する。 

（予定価格の作成等） 

第129条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしよ

うとするときは、当該事項に関する仕様書、設計書等により、入札に付す

る事項の予定価格を定めなければならない。 

２ 予算執行職員は、前項の予定価格を定めたときは、書面に記載し、それ

を封筒に入れて封印し、保管しなければならない。 

３ 予算執行職員は、前項の規定による封筒を開札の際、開札場所におかな

ければならない。 

４ 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締

結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を

設け、これを第123条の規定による公告（以下この章において「公告」とい

う。）において明らかにすることができる。 

110



一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（予定価格の決定方法） 

第130条 前条第１項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の

価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してす

る製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価につ

いてその予定価格を定めることができる。 

２ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して、

適正に定めなければならない。 

（落札価格の制限） 

第131条 一般競争入札により、工事又は製造その他についての請負契約をし

ようとする場合において、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を設

けようとする場合には、第129条第１項から第３項までの規定を準用する。 

２ 前項により最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を設けたときは、

公告においてその旨を明らかにしなければならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・24年13号・25年１号・令和２年６

号〕 

（入札の方法） 

第132条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保

証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由

があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことがで

きる。 

２ 前項ただし書の規定により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入

札書在中」と朱書しなければならない。 

（電子入札の方法） 

第132条の２ 予算執行職員は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織

（市の電子計算機と入札者の電子計算機を電気通信回線で接続したものを

111



いう。以下同じ。）を使用して行わせることができる。この場合において、

電子情報処理組織を使用して行う入札（以下「電子入札」という。）に参

加する者は、前条第１項に規定する入札書の提出に代えて、当該入札者の

電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同項に規定する指

定の日時までに、市の電子計算機に備えられたファイルに記録することに

より、入札しなければならない。 

２ 前項の規定により電子入札を行うときは、第122条の規定による公告にお

いてその旨を明らかにしなければならない。 

３ 電子入札の方法については、この規程に定めるもののほか、柏崎市の例

による。 

追加〔平成24年公企管規程13号〕 

（代理入札） 

第133条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に

対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認し

なければならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（入札の時期） 

第134条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執

行職員の指示に従い行わなければならない。 

２ 電子入札を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、入札金額そ

の他必要な事項が市の電子計算機に備えられたファイルに記録された時を

入札が行われた時とみなす。 

３ 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対し

て異議を申し立てることができない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・24年13号〕 

（開札） 

第135条 予算執行職員は、入札が終ったときは、入札締切時刻経過後直ちに
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公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の

立会いの上開札しなければならない。ただし、第132条第１項ただし書の規

定による郵便入札又は電子入札の場合は、入札者の面前において開札する

ことを要しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合であって、管理者が入札事務

の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、立会職員を立

ち会わせないことができる。 

３ 入札者は、その提出した入札書（電子入札の場合にあっては、電子情報

処理組織により市の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項）

の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

４ 予算執行職員は、第１項の規定による開札により落札者が決定したとき

は、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札

者に対して口頭又は書面により通知しなければならない。ただし、電子入

札により入札した者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知しなけ

ればならない。 

５ 予算執行職員は、入札の結果について入札調書を作成しなければならな

い。この場合において、第１項の規定により立会職員が立ち会ったときは、

当該入札調書について当該立会職員の確認を受けなければならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・24年13号・25年１号〕 

（無効入札） 

第136条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札に参加する必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を

受けない代理人がした入札 

(２) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が

識別し難い入札 

(３) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第125条第１項に規定

する額に達しない者がした入札 
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(４) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札

開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札 

(５) 電子入札であって、入札締切時刻までに入札金額その他必要な事項

が電子情報処理組織により市の電子計算機に備えられたファイルに記録

されなかった入札 

(６) 同一の入札者が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

(７) 脅迫その他私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）等に抵触する等の不正行為によった入札 

(８) その他入札に関する条件に違反した入札 

２ 予算執行職員は、入札者が不正に価格をせり上げ、又はせり下げる目的

をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を

無効とすることができる。 

３ 前２項の入札の効力は、予算執行職員が決定する。この場合において、

入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・24年13号〕 

（最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合） 

第137条 予算執行職員は、自治法施行令第167条の10第１項の規定により、

予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者

としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を締

結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが

あると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すおそれがあると認める理由を付して管理者の承認を受けなければなら

ない。 

２ 予算執行職員は、前項に規定する措置を執るに当たっては、管理者があ

らかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。 

全部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（入札の打切り） 
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第138条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消をする旨

を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者

があっても、その者を落札者としない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（再入札） 

第139条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額

が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに（電

子入札を行った場合は、予算執行職員が指定する日時に）再入札に付する

ことができる。ただし、再入札は２回を限度とする。 

２ 再入札の場合の入札保証金は第125条の規定にかかわらず、初度の入札に

おいて納付した額とする。 

３ 初度の入札において第132条第１項ただし書の規定により郵便で入札し

た者並びに初度の入札及び第１回の再入札において第136条の規定に該当

する無効入札をした者は、再入札に加わることはできない。 

４ 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、あらかじめ次の事項を

当該再入札に参加しようとする者に対して、口頭又は文書で公表しなけれ

ばならない。ただし、電子入札により入札した者に対しては、電子情報処

理組織を使用して通知するものとする。 

(１) 再入札に付する旨 

(２) 入札開始時刻及び入札締切時刻 

(３) 前項の規定による再入札に参加することができない者 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・24年13号〕 

（入札中止等） 

第140条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき

又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又

は入札期日を延期することができる。 

２ 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期
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したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法によ

り公告しなければならない。 

３ 予算執行職員は、第１項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延

期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで

直ちにこれを返送しなければならない。 

４ 予算執行職員は、前項の場合において、電子入札による入札金額その他

必要な事項が電子情報処理組織により市の電子計算機に備えられたファイ

ルに記録されたときは、これを開札しないで中止又は延期をした事実を記

録するものとする。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・24年13号〕 

（公告期間の短縮） 

第141条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない

場合において、更に入札に付そうとするときは、第122条ただし書の規定を

準用する。 

第３節 指名競争入札 

（指名競争参加人数） 

第142条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく３

人以上の入札者を指名しなければならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（指名通知） 

第143条 予算執行職員は、指名競争入札の相手方を指名したときは、第122

条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第123条各号に掲げる事項を指名

した者に通知しなければならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第144条 指名競争入札に関しては、前２条に定めるものを除いては一般競争

入札に関する規定を準用する。 
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第４節 随意契約 

（随意契約の手続） 

第145条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく２人以

上の者から見積書を徴さなければならない。 

２ 予算執行職員は、随意契約をする場合においては、支出負担行為伺にそ

の根拠法令の条項を記載しなければならない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・令和４年２号〕 

（予定価格の決定） 

第146条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第129条及び第130条の

規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、性質又は目的に

より予定価格を定める必要がないと認められる場合はこの限りでない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

（随意契約の相手方等） 

第147条 自治法施行令第167条の４に該当する者は、随意契約の相手方とす

ることができない。 

２ 自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号に規定する規則で定

める手続は、新潟県柏崎市財務規則（平成16年規則第５号）第178条第２項

の規定による。 

一部改正〔平成26年公企管規程12号〕 

第５節 せり売り 

（せり売り） 

第148条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適し

ている場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することがで

きる。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号〕 

第６節 建設工事の特例 

（建設工事請負契約の特例） 
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第149条 予算執行職員又は契約検査課長は、建設工事の請負契約を締結する

場合には、その相手方が建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項の

建設業者であるかどうかを確認しなければならない。 

２ 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除き、第110条第

１項の規定にかかわらず、新潟県柏崎市財務規則第180条第２項に規定する

別記建設工事請負基準約款により契約するものとする。 

３ 予算執行職員又は契約検査課長は、建設工事請負契約については、第111

条第１号から第６号まで及び第12号に掲げる事項並びに前項に規定する建

設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が

確定した日の翌日から起算して７日以内に契約書を交換しなければならな

い。ただし、その価格が200万円を超えない場合には、契約の相手方の工事

請書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。 

４ 前項本文の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、

法令で定める措置を講じたときは、同項本文の規定による契約書の交換を

行ったものとみなす。 

一部改正〔平成16年公企管規程５号・23年３号・26年12号・令和５年９

号・７年５号〕 

第150条 削除 

（建設工事着手時期及び工期の起算） 

第151条 建設工事の契約書は、入札の公告又は指名の通知において別に指定

をしない場合は、契約締結の日から起算して７日以内に工事に着手しなけ

ればならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期まで

に着手できない場合において予算執行職員又は契約検査課長の承認を得た

ときはこの限りでない。 

２ 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしな

い場合は、契約締結の日から起算する。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・25年１号〕 
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（工事着手届） 

第152条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、工事着手の日から起

算して７日以内にその旨を予算執行職員又は契約検査課長に届け出なけれ

ばならない。ただし、契約金額200万円以下の場合は、この限りでない。 

一部改正〔平成23年公企管規程３号・25年１号・令和７年５号〕 

 

 

別表第２（第109、第110条関係） 

１ 工事又は製造の請負 200万円 

２ 固定資産の買入れ 150万円 

３ 物件の借入れ 80万円 

４ 財産の売払い 50万円 

５ 物件の貸付け 30万円 

６ 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 

一部改正〔平成19年公企管規程18号・令和７年５号〕 

119



 

  

120



 

 

 

 

 

２  資格審査及び業者選定 
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新潟県柏崎市建設工事入札参加資格審査規程（抄） 

 

平成７年３月１７日 告示第２１号 

最終改正 令和６年１０月１７日 告示第１２９号 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行

令」という。）第167条の５第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき、

柏崎市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議

（以下「競争入札等」という。）に参加する者に必要な資格（以下「参加

資格」という。）並びに参加資格の審査（以下「資格審査」という。）の申

請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。 

一部改正〔平成24年告示149号〕 

（書類の様式） 

第２条 この規程に必要な書類の様式は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 建設工事入札参加資格審査申請書（別記第１号様式） 

(２) 営業所（主たる営業所を除く。）一覧表（別記第２号様式） 

(３) 技術職員数等に関する書類（別記第３号様式） 

(４) 指定工事の施工実績に関する書類（別記第４号様式） 

(５) 舗装機械の所有状況に関する書類（別記第５号様式） 

(６) 技術職員数一覧（別記第６号様式） 

(７) 暴力団等の排除に関する誓約書（別記第７号様式） 

(８) 建設工事入札参加資格承継申請書（別記第８号様式） 

(９) 変更等届出書（別記第９号様式） 

(10) 廃業等届出書（別記第10号様式） 

(11) 経常共同企業体入札参加資格審査申請書（別記第11号様式） 

(12) 特定共同企業体入札参加資格審査申請書（別記第12号様式） 
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(13) 構成員一覧表（別記第13号様式） 

(14) 共同企業体変更届出書（別記第14号様式） 

(15) 適用除外申告書（別記第15号様式） 

(16) インターンシップ等の受入れに関する証明書（別記第16号様式） 

(17) 若年者雇用状況申告書（別記第17号様式） 

追加〔平成28年告示118号〕 

第２章 建設業者の参加資格 

（競争入札等に参加することができる者） 

第２条の２ 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれに

も該当しない者でこの章に定める手続により資格審査を受け参加資格が認

められたもの及びこの章に定める手続によりその者の参加資格を承継した

もの（以下「参加資格者」という。）とする。 

(１) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条第１

項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が１年を経

過しない者 

(２) 競争入札等に参加しようとする日の１年７月前の日の直後の事業年

度終了の日以降に法第27条の23第１項の規定による経営に関する客観的

事項の審査（以下「経営事項審査」という。）を受けていない者 

(３) 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前３

年の事業年度において参加資格に係る法別表第一の建設工事（「とび・土

工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を

含む。次号及び第６条第１項において同じ。）の種類別の完成工事高を有

しない者 

(４) 競争入札等に参加しようとする日の１年７月前の日の直後の事業年

度終了の日以降に参加資格に係る法別表第一の建設工事の種類別に法第

27条の29第１項の規定による総合評定値の通知を受けていない者 

(５) 法第28条第３項又は第５項の規定により営業の停止を命ぜられ、そ
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の停止期間が経過しない者 

(６) 次のアからキまでのいずれかに該当する者 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この号において

同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者 

イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる

者 

ウ 暴力団員であると認められる者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与して

いると認められる者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認め

られる者 

カ 法人であって、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。キに

おいて同じ。）が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用

していると認められるもの 

キ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当す

る者があるもの 

(７) 次条第１項第３号から第５号までに規定する税について滞納がある

者 

(８) 次のアからウまでに掲げる届出のいずれかを行っていない者（当該

届出を行うことを要しない者を除く。） 

ア 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 
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イ 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

ウ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入

札等に参加することができない。 

(１) 施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる

者で、市長が競争入札等に参加させないこととした者 

(２) 施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、

市長が競争入札等に参加させないこととした者 

(３) 施行令第167条の５の２の規定により一般競争入札による契約を締

結しようとする場合において、市長が定める当該入札に参加する者の事

業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しく

は技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者 

(４) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、

その措置期間が経過しない者 

一部改正〔平成24年告示149号・28年118号〕 

（資格審査の申請） 

第３条 資格審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書

及び次に掲げる添付書類（以下この章において「申請書類」という。）を

市長に提出しなければならない。 

(１) 営業所（主たる営業所を除く。）一覧表 

(２) 建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第21条の４に規定す

る通知書（以下「総合評定値通知書」という。）の写し 

(３) 柏崎市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書 

(４) 柏崎市に主たる営業所（法第３条第１項に規定する営業所をいう。

以下同じ。）を有しない者にあっては、前号の納税証明書のほか、新潟県

の県税の納税証明書、新潟県に納税義務がない者にあっては法人税又は
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所得税の納税証明書 

(５) 消費税及び地方消費税の納税証明書 

(６) 法第27条の23に規定する審査に必要な書類の写し 

(７) 暴力団等の排除に関する誓約書 

(８) 前条第１項第８号に規定するいずれかの届出を行っている者又は当

該届出を行うことを要しない者であることを総合評定値通知書の写しで

確認することができない者にあっては、当該届出を行ったことを確認で

きる書類の写し又は適用除外申告書 

(９) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請書類の提出部数は、１部とする。 

一部改正〔平成24年告示56号・149号・28年118号〕 

（資格審査の申請期間等） 

第４条 資格審査の申請は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げ

る場合に行うものとする。 

(１) 定期申請 次に掲げる場合 

ア 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期

間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合 

イ アに掲げる場合のほか、第７条第１項に規定する有効期間に係る参

加資格について資格審査を申請する場合 

(２) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合 

２ 定期申請は、次の各号に掲げる建設業者の区分に応じ、当該各号に定め

る期間に行わなければならない。 

(１) 柏崎市内に本店を有する者 平成７年及びこれを初年とする２年目

ごとの年（以下「定期申請年」という。）の前年の12月１日から同月28日

までの期間 

(２) 前号に規定する者以外の者 定期申請年の１月４日から同月末日ま

での期間 
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３ 随時申請は、随時に行うことができる。 

一部改正〔平成14年告示105号・19年27号・22年160号・24年56号・149

号・28年118号〕 

（申請書類の作成） 

第５条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。 

（資格審査） 

第６条 市長は、申請書類を受理したときは、新潟県柏崎市建設工事入札参

加資格審査及び業者選定要領（昭和62年４月制定）に掲げる事項について

資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別

表第一の建設工事の種類ごとに評点を付し、入札参加資格者名簿に登載す

るとともに、その結果を申請者（第３条第１項の申請書類を市長に提出し

た者をいう。以下この条において同じ。）に通知するものとする。この場

合において、土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工事について、

Ａ、Ｂ及びＣの３等級にそれぞれ格付けするものとする。 

２ 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないと

きは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。 

３ 前２項の通知は、定期申請に係る資格審査の結果を通知する場合は定期

申請年の４月１日までに、随時申請に係る資格審査の結果を通知する場合

は申請書類を受理した日から14日以内に、行うものとする。 

４ 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第１項又

は第２項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てる

ことができる。 

一部改正〔平成19年訓令27号・24年告示56号・149号・28年118号〕 

（参加資格の有効期間） 

第７条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の４月１日から

次の定期申請年の３月31日までとする。 

２ 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第１項の入札参加資格者名
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簿に登載された日から次の定期申請年の３月31日（当該入札参加資格者名

簿に登載された日が定期申請年の１月４日から３月31日までの期間に属す

る場合にあっては、当該定期申請年の３月31日）までとする。 

一部改正〔平成14年告示105号〕 

（参加資格の承継） 

第８条 市長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあ

った者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認

められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該

営業若しくは事業を承継する者が第２条第１項第２号若しくは第４号から

第６号まで若しくは同条第２項第１号若しくは第２号に規定する者（同条

第１項第２号又は第４号に規定する者にあっては、当該事業の譲渡、合併

又は分割のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者を除く。）

である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、

当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りで

はない。 

２ 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加

資格承継申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証す

る書面（営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の

写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相

続関係者の同意書） 

(２) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書（法人の場合

にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設さ

れ、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書） 

(３) 建設業許可通知書の写し 

(４) 法人の登記事項証明書（法人の場合） 

(５) 住民票（個人の場合） 
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(６) 営業又は事業を承継した時の貸借対照表 

(７) 総合評定値通知書の写し（申請者が当該事業の譲渡、合併又は分割

のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者である場合を除

く。） 

(８) 柏崎市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書 

(９) 消費税及び地方消費税の納税証明書 

(10) 暴力団等の排除に関する誓約書 

(11) 第２条の２第１項第８号に規定する届出を行っている者又は当該届

出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認すること

ができない者にあっては、当該届出を行ったことを確認できる書類の写

し又は適用除外申告書 

(12) その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の申請書及び添付書類の提出部数については、１部とする。 

４ 第２項の申請があった場合においては、第６条の規定を準用する。この

場合において、営業若しくは事業を譲渡した者又は合併によって消滅した

ものが２以上で、その評点又は格付が異なるときは、参加資格を承継する

者の評点又は格付は、それらのうち最も高いものとする。 

５ 前項の規定により第２条第１項第１号の者が参加資格を承継した場合は、

同号の営業期間が１年を経過しない場合であっても定期申請又は随時申請

を行うことができるものとする。 

一部改正〔平成24年告示149号・28年118号・令和２年109号〕 

（変更の届出） 

第９条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は営

業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に変更等届出書

を市長に提出しなければならない。 

(１) 商号又は名称 

(２) 営業所の名称、所在地又は電話番号 
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(３) 法人の代表者の氏名 

(４) 代理人（参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委

任を受けているものに限る。）の氏名 

(５) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第３条第１項各号に掲げる

区分 

(６) その他市長が必要と認める書類 

一部改正〔平成24年告示56号・149号・28年118号〕 

（廃業等の届出） 

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、

当該各号に掲げる者は、20日以内に廃業等届出書を市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 参加資格者が死亡した場合 その相続人 

(２) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者

又はその清算人 

(３) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第３条第１項

の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった

個人若しくは法人の役員 

(４) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格

者 

一部改正〔平成24年告示149号・28年118号〕 

（参加資格の取消し等） 

第11条 市長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該

参加資格を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか参加資格者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付の降級をすることができ

る。 

(１) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したと
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き。 

(２) 施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があった

とき。 

(３) 第９条の規定による届出をしなかったとき。 

(４) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったと

き。 

(５) 第２条第１項第６号アからキまでのいずれかに該当するとき。 

(６) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出

しないとき。 

３ 市長は、参加資格者が前項第１号から第５号までのいずれかに該当する

疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提

出を求めることができる。 

４ 市長は、第２項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当

該参加資格者であった者に通知する。 

一部改正〔平成19年訓令27号・24年告示149号〕 

（工事の発注標準） 

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表の

とおりとする。 

第３章 共同企業体の参加資格 

（競争入札等に参加することができる共同企業体） 

第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同

企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められ

たものとする。 

(１) 特定共同企業体 建設業者が、市長の指定する工事を共同連帯して

請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。 

(２) 経常共同企業体 ２又は３の中小建設業者（中小企業基本法（昭和

38年法律第154号）第２条第１項第１号に該当する建設業者をいう。）が、
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継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化

することを目的に結成する共同企業体をいう。 

一部改正〔平成24年告示149号〕 

（共同企業体の入札参加建設工事） 

第14条 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次の

とおりとする。 

(１) 特定共同企業体 市長が指定する建設工事 

(２) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、電気工事及び管工

事 

（共同企業体の構成員） 

第15条 特定共同企業体の構成員は、第２条に定めるところにより競争入札

等に参加することができる者で、別に定める要件を満たすものとする。 

２ 経常共同企業体の構成員は、次に該当する者とする。 

(１) 第６条第１項又は第８条第４項の規定により入札参加資格者名簿に

登載されている者で、第２条第１項第５号若しくは第６号又は同条第２

項第１号若しくは第２号の規定に該当しないもの 

(２) 他の共同企業体の構成員となっていない者 

一部改正〔平成24年告示149号〕 

（資格審査の申請） 

第16条 資格審査を受けようとする共同企業体は、経常共同企業体入札参加

資格審査申請書又は特定共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げ

る添付書類（以下この章において「申請書類」という。）を市長に提出し

なければならない。 

(１) 構成員一覧表 

(２) 次に掲げる事項を記載した協定書 

ア 目的 

イ 名称 
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ウ 事務所の所在地 

エ 成立及び解散の時期 

オ 構成員の住所及び商号又は名称 

カ 代表者の名称及び権限 

キ 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合 

ク 工事途中における構成員の脱退に関する事項 

ケ その他必要な事項 

(３) 構成員の総合評定値通知書の写し 

２ 申請書類の提出部数は、１部とする。 

３ 申請書類の提出期限は、次のとおりとする。 

(１) 特定共同企業体 市長が指定する日 

(２) 経常共同企業体 随時 

一部改正〔平成24年告示149号・28年118号〕 

（資格審査） 

第17条 市長は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したとき

は、新潟県柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領に掲げる事

項について審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、

入札参加資格者名簿に登載するとともに、申請書類を受理した日から14日

以内に、その結果を共同企業体の代表者に通知するものとする。 

２ 特定共同企業体の資格審査については、第６条第２項及び第４項の規定

を準用する。 

３ 経常共同企業体の資格審査については、第６条の規定を準用する。 

一部改正〔平成24年告示56号・149号・28年118号〕 

（参加資格の有効期間） 

第18条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第１項の入札参加資

格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。 

２ 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第７条第２項の規定
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を準用する。 

一部改正〔平成24年告示149号〕 

（構成員の減少による参加資格の再審査） 

第19条 共同企業体の構成員の数が減少した場合（構成員の数が１となる場

合を除く。）は、残存する構成員（以下「残存構成員」という。）は、経常

共同企業体入札参加資格申請書又は特定共同企業体入札参加資格審査申請

書及び次に掲げる添付書類（以下この条において「再審査申請書類」とい

う。）を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。 

(１) 協定書（残存構成員で作成したもの） 

(２) 構成員の脱退の理由を記載した書面（構成員の数の減少が脱退によ

る場合） 

(３) 残存構成員の脱退についての同意書（構成員の数の減少が脱退によ

る場合） 

２ 再審査申請書類の提出部数は、１部とする。 

３ 再審査申請書類を受理したときの資格審査については、第17条の規定を

準用する。 

４ 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準

用する第17条第１項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める

日までとする。 

５ 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第７条

第２項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第１項」とあ

るのは、「第19条第３項において準用する第17条第１項」と読み替えるも

のとする。 

一部改正〔平成24年告示149号〕 

（変更の届出） 

第20条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日

以内に共同企業体変更届出書を市長に提出しなければならない。 
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(１) 名称 

(２) 事務所の所在地又は電話番号 

(３) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合

に限るものとする。 

(４) 協定書の内容（前３号に掲げる事項を除く。） 

一部改正〔平成24年告示149号・28年118号〕 

（参加資格の取消し等） 

第21条 市長は、共同企業体の構成員の数が１となった場合は、当該参加資

格を取り消すものとする。 

２ 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加

資格の取消し又は格付の降級をすることができる。 

(１) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したと

き。 

(２) 第19条の規定による申請をしなかったとき。 

(３) 前条の規定による届出をしなかったとき。 

一部改正〔平成24年告示149号〕 

（工事の発注標準） 

第22条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の

等級については、第12条の規定を準用する。 

（委任） 

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に

定める。 

附 則 

１ 平成７年の定期申請及び経常企業体の申請に係る参加資格の有効期間に

限り、第７条第１項中「申請年の５月15日」とあるのは「平成７年６月１

日」と、第18条第２号中「１月１日から５月14日までの期間に属する場合

にあっては、当該定期申請年の５月14日」とあるのは「２月１日から５月
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31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の５月31日」と

する。 

２ この規程の施行の際現に効力を有する参加資格の有効期間については、

平成７年５月31日までとする。ただし、特定共同企業体の参加資格の有効

期間は、当該工事の完了の日までとする。 

３ 建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する

共同企業体の平成７年５月31日までの間に行う申請に係る資格審査につい

ては、なお従前の例による。 

４ この規定の施行の際現に使用している様式については、当分の間、従前

の様式によることができる。 

前 文（抄）（平成８年１月16日告示第６号） 

平成８年１月22日から実施する。 

附 則（平成９年１月27日告示第13号） 

この規程の施行の際現に効力を有する参加資格の有効期間については、平

成９年４月30日までとする。ただし、特定共同企業体の参加資格の有効期間

は、当該工事の完了の日までとする。 

前 文（抄）（平成10年７月10日告示第71号） 

平成10年８月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成11年１月26日告示第14号） 

平成11年２月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成11年４月21日告示第65号） 

平成11年５月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成12年３月17日告示第28号） 

平成12年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成14年12月16日告示第105号） 

平成15年１月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成19年３月７日告示第27号） 
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平成19年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成20年11月17日告示第141号） 

平成21年１月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成22年12月９日告示第160号） 

平成22年12月１日から実施した。ただし、別表の改正規定は、平成23年４

月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成24年３月30日告示第56号） 

平成24年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成24年11月12日告示第149号） 

平成24年11月20日から実施する。 

前 文（抄）（平成28年10月31日告示第118号） 

平成28年11月１日から実施する。 

附 則（平成28年10月31日告示第118号） 

改正後の新潟県柏崎市建設工事入札参加資格審査規程の規定は、平成29年

度以後の入札参加資格の審査について適用し、平成28年度以前の入札参加資

格の審査については、なお従前の例による。 

前 文（抄）（平成30年１月26日告示第６号） 

平成30年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（令和２年10月21日告示第109号） 

令和３年４月１日から実施する。ただし、第８条第２項第３号、別記第６

号様式及び別記第８号様式の改正規定は、令和２年11月１日から実施する。 

附 則（令和２年10月21日告示第109号） 

改正後の別記第１号様式による申請及びこれに関して必要なその他の行為

は、実施日前においても行うことができる。 

前 文（抄）（令和２年12月25日告示第131号） 

告示の日から実施する。 

前 文（抄）（令和４年10月21日告示第95号） 
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令和４年11月１日から実施する。 

前 文（抄）（令和４年11月８日告示第99号） 

令和４年12月１日から実施する。 

前 文（抄）（令和６年10月17日告示第129号） 

令和６年11月１日から実施する。 

 

別表（第12条関係） 

工事の等級 

土木一式工事 電気工事 

建築一式工事 管工事 

Ａ 2,300万円以上 900万円以上 

Ｂ 500万円以上 300万円以上 

2,300万円未満 900万円未満 

Ｃ 500万円未満 300万円未満 

全部改正〔平成19年告示27号〕、一部改正〔平成22年告示160号・24年56号・

30年６号〕 

 

 

別記 第１号様式～第１７号様式（省略） 
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新潟県柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領 

 

昭和６２年４月１日 伺定 

最終改正 令和６年１０月２２日 伺定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、柏崎市建設工事入札参加資格審査規程（平成７年３

月告示第２１号。以下 「規程」という。）に基づき、競争入札及び随意

契約の協議に参加する建設業者及び共同企業体の資格審査及び業者選定

について必要な事項を定めるものとする。 

 （資格審査） 

第２条 規程第３条又は第１６条の規定による建設工事入札参加資格審査

申請書及び添付書類の提出があったときは、規程第６条又は第１７条の

規定に基づき次の１又は２に掲げる基準により審査し、３に掲げる方法

により総合評点を算出するとともに、土木一式工事、建築一式工事、電

気工事、管工事については、４に掲げる基準に従って等級格付けを行う。 

１ 建設業者 

  ⑴ 客観的事項 

    「建設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準」

（平成２０年国土交通省告示第８５号。以下「国土交通省告示」と

いう。）の基準により審査するものとする。 

  ⑵ 主観的事項 

    次に掲げる基準により審査するものとする。 

   ア 社会貢献活動の状況 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれか又は全て

に該当した場合に、別表８による評点を与える。 

(ｱ) 障害者の雇用状況 

      ａ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１

２３号）第４３条第１項の規定による障害者の雇用義務があ

る場合 

法定雇用率を満たす数を超える数の障害者を雇用してい

る場合 

      ｂ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１

２３号）第４３条第１項の規定による障害者の雇用義務がな
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い場合 

障害者を１人以上雇用している場合 

    (ｲ) 男女共同参画の推進状況 

       新潟県のハッピーパートナー企業（新潟県男女共同参画推進

企業）登録要綱に基づく登録を受けている企業で、下記のａ又

はｂのいずれか一方又は両方に該当している場合 

ａ 次世代育成支援対策推進法(平成１５年法律第１２０号)第

１２条第１項又は第４項に基づく「一般事業主行動計画」を策

定し、都道府県労働局へ提出したもの 

      ｂ 経営事項審査の審査基準日現在において、建設業法第７条

第２号イ、ロ又はハに基づく主任技術者になる資格を有する

女性を雇用しているもの 

    (ｳ) 消防団協力事業所の認定状況 

       柏崎市の消防団協力事業所表示制度に基づき、消防団協力事

業所に認定されている場合 

    (ｴ) 就業体験又は職場実習に関する機会の提供の状況 

       定期申請年の前年の１１月３０日以前２年間において、柏崎

市内の営業所で連続する２営業日以上の就業体験又は専門の

実践的な技術及び技能の習得を目指す職場実習の機会を提供

した場合 

    (ｵ) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の取組状況 

       ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）（以下「ＳＤＧｓ」という。）

の達成に向けた取組みを行っている企業で、下記のａ又はｂの

いずれか一方又は両方に該当する場合 

      ａ ＳＤＧｓの達成に向けた取組みを自社ホームページに掲

載している者 

      ｂ ＳＤＧｓの達成に向けた行動宣言又は行動指針などを策

定している者 

    イ 若年者の雇用状況 

     次の(ｱ)から(ｳ)までの全てに該当した場合に、申請のあった全

ての建設工事の種類に対して、別表９による評点を与える。 

(ｱ) 定期申請年の前年の１１月３０日以前４年間において、若年
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者（採用の日において３０歳未満の者をいう。以下同じ。）を雇

用期間の定めのない常勤職員として新たに採用していること。 

    (ｲ) 当該者を継続して雇用していること。 

    (ｳ) 当該者の勤務地が柏崎市内の営業所であること。 

   ウ 柏崎市優良建設工事表彰の受賞歴 

     定期申請期間の属する年度及びその前年度において、柏崎市優

良建設工事表彰要領に基づき市長の表彰を受けている場合は、当

該表彰を受けた建設工事の種類に対して、１０点を与える。 

２ 共同企業体 

  ⑴ 客観的事項 

規程第１７条の規定に基づく企業体の審査は、各構成員について前

記１に掲げる基準に 

より審査を行ったうえで、次に掲げる基準により審査を行う。 

   ア 経営規模 

    (ｱ) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成

工事高 

各構成員の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間

平均完成工事高のそれぞれの和を用いて行うものとする。 

    (ｲ) 自己資本の額及び利益額 

       各構成員の自己資本の額及び利益額のそれぞれの和を用い

て行うものとする。 

   イ 経営状況 

     各構成員について算出される経営状況の評点の平均値によるも

のとする。 

   ウ 技術力 

     許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員

数値のそれぞれの和を用いて行うものとする。 

   エ その他の審査項目（社会性等） 

各構成員について算出されるその他の審査項目（社会性等）の評

点の平均値によるものとする。 

  ⑵ 主観的事項 

    次のア及びイに掲げる基準により審査するものとする。 
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   ア 社会貢献活動の状況 

     各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。 

   イ 若年者の雇用状況 

     各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。 

 ３ 総合評点の算出方法 

   建設工事の種類ごとに国土交通省告示の定めるところにより、建設

業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第２１条の３によって

算出された点数に主観的事項の評点の和を加えて総合評点を算出する。 

 ４ 格付けの基準 

   別表７により格付けする。 

（経常共同企業体の資格要件） 

第２条の２ 

経常共同企業体は、規程第１５条第２項に規定する要件のほか、次の各

号に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。 

 (1) 構成員が、入札に参加しようとする業種について、元請・下請を問

わず直前２年間に官公庁及び民間における完成工事高を有するこ

と。 

 (2) 構成員の数が３者以内であること。 

 (3) 構成員のすべてが相互に同一又は直近の等級に格付けされた者で

あること。 

 (4) 代表者の出資比率は、他の構成員と同一又はそれより大きいこと。 

 (5) 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分

に応じ、それぞれの定める比率以上であること。 

(ｱ) 構成員の数が２者の場合 ３０％ 

(ｲ) 構成員の数が３者の場合 ２０％ 

(6) 建設業法の定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する

主任技術者等を工事現場に配置することができること。 

（経常共同企業体の解散、参加資格の辞退） 

第２条の３ 経常共同企業体は、規程第１８条第２項に規定する参加資格

の有効期間（当該期間を経過した日において、請け負った工事で未完成

のものがあるときは、当該工事が完成する日までの間。）は、構成員の破

産、解散等やむを得ない理由がある場合を除き、市長の承認を得なけれ
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ば、解散し、参加資格を辞退することができないものとする。 

（事務取扱） 

第３条 資格審査の事務取扱は次によるものとする。 

 ⑴ 規程第６条及び第１７条の規定による入札参加資格者名簿を作成す

るものとする。 

 ⑵ 規程第６条及び第１７条の規定による入札参加資格審査の結果の通

知は書面により行うものとする。 

 （共同企業体の入札等） 

第４条 共同企業体の入札及び見積は、次によるものとする。 

 ⑴ 共同企業体の入札書及び見積書には、構成員の代表者で代表権を有

する者の記名押印をもって入札等をするものとする。 

 ⑵ 共同企業体に対する入札事項の通知、書面による落札者の決定通知

及び見積書を徴するときの通知は、共同企業体の代表者に対して行う

ものとする。 

（共同企業体との請負契約） 

第５条 共同企業体との請負契約は次によるものとする。 

 ⑴ 共同企業体と締結する請負契約書には、構成員全員に記名押印させ

なければならない。 

 ⑵ 請負契約書には協定書を添付させなければならない。 

 ⑶ 請負契約には次の特約条項を設けなければならない。 

ア 構成員は、請負契約の履行に関し共同連帯して責任を負うこと。 

イ 新潟県柏崎市財務規則（平成１６年規則第５号）別記建設工事請負

基準約款第４３条の規定は、解散した共同企業体の構成員に適用があ

ること。 

ウ 発注者は、相手方に対する通知、請求、承諾及び協議等その契約に

よる行為については、共同企業体の代表者を相手方とすること。 

 ⑷ 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、破産、

解散等、真にやむを得ない事由があると認められる場合のほかは脱退

に対する承認は与えないものとする。 

（業者選定の原則） 

第６条 指名競争入札における指名業者の選定は、発注する工事の種類に

適応する法第３条第１項の規定による許可を受けている業者の中で当該
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工事の級に適応する業者を選定することを原則とする。 

２ 指名業者の選定にあたっては、建設業者に均等な受注の機会を与える

よう配慮するとともに、市発注工事の公共性にかんがみ、当該業者の総

合管理能力、市工事施工実績、手持工事の状況、技術的適性、前年度の

請負工事成績評定等を勘案し、厳正を期するものとする。 

３ 年度途中において市税及びこれに類する市に対する納入金を滞納して

いる業者は、選定しないことができる。 

 （業者選定の特例） 

第７条 関連工事及び応急工事について、土木一式工事及び建築一式工事

にあっては当該建設業者の格付級より１級上位級に、又は２級下位級ま

で、電気工事及び管工事にあっては格付級より１級上位級に、又は１級

下位級まで選定することができる。 

２ 建設業者及び共同企業体構成員の本社等所在の地域内並びに隣接地域

内の工事については、当該建設業者の格付級より上下１級位級まで選定

することができる。 

３ 災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験、機械を必要と

する工事、その他特別な事由のある工事については、等級に関係なく適当

と認められる業者を選定することができる。 

４ 継続的な工事について、当該工事の工事成績が当該年度又は前年度に

おいて優良工事の表彰を受けた工事に該当し、優良とみなされた場合は、

当該業者の格付級より上下１級位級まで選定することができる。 

 （地域的考慮） 

第８条 指名業者の選定は、柏崎市に本店を有する業者を第１位指名とす

る。 

２ 前項によっても適当な業者がない場合は、柏崎市に支店又は営業所を

有する業者を第２位指名とする。 

３ 前２項によっても適当な業者がない場合は、県内に本店を有する業者

を第３位指名とする。 

４ 前３項によっても適当な業者がない場合は、県内に支店又は営業所を

有する業者を第４位指名として考慮するものとする。 

５ 前各項の規定による事が困難又は特殊な事情若しくは特別の考慮によ

り地域の異なる業者を指名しようとするときは、その工事の等級以上の
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業者でなければならない。 

 （指名数） 

第９条 指名業者数の標準は次のとおりとする。 

   Ａ級工事  ６者以上 

   Ｂ級工事  ５者以上 

   Ｃ級工事  ４者以上 

２ 格付けのない業種の工事については、設計額を基準として前項の規定

を準用する。ただし、特殊な工種等の場合は適宣勘案するものとする。 

（共同企業体の指名） 

第 10条 共同企業体の指名選定は、前４条の規定によるもののほか、次に

よるものとする。 

２ 特定共同企業体及び経常共同企業体を指名する入札には、当該企業体

の構成員を指名することができないものとする。 

 

 

   附 則 

 この要領は、昭和６２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成元年度の建設工事の入札に参加する者の資格審査から

適用した。ただし、第９条の改正規定については、平成元年５月１５日か

ら適用した。 

   附 則 

 この要領は、平成２年９月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成４年７月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成６年１２月２６日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成７年６月１６日から適用する。 

   附 則 
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 この要領は、平成１１年２月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１１年４月１９日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１１年５月２０日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年１２月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度以降の入札

参加資格審査に係るものについて適用する。 

別表１～６ （削除） 

附表３～４ （削除） 

   附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年１１月１日から施行し、改正後の新潟県柏崎市

建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領の規定は、平成２９年度以降

の入札参加資格審査に係るものについて適用する。 

   附 則 

この要領は、令和２年１１月１日から施行し、改正後の新潟県柏崎市建

設工事入札参加資格審査及び業者選定要領の規定は、令和３年度以後の入

札参加資格審査に係るものについて適用する。 
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   附 則 

この要領は、令和４年１１月１日から施行し、改正後の新潟県柏崎市建

設工事入札参加資格審査及び業者選定要領の規定は、令和５年度以後の入

札参加資格審査に係るものについて適用する。 

   附 則 

この要領は、令和６年１１月１日から施行し、改正後の新潟県柏崎市建

設工事入札参加資格審査及び業者選定要領の規定は、令和７年度以後の入

札参加資格審査に係るものについて適用する。 

 

別表７ 

注 総合評点の基準は満たすが、技術職員数の基準を満たさない場合、技

術職員数の基準を満たす等級まで降級する。 

土木一式工事 

等 級 
土 木 一 式 工 事 

総合評点 １級技術職員数 １級＋２級技術職

員数Ａ ８２０以上 ２人以上 ７人以上 

Ｂ ６７０～８１９  ３人以上 

Ｃ ６６９以下  ２人以上 

１ １級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）によ

る技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施

工管理とする第二次検定に合格した者 

⑵ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二次試験のうち、技

術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに

限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水

産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術

監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」、

又は「水産土木」とする者に限る。）とするものに合格した者 

２ ２級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は一級

の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）とする第一次

検定に合格した者、若しくは二級の建設機械施工又は二級の土木施工

管理（種別を「土木」とするものに限る。）とする第二次検定に合格

した者 

 

148



 

建築一式工事 

等 級 建 築 一 式 工 事 

 総合評点 １級技術職員数 １級＋２級技術職

員数Ａ ７９０以上 ２人以上 ５人以上 

Ｂ ６９０～７８９  ３人以上 

Ｃ ６８９以下  １人以上 

１ １級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建築施工管理とする第

二次検定に合格した者 

⑵ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士の免許を

受けた者 

２ ２級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建築施工管理（種別を

「建築」とするものに限る。）とする第一次検定に合格した者、若し

くは二級の建築施工管理（種別を「建築」とするものに限る。）とす

る第二次検定に合格した者 

⑵ 建築士法による二級建築士の免許を受けた者 

 

電気工事 

等級 
電  気  工  事 

総合評点 １級技術職員数 １級＋２級技術職

員数Ａ ８００以上 １人以上 ２人以上 

Ｂ ６５０～７９９  １人以上 

Ｃ ６４９以下  １人以上 

１ １級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目を一級の電気工事施工管理とす

る第二次検定に合格した者 

⑵ 技術士法による第二次試験のうち、技術部門電を電気電子部門、建

設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電子部門又は建設部門

に係るものとするものに限る。）とするものに合格した者 

２ ２級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目をを一級の電気工事施工管理と

する第一次検定に合格した者、若しくは二級の電気工事施工管理と

する第二次検定に合格した者 

⑵ 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）による第一種電気工事

士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた

後電気工事に関し３年以上の実務経験を有する者 

⑶ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による第一種、第二種若

しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後電気工事に関し

５年以上の実務経験を有する者 

⑷ 建築士法による建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大
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臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し１年以上の

実務経験を有する者 

⑸ 一般社団法人日本計装工業会が行う登録計装試験に合格した後電

気工事に関し１年以上の実務経験を有する者 

 

管工事 

等級 
管   工   事 

総合評点 １級技術職員数 １級＋２級技術職

員数Ａ ７４０以上 １人以上 ２人以上 

Ｂ ６５０～７３９  １人以上 

Ｃ ６４９以下  １人以上 

１ １級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目を一級の管工事施工管理とする

第二次検定に合格した者 

⑵ 技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部門（選択科目

を「熱工学」又は「流工学」とするものに限る。）、上下水道部門、衛

生工学部門、又は総合技術監理部門（選択科目を「熱工学」、「流体工

学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに

限る。）とするものに合格した者 

２ ２級技術職員とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法による技術検定のうち、検定種目を一級の管工事施工管理とする

第一次検定に合格した者、若しくは二級の管工事施工管理とする第

二次検定に合格した者 

⑵ 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）による技能検定の

うち、検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工、配管（選択科目を「建

築配管作業」とするものに限る。）若しくは建築板金（選択科目を「ダ

クト板金作業」とするものに限る。）とするものに合格した者又は検

定職種を二級の冷凍空気調和機器施工、配管（選択科目を「建築配管

作業」とするものに限る。）若しくは建築板金（選択科目を「ダクト

板金作業」とするものに限る。）とするものに合格した後管工事に関

し３年以上の実務経験を有する者 

⑶ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による給水装置工事主任技術

者免状の交付を受けた後配管工事に関し１年以上の実務経験を有す

る者 

⑷ 建築士法による建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大

臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し１年以上の実

務経験を有する者 

⑸ 一般社団法人日本計装工業会が行う登録計装試験に合格した後管

工事に関し１年以上の実務経験を有する者 

150



 

別表８ 

社会貢献活動の状況に応じて与える評点 

主 観 的 事 項 
評点

（※） 

障害者の雇用状況 

障害者の雇用義務がある場合 

法定雇用率を満たす数を超える数

の障害者を雇用している場合 

１０ 

障害者の雇用義務がない場合 

障害者を１人以上雇用している場

合 

１０ 

男女共同参画の 

推進状況 

一般事業主行動計画を策定している

場合 
５ 

女性の技術者を雇用している場合 ５ 

消防団協力事業所の 

認定状況 

柏崎市の消防団協力事業所に認定さ

れている場合 
１０ 

就業体験又は職場実習に

関する機会の提供の状況 

柏崎市内の営業所において、連続す

る２営業日以上の就業体験又は職場

実習に関する機会を提供した場合 

１０ 

ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標） 

の取組状況 

ＳＤＧｓの達成に向けた取組みを自

社ホームページに掲載している場合 
１０ 

ＳＤＧｓの達成に向けた行動宣言又

は行動指針などを策定している場合 

※上記の評点の合計が、３０点を超える場合にあっては、付与する評点を

３０点とする。 

 

別表９ 

若年者の雇用状況に応じて与える評点 

主 観 的 事 項 評 点 

若年者を１人以上雇用している場合 ２０ 

上記雇用者に技術者又は技能労働者が含まれる場合 上記＋１０ 
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新潟県柏崎市上下水道局建設工事入札参加資格審査規程 

 

平成１９年３月３０日 公営企業管理規程第２５号 

最終改正 令和７年３月３１日 公営企業管理規程第７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５

第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき、柏崎市上下水道局が行う建

設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議（以下「競争入

札等」という。）に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の

方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。 

（建設工事入札参加資格審査等） 

第２条 柏崎市上下水道局が行う競争入札等の参加資格、資格審査の申請の

方法、時期、資格審査、工事の発注標準その他必要な事項については、こ

の規程に特別の定めがあるものを除き、新潟県柏崎市建設工事入札参加資

格審査規程（平成７年３月柏崎市告示第21号。以下「市の規程」という。）

の例による。 

２ 市の規程第３条の規定により市長に提出された建設工事入札参加資格審

査申請書は、管理者にも提出があったものとみなす。 

（資格審査申請） 

第３条 水道本支管布設工事の入札参加資格審査を受けようとする者は、市

の規程に定めるもののほか、別記様式による書類を管理者に提出しなけれ

ばならない。 

（資格審査） 

第４条 管理者は、水道本支管布設工事について資格審査を行い、Ａ、Ｂ又

はＣの３等級に格付けするものとする。 

（工事の発注標準） 

第５条 水道本支管布設工事について格付けした等級に対応する発注の標準
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となる工事の等級は、次のとおりとする。 

Ａ 2,000万円以上 

Ｂ 500万円以上2,000万円未満 

Ｃ 200万円超500万円未満 

（その他の事項） 

第６条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に

定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行し、平成19年度以降の入札参加資格審査に

係るものについて適用する。 

附 則（平成23年３月28日公企管規程第13号） 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月22日公企管規程第27号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年10月21日公企管規程第５号） 

この規程は、令和４年11月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日公企管規程第７号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別記 様式第１号～様式第３号（省略） 
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柏崎市上下水道局建設工事入札参加資格審査要領 

 

平成１９年４月１日 伺定 

最終改正 令和２年１１月１日 伺定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新潟県柏崎市上下水道局建設工事入札参加資格審査規

程（平成１９年公営企業管理規程第２５号）に基づき、柏崎市上下水道局

が発注する建設工事に係る競争入札及び随意契約の協議に参加する建設業

者及び共同企業体の資格審査及び業者選定について、必要な事項を定める

ものとする。 

（名簿登載要件） 

第２条 対象工事を水道本支管布設工事とし、入札参加資格者名簿に登載す

る者は、原則として、次に掲げる要件に該当する者とする。 

 ⑴ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）による土木工事業及び管工事

業の許可を受けていること。 

 ⑵ 次に掲げるいずれかの資格者が在籍していること。 

  ア 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に規定する給水装置工事主任

技術者免状の交付を受けている者 

  イ 日本水道協会配水管技能者登録制度の耐震登録を受けている者  

ウ 日本水道協会新潟県支部が認めた主任配管工 

エ 公益財団法人給水工事技術振興財団（以下「給工財団」という。）に

ある給水装置工事配管技能者認定協議会から認定証を交付された者 

オ 給工財団が実施した給水装置工事配管技能者講習会の課程を修了し

た者 

カ 給工財団が実施する給水装置工事配管技能検定に合格した者 

 ⑶ 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日直前２年の

事業年度において、規程別紙様式２に記載すべき工事の実績がある者 

（客観的事項の審査） 

第３条 次の各号に掲げる客観的事項の審査については、当該各号に定める

とおりとする。 

⑴ 年間平均完成工事高 前条第１項第３号に規定する直前２事業年度の

年間平均完成工事高に応じて評点を与える。 

 ⑵ 技術力の評点 土木一式工事及び管工事について市の要領の例により
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算出した評点のそれぞれの２分の１を合算した数値とする。 

 （評点の付与） 

第４条 資格者の数に応じて、次のとおり評点を与える。 

工事種別 資    格 点   数 

水道法に規定する給水装置工事主任技術者免状の交

付を受けている者 

５点 

日本水道協会配水管技能者登録制度の耐震登録を受

けている者 

３点 

（主観的事項の審査） 

第５条 主観的事項の審査については、市の要領第２条第１項第２号又は第

２項第２号の例による。 

 （総合評点） 

第６条 資格審査の結果は、前条に規定する主観的事項の審査により得られ

た評点に次の算式により得られた評点を加算し、総合評点を算出する。 

０.２５×Ｘ１＋０.１５×Ｘ２＋ ０.２０×Ｙ＋（０.１２５Ｚ１＋０.１２５

Ｚ２）＋ ０.１５×Ｗ＋Ａ 

Ｘ１ ： 年間平均完成工事高の評点 

Ｘ２ ： 自己資本の額及び平均利益額の評点 

Ｙ ： 経営状況の評点 

Ｚ１ ： 土木一式工事の技術力の評点 

Ｚ２ ： 管工事の技術力の評点 

Ｗ ： その他の審査事項の評点 

Ａ ： 資格者の評点 

（格付け） 

第７条 格付けは、総合評点及び資格者数によって行う。この場合において、

総合評点の基準は満たすが資格者数の基準を満たさないときは、資格者数

の基準を満たすまで降級する。 

 ⑴ 総合評点 

等級 

総  合  評  点 

水道本支管布設工事 

Ａ ８００以上 

Ｂ ７００～７９９ 

Ｃ ６９９以下 
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⑵ 資格者数 

  ア Ａ等級 有資格者数が４人以上で、うち給水装置工事主任技術者免

状の交付を受けている者が３人以上であること。 

  イ Ｂ等級 有資格者数が３人以上で、うち給水装置工事主任技術者免

状の交付を受けている者が２人以上であること。 

  ウ Ｃ等級 有資格者数が１人以上であること。 

 

附 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度以降の入札参

加資格審査に係るものについて適用する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要領は、平成２２年１２月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度以降の入札参

加資格審査に係るものについて適用する。 

 附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年１１月１日から施行し、平成２９年度以降の入札

参加資格審査に係るものについて適用する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和２年１１月１日から施行し、令和３年度以後の入札参加

資格審査に係るものについて適用する。 
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柏崎市共同企業体運用基準 

 

平成７年２月２２日 伺定 

最終改正 平成３０年２月１３日 伺定 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この基準は、柏崎市建設工事入札参加資格審査規程（平成７年３月

告示第２１号。以下「規程」という。）に定めるもののほか、柏崎市が発注

する工事（以下「市工事」という。）における共同企業体の運用に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（共同企業体の種類） 

第２条 この基準に定める共同企業体の種類は、規程第１３条に規定する特

定共同企業体及び経常共同企業体とする。 

（共同企業体活用の原則） 

第３条 共同企業体の活用は、次に掲げる原則を踏まえ、適正に行うものと

する。 

⑴ 単体発注の原則 

市工事の発注は、単体企業への発注を原則とする。 

⑵ 共同企業体の活用の限定の原則 

共同企業体は、工事の種類、規模等に照らし、単体企業による施工に比

べ効果的な施工が確保できる場合、その他の施工に当たり必要と認めら

れる場合に限り活用することを原則とする。 

⑶ 特級別発注の原則 

共同企業体を活用する場合においても、規程第２２条の規定による発

注標準の適正な運用を図るものとする。 

 

第２章 特定共同企業体 

（対象工事） 

第４条 特定共同企業体の発注すべき工事（以下「対象工事」という。）は、

次の各号に掲げる工事のうちから市長が指定したものとする。 

⑴ 技術的難度の高い工事で、次のいずれかに該当するもの（典型工事） 
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 ア 全体工事費がおおむね５億円以上の土木工事 

  イ 全体工事費がおおむね１０億円以上の建築工事 

 ウ 全体工事費がおおむね３億円以上の設備工事 

⑵ 前号に定めるもののほか、工事の性格等に照らし、特殊技術を要する

工事その他特に特定共同企業体による施工が必要と認められる工事（特

認工事） 

（対象工事の指定及び資格業者の要件の決定） 

第５条 対象工事の指定及び特定共同企業体の構成員に適する者（以下「適

格業者」という。）の要件は、柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委員

会（以下「委員会」という。）の審査を経て決定する。 

２ 契約検査課長は、対象工事の指定又は適格業者の要件に関し委員会の審

査を受けようとするときは、委員会に付議するものとする。 

３ 契約検査課長は、前項に定めるもののほか、第９条の規定による入札参

加資格申請を行った特定共同企業体の数が少なく、適正な競争が確保され

ないと認めるときは、適格業者の要件の変更その他必要な事項を委員会に

付議するものとする。 

４ 適格業者の要件は、次のとおりとする。 

⑴ 対象工事に対応する建設工事の種類ごとの格付けの最上位の等級に格

付けされた業者（特級の格付けがされていない建設工事の種類にあたっ

ては、資格審査結果数値の高位の業者。以下「最上位等級に格付けされ

た業者」という。）である。 

⑵ 対象工事の規模、技術的難度、施工条件等により、その都度必要に応

じて定める建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第３条の規定による建設業の許可の種類、格付け総合数値又は経営事項

に関する審査結果の総合数値、施工実績、営業所の所在地その他設定さ

れた条件を満たすものであること。 

５ 前項第１号の規定にかかわらず、対象工事の資格等に照らし委員会が特

に認める場合は、最上位特級に格付けされた業者のほかに最上位特級の直

近下位の特級（以下「第２位特級」という。）に格付けされた業者を適格者

の要件とすることができる。 

（公告及び通知） 

第６条 契約検査課長は、前条第１項の規定により対象工事が決定されたと
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きには、工事内容、適格業者の要件、公募期間その他必要な事項を公告又

は通知するものとする。 

（特定共同企業体の結成） 

第７条 特定共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとする。ただし、

意向確認型指名競争入札の場合には、構成員の代表者を予備指名方式とする。 

（特定共同企業体の資格要件） 

第８条 特定共同企業体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものでな

ければならない。 

⑴ 構成員が最上位特級に格付けされた業者又は第２位特級に格付けされ

た業者であること。 

⑵ 構成員の数は、２者又は３者とし、工事ごとに定めるものとする。 

⑶ 構成員の出資比率は、次のいずれかにも該当すること。 

  ア 代表者の出資比率が他の構成員と同一又はそれ以上であること。  

  イ 出資比率が最小の構成員は、次の掲げる区分に応じ、それぞれに定

める比率以上であること。 

（ア）構成員の数が２社の場合 ３０％ 

（イ）構成員の数が３社の場合 ２０％ 

⑷ 代表者は、施工能力等に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心

的な役割を担うことができる者とし、構成員の特級が異なる場合は、構

成員の中で最上位の特級の者であること。 

⑸ 構成員が当該対象工事について、他の特定共同企業体の構成員となっ

ていないこと。 

 ⑹ 対象工事について、その種類に対応し、法に定めるところにより監理

技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することが

できること。 

（特定共同企業体の資格申請） 

第９条 資格審査を受けようとする特定共同企業体は第７条の規定による公

告及び通知あった日（掲示による公告の場合は、掲示を開始した日）から

起算して７日以内（別に期間を定める場合は、当該定める期間）に規程第

１６条第１項の規定により共同企業体入札参加資格申請及び添付書類を市

長に提出しなければならない。 
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第３章 経常共同企業体 

（経常共同企業体の資格要件） 

第１０条 経常共同企業体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすもので

なければならない。 

⑴ 構成員が規程第６条第１項又は規程第８条第４項の規定により入札参

加資格名簿に登載されている。 

 ⑵ 構成員の登録業種における工事実績（経常事項審査の申請をする日の

属する営業年度の開始の日の直前２年又は直前３年のいずれかの各営業

年度における完成工事高について算定した建設工事の種類別年間平均完

成工事高をいう。）の額が、次の表の左の欄の工事の種類による区分に応

じ、同表に定める基準を満たすものであること。 

工事の種類 

基準 

工事実績 

土木一式 ５千万円以上 

建築一式 ５千万円以上 

電気工事及び管工事 ３千万円以上 

⑶ 構成員が、登録業種について、他の経常共同企業体の構成員となって

いないこと。 

⑷ 構成員の数が３社以内であること。 

⑸ 構成員のすべてが相互に同一又は直近の等級に格付けされたものであ

ること。 

 ⑹ 出資比率が最小の構成員及び代表者の出資比率は、第８条に規定する

基準を満たすこと。 

 ⑺ 対象工事について、その種類に対応し、法に定めるところにより監理

技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することが

できること。 

（経常共同企業体の資格申請） 

第１１条 資格審査を受けようとする経常共同企業体は規程第１６条第１項

の規定により共同企業体入札参加資格申請及び添付書類を市長に提出しな

ければならない。 

（存続期間） 

第１２条 経常共同企業体の参加資格の有効は、入札参加資格者名簿に登載
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された日から次の定期申請年の４月３０日（当該入札参加資格者名簿に登

載せれた日定期申請年の２月１日から４月３０日までの期間に属する場合

にあっては、当該定期申請年の４月３０日）までとする。 

（解散） 

第１３条 入札参加資格者名簿に登録された経常共同企業体は、前条に規定

する期間当該期間を経過した日において、請け負った工事で未完成のもの

があるときは、当該工事が完成する日までの間。次項において同じ。）は、

やむを得ない理由がある場合を除き、市長の承認を得なければ解散するこ

とができないものとする。 

雑 則 

（共同企業体に対する通知等） 

第１４条 市工事に関する監督、請負代金の支払いその他契約に基づく行為

については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。 

（共同企業体からの脱退に関する承認等） 

第１５条 市工事を受注した共同企業体の構成員は市長の承認を得なければ、

当該工事の途中において共同企業体を脱退することができないものとする。 

（共同企業体の構成員の資格申請） 

第１６条 共同企業体の構成員である者は、単体企業として規程第３条の規

定による入札参加資格の審査を申請することができるものとする。 

（その他） 

第１７条 この基準の規定によることが困難であると委員会が認める共同企

業体の取扱いその他の事項については、委員会が別に定めるものとする。 

 

   附則 

 この基準は、平成７年３月１日から実施する。 

附則 

 この基準は、平成１１年２月１日から実施する。 

附則 

 この基準は、平成２０年４月１日から実施する。 

附則 

 この基準は、平成３０年４月１日から実施する。 
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新潟県柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委員会規程 

 

昭和５１年８月２７日 訓令第９号 

最終改正 令和２年２月１２日 訓令第２号 

 

（設置） 

第１条 本市が契約する建設工事について、入札参加の資格要件等の審査を

行い、もって建設工事の円滑な施工及び適正な工事の履行を確保するため

柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、市長に答申するものとする。 

⑴ 一般競争入札で、１件２，３００万円以上の建設工事に係る入札参加

資格の要件に関する事項 

⑵ １件２，３００万円以上の建設工事で、別記指名競争参加者の指名基

準による指名業者選定に関する事項 

⑶ 建設工事の請負業者に対する指名停止等の措置に関する事項 

⑷ 入札談合に係る情報への対応に関する事項 

⑸ 低入札価格調査による落札者の決定に関する事項 

⑹ その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、副市長、財務部長、産業振興部長、都市整備部長、財務

部財政管理課長及び財務部契約検査課長をもって組織する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、財務部長がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。委員

が出席できない場合は、当該委員の属する部の中から当該委員が指名した

課長が代理に出席することができる。 
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２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

４ 委員長は、急施を要し、会議を開くいとまがないときは、各委員に回議

してこれにかえることができる。 

（関係職員の出席） 

第６条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の市職員を会

議に出席させ、意見を述べさせることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

前 文（抄）（昭和５４年６月２７日訓令第５号） 

昭和５４年６月２０日から実施した。 

前 文（抄）（昭和５６年３月３０日訓令第１２号） 

昭和５６年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（昭和６２年３月３１日訓令第４号） 

昭和６２年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成４年６月２６日訓令第１９号） 

平成４年７月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成８年３月１１日訓令第２号） 

平成８年３月１２日から実施する。 

前 文（抄）（平成１２年３月２２日訓令第３号） 

平成１２年３月２３日から実施する。 

前 文（抄）（平成１４年３月１１日訓令第１２号） 

平成１４年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成１８年３月２３日訓令第８号） 

平成１８年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成１９年３月２２日訓令第７号） 

平成１９年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成２０年３月５日訓令第２号） 
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平成２０年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（平成３０年３月３０日訓令第１５号） 

平成３０年４月１日から実施する。 

前 文（抄）（令和２年(２０２０年)２月１２日訓令第２号） 

令和２年(２０２０年)４月１日から実施する。 

 

 

別 記 

指名競争参加者の指名基準 

１ 指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実

がなく、かつ、契約の履行がなされると認められる者であること。 

２ 契約の性質又は目的により当該契約の履行について法令の規定により官

公署等の許可又は認可を必要とするものにあっては、当該許可又は認可を

受けている者であること。 

３ 特殊な工事の契約を指名競争に付する場合において、その工事の施工の

実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績のある者であること。 

４ 工事の性質上特殊な技術、機械等を有する者に行わせる必要がある場合

においては、当該技術、機械を有する者であること。 

５ 工事の履行期限、履行場所等により、当該工事に必要な原材料、労務等

の調達が容易に可能な者又は一定の地域にある者を指名競争に参加させ競

争に付することが契約上有利と認められる場合は、当該これらの者である

こと。 

６ 前年度及び当該年度の継続又は関連工事について指名する場合は、当該

工事に実績のある者を含めることができる。 

７ 前各号に該当する場合であっても、指名競争に参加しようとする者の経

営の規模が、指名しようとするとき現在の工事契約高を総合して余裕があ

ると認められる者でなければならない。 
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新潟県柏崎市上下水道局建設工事入札参加資格要件等審査委員会規程 

 

平成１９年３月３０日 公営企業管理規程第２６号 

最終改正 令和２年３月２３日 公営企業管理規程第７号 

 

（設置） 

第１条 上下水道局が契約する建設工事の請負について、入札参加資格要件

等の審査を行い、もって建設工事の円滑な施工及び適正な工事の履行を確

保するため柏崎市上下水道局建設工事入札参加資格要件等審査委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

（職務） 

第２条 委員会は、新潟県柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委員会規

程（昭和５１年８月柏崎市訓令第９号。以下「市の規程」という。）の例に

より、次に掲げる事項を審査し、管理者に答申するものとする。 

⑴ 一般競争入札で、１件２，３００万円以上の建設工事に係る入札参加

資格の要件に関する事項 

⑵ １件２，３００万円以上の建設工事で、市の規程別記指名競争参加者

の指名基準による指名業者選定に関する事項 

⑶ 建設工事の請負業者に対する指名停止等の措置に関する事項 

⑷ 入札談合に係る情報への対応に関する事項 

⑸ 低入札価格調査による落札者の決定に関する事項 

⑹ その他管理者が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、上下水道局長、上下水道局参事、経営企画課長、経営企

画課主幹並びに副市長、産業振興部長及び都市整備部長をもって組織する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、上下水道局長をもってこれに充てる。 

２ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、上下水道局参事がその職務を

代理する。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、経営企画課において処理する。 

（その他） 
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第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織、運営等について必要

な事項は、市の規程の例によるものとする。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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３  入札、疑義申立て 
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柏崎市制限付一般競争入札実施要領 

 

平成１８年３月１７日 伺定  

最終改正 令和４年２月２２日 伺定  

 

 （目的） 

第１条 この要領は、柏崎市が発注する建設工事について、制限付一般競争

入札を実施するために必要な事項を定めることにより、入札の透明性、公

平性及び競争性の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において「制限付一般競争入札」とは、建設工事の入札に

おいて一定の入札参加資格要件を公告し、当該入札参加資格を有し、入札

参加を希望する者において入札する方式をいう。 

（対象工事） 

第３条 制限付一般競争入札の対象となる工事は、土木一式工事、建築一式

工事、電気工事及び管工事のうちから市長が指定したもの（以下「対象工

事」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、柏崎市共同企業体運用基準（平成 7年 2月 22

日伺定）に基づいて特定共同企業体に付すべき工事については、市長が別

に定める。 

（入札参加資格等） 

第４条 制限付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たして

いなければならない。 

 ⑴ 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程（平成７年告示２１号）に基づ

いて対象工事に係る入札参加資格者名簿に登載されているものであるこ

と。 

 ⑵ 対象工事に現場代理人及び建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２６条に定める技術者等必要な人員を配置できること。 

 ⑶ 柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成７年１月２０日伺

定）に基づいて、指名停止の措置を受けた者にあっては、当該指名停止

の期間を経過していること。 

 ⑷ 前各号に定めるもののほか、市長が対象工事に必要な要件として公告
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した要件を備えていること。 

（入札公告の掲示等） 

第５条 対象工事の公告は、柏崎市掲示場に掲示して行うとともに、その写

しを柏崎市ホームページ及び財務部契約検査課において閲覧に供するもの

とする。 

（公告事項） 

第６条 公告する事項は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 工事の概要 

 ⑵ 入札日時及び入札・開札場所  

 ⑶ 入札参加資格要件   

 ⑷ 入札参加申請書の提出期限   

 ⑸ その他市長が必要と認める事項 

（入札参加申請書の提出） 

第７条 制限付一般競争入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）

は、公告で定める申請期限日までに制限付一般競争入札参加申請書別記様

式第１号（以下「申請書」という。）を２部（１部は受付印を押印し、申請

者に返却する。）市長に提出しなければならない。 

（入札参加資格審査） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審

査し、入札に参加する資格を有しない者がいる場合には、その者に対し入

札期日の３日前までに別記様式第２号により通知しなければならない。 

（入札参加者名の公表） 

第９条 制限付一般競争入札の参加者名は、入札が終了するまで非公開とす

る。 

（入札の中止等） 

第１０条 市長は、制限付一般競争入札の入札を執行することが適当でない

と認めるときは入札の執行を中止し、又は延期することができる。 

（設計図書の閲覧等） 

第１１条 対象工事に係る設計書、仕様書及び図面等（以下「設計図書」と

いう。）は、柏崎市ホームページでの閲覧又は財務部契約検査課において閲

覧若しくは貸し出しに供する。 

２ 設計図書の閲覧に供する期間及び貸し出しに供する期間は、公告日から
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入札日の前日までとする。 

（入札条件） 

第１２条 制限付一般競争入札における入札条件は、次の各号に定めるとお

りとする。 

 ⑴ 入札額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税

業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載するものとする。 

 ⑵ 入札の無効 入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札

に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 ⑶ 申請業種の限定 建物工事において、建築一式工事、管工事、電気工

事等を分離発注する場合には、その２業種以上に入札参加資格を有して

いても、１業者１業種にしか申請を提出することができないものとする。 

 ⑷ 再入札 再入札は、１回とする。 

 ⑸ 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格の設定 最低制限価格又は

低入札価格調査基準価格を設定する。 

 ⑹ 事後公表 予定価格及び最低制限価格又は低入札価格調査基準価格は、

開札後に公表する。 

 ⑺ 入札辞退 入札参加申請書の提出後、入札を辞退する場合は書面で届

け出るものとする。 

 ⑻ 中止又は延期 入札が中止又は延期となる場合は、申請者全員に通知

する。 

 ⑼ その他 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める条件 

（落札の決定方法等） 

第１３条 申請者数等に応じて、別表により，予定価格と最低制限価格の範

囲内で一番低い金額で入札した者（以下「最低額入札者」という。）を落札

者とする。ただし、「総合評価方式による制限付一般競争入札」及び「低入

札価格調査」においては、別に定める。 

２ 前項に定める最低額入札者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札

者を決定するものとする。 
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３ 落札決定者に、契約書を取り交わすときに工事費内訳明細書（本工事費

内訳表）の提出を義務付けるものとする。 

（その他） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、制限付一般競争入札の実施に関し

必要な事項は、別に定める。 

附 則（平成１８年３月１７日 伺定） 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年２月２０日一部改正） 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年５月２５日一部改正） 

この要領は、平成１９年６月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月２１日一部改正） 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年４月１日一部改正） 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年９月２７日一部改正）  

 この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月２６日一部改正） 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２６日一部改正） 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年４月１日一部改正） 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年９月３０日まで

に、新潟県柏崎市財務規則（平成１６年３月１０日規則第５号）第１４９条

の検査を完了するものについては、従前の例による。 

附 則（令和２年２月１０日一部改正） 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月２２日一部改正） 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

172



 

 

様式第 1 号（第 7 条関係） 

 

制限付一般競争入札参加申請書 

 

  年  月  日 

 

柏崎市長       様 

 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

 

 

 下記工事の入札に参加したいので、柏崎市制限付一般競争入札実施要領第 7条

の規定により申請します。 

 

記 

 

１  公告 年月 日    年    月    日 

２ 入札 年月 日    年    月    日 

３ 工 事 番 号   

４  工  事  名  
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様式第 2 号（第 8 条関係） 

契 第       号 

  年  月  日 

 

様 

 

                     柏崎市長           

 

 

制限付一般競争入札参加資格不適格通知書 

 

     年  月  日付け申請のありました制限付一般競争入札参加資格

申請について、その内容を審査した結果、下記理由により入札参加資格が不適格

と認められますので、柏崎市制限付一般競争入札試行実施要領第 8条の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

１  公告 年月 日     年    月    日 

２ 入札 年月日     年    月    日 

３ 工 事 番 号   

４ 工  事  名  

５ 
不適格とする 

理    由 
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柏崎市公募型指名競争入札実施要領 

 

平成１０年６月３０日 伺定 

最終改正 平成３０年２月１３日 伺定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は､柏崎市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争

入札の一層の透明性、公平性及び競争性を高めるとともに､良質な施工の確

保を図るために実施する公募型指名競争入札の手続及び運用に関し、必要

な事項を定めるものとする｡ 

（定義） 

第２条 この要領において｢公募型指名競争入札｣とは、建設工事について一

定の入札参加資格要件を公告し、入札参加を希望する者が提出する確認資

料の審査を経て、その者の中から指名業者を選定して入札する方式をいう｡ 

（対象工事） 

第３条 公募型指名競争入札の対象工事は、設計金額が５億円以上の土木工

事、１０億円以上の建築工事及び３億円以上の設備工事のうちから、市長

が指定するものとする｡ 

２ 市長は､対象工事を指定し、かつ、その入札参加資格要件を定めようとす

る場合は、柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委員会（以下｢委員会｣

という｡）の審査を経るものとする｡ 

（入札の公告） 

第４条 公募型指名競争入札の対象工事の公告は、柏崎市掲示場に掲示して

行うとともに、その写しを財務部契約検査課及び柏崎市ホームページにお

いて閲覧に供するものとする｡ 

（公告事項） 

第５条 公告する事項は、次に掲げるとおりとする｡ 

⑴ 工事の概要 

⑵ 入札参加資格要件 

⑶ 参加資格確認申請書の提出 

ア 提出書類の様式、内容及び提出方法 

イ 提出期限 
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ウ 受付期間及び場所 

⑷ 申請書に添付する確認資料の内容 

ア 同種又は類似工事の施工実績 

イ 配置予定技術者の資格及び経歴 

ウ その他市長が必要と認めるもの 

⑸ 共同企業体発注の場合 

ア 共同企業体発注である旨 

イ 結成方法 

ウ 入札参加資格申請方法 

⑹ 入札予定日 

⑺ その他市長が必要と認める事項 

（参加資格確認申請） 

第６条 対象工事の入札参加を希望する者は、前条の公告で定める書類（以

下｢申請書等｣という｡）を市長に提出して確認を受けなければならない｡ 

（指名競争入札への切替え） 

第７条 市長は､申請書を提出した者（以下｢入札参加応募者｣という｡）が少

数で競争性が確保されないと認めるときは、委員会の審査を経て、一般の

指名競争入札に切り替えることができる｡ 

（指名業者の選定等） 

第８条 委員会は、入札参加応募者が提出した申請書等の審査及び委員会規

程別記指名競争参加者の指名基準に基づく審査を総合的に行い、指名業者

を選定するものとする｡ 

（非指名業者への通知） 

第９条 市長は、前条に規定する審査により指名しないこととなった入札参

加応募者に対し、その旨を通知するものとする｡ 

（非指名理由の説明） 

第１０条 前条の通知を受けたものは、指名されなかった理由の説明を書面

により求めることができる｡ 

（設計図書の閲覧等） 

第１１条 市長は､対象工事に係る設計書及び設計図書を指名通知の日から

入札予定日の前日まで閲覧に供するものとし、指名業者から申し出があっ

たときは、期間を定めて貸与するものとする。 
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（特定共同企業体の結成方式） 

第１２条 特定共同企業体の発注に付された工事に対し、入札参加を希望す

る者は、入札参加資格要件を満たす業者間で自主的に特定共同企業体を結

成し、共同して申請書等を提出するとともに、特定共同企業体入札参加資

格確認申請書を併せて提出しなければならない｡ 

（その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、公募型指名競争入札の試行に関し

必要な事項は、別に定める｡ 

附 則 

この要領は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から実施する。 
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柏崎市入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領 

 

平成２１年４月２４日 伺定 

最終改正 平成２６年１月２２日 伺定 

 

（目的） 

第１条 この要領は、柏崎市が発注する財務部契約検査課所管の建設工事及

び建設コンサルタント等業務に関する制限付一般競争入札、指名競争入札

及び公募型指名競争入札（以下「入札案件」という。）について、入札契約

手続における透明性、公平性を図る観点から、入札閲覧設計書に関する質

問書の提出及び質問書の回答に関する必要な手続を定めることを目的とす

る。 

（対象案件） 

第２条 この要領は、原則として、すべての入札案件について適用する。た

だし、閲覧期間が極めて短いもの等、この要領によることが適当でないと

認められるものは、対象から除くことができる。 

（質問書の提出） 

第３条 入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札

閲覧設計書（設計書、図面、仕様書及び現場説明書等をいう。）に関して質

問がある場合は、次により入札閲覧設計書に関する質問書（別記第１号様

式。以下「質問書」という。）を提出することができる。 

⑴ 提出方法 別記第１号様式をメールにより契約検査課長に提出するこ

と。 

⑵ 提出期限 入札書受付締切日の５日（新潟県柏崎市の休日を定める条

例（平成元年条例第３１号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」

という。）を除く。）前の午後４時までとする。 

 （質問への回答） 

第４条 提出された質問に対しては、質問回答書（別記第２号様式）により

回答するものとする。この場合において、類似する複数の質問書について

は、一括して回答することができる。但し、質問提出期限を過ぎて提出さ

れた質問には回答しないものとする。 

（回答方法） 
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第５条 質問への回答期限は、原則として入札書受付締切日の３日（休日を

除く。）前の午後５時とし、回答は、インターネット上に公表するシステム

により行うものとする。 

（質問回答書の取扱い） 

第６条 質問回答書は、入札後、設計に係る決裁文書に添付して保管する。  

附 則 

 この要領は、平成２１年４月２４日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年９月７日から適用する。 

 附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 
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第１号様式 

 

入札閲覧設計書に関する質問書 

工事名 

業務名 

 

 

 

 

質問者名 

 

 

会社名： 

代表者名： 

連絡先：電話 

メール 

質問者： 

入札予定日 平成  年  月  日（ ） 

提出年月日 平成  年  月  日（ ） 

質問事項  

 

 

 

 

 注 １ 質問書は、財務部契約検査課に提出してください。 

   ２ 質問提出期限を過ぎて提出された質問には回答しません。 

   ３ 質問の回答は、質問提出期限の日から起算して３日（休日を除く。）以内に、

インターネット上に公表するシステムにより回答します。 
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第２号様式 

                             契第     号 

                             平成 年 月 日 

入札参加予定者 様 

 

柏崎市長     □印  

 

工事・業務の質問について（回答） 

 

このことについて、柏崎市入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づ

き、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

 

 

入札閲覧設計書に関する質問回答書 

工事名 

業務名 

 

入札予定日 平成  年  月  日（ ） 

提出年月日 平成  年  月  日（ ） 

質問事項 回  答 
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柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する事務取扱要領 

 

平成２３年（２０１１年）５月１日 伺定  

最終改正 令和７年（２０２５年）４月１日 伺定  

 

（趣旨）  

第１条 この要領は、柏崎市が発注する工事（以下「発注工事」という。）の

入札執行に当たり、積算に疑義が生じた場合の事務の取扱いについて必要

な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 ⑴ 発注工事 財務部契約検査課所管のうち、総合評価方式試行対象工事

を除く制限付一般競争入札工事、指名競争入札工事及び公募型指名競争

入札工事をいう。 

 ⑵ 積算の疑義 入札設計書の単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上

漏れ等の疑義をいう。 

 ⑶ 予定価格 市が発注する工事の落札上限価格をいう。 

 ⑷ 有効金額 予定価格の制限の範囲内の入札金額をいう。 

 （対象工事）  

第３条 この要領の対象工事は、発注工事のうち、次の各号に掲げるいずれ

かに該当するものとする。 

 ⑴ 開札前 予定価格２，３００万円以上の発注工事 

 ⑵ 開札後 

ア 再入札においても有効金額がない発注工事 

イ 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を複数者が下回った発注

工事 

 ⑶ 前各号に定めるもののほか、入札の透明性、公平性が保てないと認め

られる発注工事 

（開札前の対応） 

第４条 入札執行職員は、入札を公告した後又は指名通知した後、開札３日

前までに、柏崎市入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領（平成 21年
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４月２４日伺定）に基づく質問の提出等により、積算の疑義による積算の

誤りが判明した場合は、当該入札を中止する。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該積算の誤りの内容及び金額の誤りが軽微

であるときは、積算の誤りを正し、かつ、当該誤り部分の契約上の取扱い

を入札参加者に通知することにより、入札を続行することができるものと

する。 

３ 前項に基づき入札を続行した対象工事は、開札後に、落札者と契約締結

直後に積算誤りを正して積算し直した額に落札率を乗じて得た額で変更契

約を締結するものとする。 

（開札後の対応） 

第５条 入札執行職員は、第３条第１号に規定する対象工事、又は同条第２

号イに規定する対象工事で有効金額があるときは、落札者の決定を保留し、

落札候補者を決定するものとし、同条第２号アに規定する対象工事につい

ては、落札者又は落札候補者の決定ができないことから、速やかに次回の

入札手続きをとるものとする。 

２ 前項の規定による対象工事については、疑義申立書（別記第２号様式）

により、疑義申立期間内に市長に疑義申立てを行うことができる。 

３ 前項の疑義申立期間は、開札日の翌日午前９時から開札日の翌々日午後

３時までとする。ただし、開札日の翌日又は翌々日が日曜日、土曜日又は

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日の

場合は、当該日の直後の開庁日とする。 

４ 低入札価格調査対象工事は、前項の開札日を低入札価格調査完了日と読

み替えるものとする。 

５ 疑義申立期間を過ぎたときは、疑義を申し立てることはできない。 

６ 落札候補者がある場合で、疑義申立てがなく疑義申立期間を過ぎたとき

は、同期間終了時点で、落札候補者を落札者として決定する。 

７ 第１項の規定による疑義申立てをできる者は、当該対象工事の入札参加

者のうち、設計書の公表申請書（別記第１号様式）にて申請したものに限

る。ただし、当該入札を辞退した者及び棄権等により入札額を提示しなか

った者は、疑義申立てを行うことができない。 

８ 前項の規定による疑義申立てで、積算の誤りが判明した場合の対応は、

当該入札を無効とし、次の各号により定めるところによる。 
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 ⑴ 第３条第１号及び同条第２号イで落札候補者がある場合 改めて入札

を執行する。 

 ⑵ 第３条第２号ア及び同号イで落札候補者がない場合 有効金額の提示

があったことが判明した場合は、そのうち最低の価格をもって入札した

者を、落札者と決定する。 

９ 前項の規定にかかわらず、積算の誤りがなかった場合又は軽微の場合の

対応は、次の各号により定めるところによる。 

 ⑴ 落札候補者に変更がない場合 落札候補者を落札者と決定する。 

 ⑵ 入札額が予定価格の範囲内にない場合 入札参加資格格付け要件を見

直したうえで、速やかに次回の入札手続きをとるものとする。 

（契約締結後の対応） 

第６条 市長は、発注工事の入札による契約を締結した後に積算の誤りがあ

り、当該落札決定に誤りがあることが判明した場合は、契約を締結した相

手方と協議し、当該契約を解除できるものとする。ただし、当該契約の履

行状況により、解除し難い場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、当該相手方に損害を及

ぼしたときは、市長は、その損害を賠償しなければならない。 

  

   附則 

 この要領は平成２３年５月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は平成２３年１０月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は平成２３年１２月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は平成２４年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は平成３０年４月１日から実施する。 

   附則 

 この要領は令和２年４月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は令和４年４月１日から施行する。 
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附則 

 この要領は令和７年４月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第５条関係） 

 年  月  日 

 

柏崎市長      様 

 

      所在地 

      会社名 

      代表者 

      担当者 

      連絡先 

      E-mail 

 

設 計 書 の 公 表 申 請 書 

 

 下記のとおり発注工事の設計書の公表を申請します。 

 

記 

１ 発注工事 

 ⑴ 工事番号  

⑵ 工事名 

 

２ 開札日 

    年  月  日 

 

３ 対象工事 

  次のうち該当するものの番号を○で囲んでください。 

 ⑴ 予定価格２,３００万円以上の全ての工事 

 ⑵ 入札参加者全員が予定価格に達せず不調となったもの（予定価格２００万円超） 

 ⑶ 最低制限価格未満又は低入札価格調査基準価格未満の入札者が複数となったも

の（予定価格２００万円超） 

 

４ 添付書類 

  自社で作成した設計書（工事内訳明細書まで） 

 

５ 申請理由 

  対象工事の積算等について、発注者の積算内容の確認のため  

186



別記第２号様式（第５条関係） 

  年  月  日 

 

柏崎市長      様 

 

      所在地 

      会社名 

      代表者 

      担当者 

      連絡先 

      E-mail 

 

疑  義  申  立  書 

 

 下記のとおり発注工事の入札に係る積算等について、疑義申立てをします。 

記 

工 事 番 号  

工 事 名  

開 札 日  

疑義内容（市の積算等に疑義がある具体的な代価等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 疑義申立期間内にこの疑義申立書を電子メール又は持参にて提出してください。その際、

具体的な代価等の積算や資料を添付してください。 

   ※ 単に「自分が想定した予定価格と合わない。」等は、疑義の対象としません。 

注２ 疑義申立期間を過ぎた場合は、疑義申立てができません。  
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別記第２号様式（第５条関係） 

年   月   日 

 

柏崎市長      様 

 

      所在地 

      会社名 

      代表者 

      担当者 

      連絡先 

      E-mail 

 

疑  義  申  立  書 

 

 下記のとおり発注工事の入札に係る積算等について、疑義申立てをします。 

記 

工 事 番 号  

工 事 名  

開 札 日  

疑義内容（市の積算等に疑義がある具体的な代価等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 疑義申立期間内にこの疑義申立書を電子メール又は持参にて提出してください。その際、

具体的な代価等の積算や資料を添付してください。 

   ※ 単に「自分が想定した予定価格と合わない。」等は、疑義の対象としません。 

注２ 疑義申立期間を過ぎた場合は、疑義申立てができません。 

記入例 

会社印と代表者印は不要ですが、

申請担当者の連絡先（電話番号と

電子メールアドレス）を記入して

ください。 

疑義申立書の申請を提出される際は、電話にて

第一報をお願いいたします。 
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柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する取扱いについて 

 

令和７年(２０２５年)４月１日 

                      柏崎市財務部契約検査課  

 

柏崎市は、入札事務の透明性・公平性をより高めるため、「柏崎市入札閲覧

設計書に関する質問回答等取扱要領」に基づく開札前の質問受付けに加え、

平成２３年５月１日から財務部契約検査課で執行する工事入札において、開

札後に積算内容の疑義申立てを受付ける取扱い（柏崎市発注工事の疑義申立

てに関する事務取扱要領）を定めました。その内容及び対応方法については

次のとおりです。 

 

１ 入札前の質問提出 

 ⑴ 対象工事 

   契約検査課で入札事務を行う予定価格２００万円超の発注工事 

 ⑵ 質問の提出期間 

   入札日の５日前（入札日を含みます。）の午後５時まで 

   この期間を過ぎた質問提出は受け付けしません。 

 ⑶ 質問の提出方法 

   質問の提出期間内に「柏崎市入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱

要領 別記第１号様式（入札閲覧設計書に関する質問書）」を記入の上、

メールにて契約検査課（kensa@city.kashiwazaki.lg.jp）あてに送信し

てください。 

 ⑷ 質問があった場合の対応 

  ア 質問があったこと及びその取扱いの通知 

入札日の３日前（入札日を含みます。）までに、メールにより入札参

加申請者又は指名業者の全員に質問があったこと及びその取扱いにつ

いて通知します。（質問がない場合は通知しません。） 

  イ 積算誤り等に関連する質問に対する対応 

  （ア）積算誤り等がなかったとき  

予定通り入札を執行する旨を通知します。 

  （イ）積算誤り等があったことが判明したとき  
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    ａ そのまま入札を執行する場合 

積算誤り等訂正後の予定価格が、発注標準である工事種類別ラ

ンクに変動がない等軽微な誤りの場合は、予定どおり入札を実施

します。 

この場合、入札参加申請者又は指名業者の全員に積算等の訂正

前後の内容を示し、訂正前の内容で入札を行い、契約締結後速や

かに変更契約をする旨を通知します。 

    ｂ 入札を中止する場合 

      a 以外のときは、入札を中止します。 

２ 開札後の疑義申立て 

 ⑴ 疑義申立て対象工事 

   契約検査課で入札事務を行う予定価格２００万円超の発注工事で、次

のいずれかの要件を満たすもの（ただし、総合評価方式による工事入札

は除きます。） 

ア 予定価格２，３００万円以上の全ての発注工事（この場合、予め入札

公告又は指名通知書の中で、開札後に疑義申立てができる対象工事で

あることを明示します。） 

イ 入札参加者全員が予定価格に達せず不調となったもの 

  ウ 最低制限価格未満又は低入札価格調査基準価格未満の入札者が複数

となったもの 

  ⑵ 開札後の対応 

   ２⑴の対象工事となった場合は、発注工事の積算内容を精査する必要

があることから、２⑴のア～ウの別に、それぞれ次のように対応します。 

ア 予定価格２，３００万円以上の全ての発注工事 

開札後直ちに落札決定をせず、有効な入札額のうち最低価格を提示

した入札者を落札候補者とし、疑義申立期間中は落札決定を保留する

ものとして、次のように取扱います。 

（ア）疑義申立期間内に疑義申立てがなかった場合 同期間終了時点で

落札候補者を落札決定者とし、通常の契約日※で契約を締結します。 

（イ）疑義申立期間内に疑義申立てがあり、積算内容の確認及び落札の

決定が通常の契約日を経過した場合 決定のあった日付で契約を

締結します。 
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   ※通常の契約日とは、「入札日の翌日から起算して３日後（土日・

祝祭日を除く）」とします。 

  イ 入札参加者全員が予定価格に達せず不調となったもの 

    入札参加者全員から、提出のあった工事費の内訳明細書により、発

注工事の積算内訳と比較調査します。 

  ウ 最低制限価格未満又は低入札価格調査基準価格未満の入札者が複数

となったもの 

  （ア）落札候補者がある場合 ２⑵アと同様に対応します。 

  （イ）落札候補者がない場合 ２⑵イと同様に対応します。 

⑶ 疑義申立期間 

   開札日の翌日の午前９時から翌々日の午後３時までとします（開札日

の翌日又は翌々日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休

日の場合は、当該日の直後の開庁日）。この期間を過ぎた疑義申立ては受け

付けしません。なお、低入札価格調査対象工事は、開札日を低入札価格

調査完了日と読み替えます。 

⑷ 疑義申立てができる者 

   対象工事の入札参加者のうち、２⑸アにより設計書の公表申請をした

者（辞退、棄権等入札額を提示しなかった者を除く）に限ります。 

 ⑸ 疑義申立ての手順・方法 

   疑義申立てを行うには、「設計書の公表申請書」、「疑義申立書」の提出

が必要となります。 

ア 設計書の公表申請書 

    ２⑴の対象工事の入札参加者に対しては、公文書公開請求に基づか

ず発注工事の設計書（本工事内訳書まで）を契約検査課にて公表しま

す。 

    「柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する事務取扱要領 別記第

１号様式（設計書の公表申請書）」及び自社が作成した工事費内訳明細

書（市の設計書に内訳を記入したもの）を提出してください。 

イ 疑義申立書 

    疑義申立期間内に「柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する事務

取扱要領 別記第２号様式（疑義申立書）」に疑義の具体的内容を記入

の上、契約検査課にメール及び紙により提出してください。 
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⑹ 疑義申立てがあった場合の対応 

  ア 積算誤り等がなかったとき  

    落札候補者がある場合は、落札者の決定を行い、落札候補者がない

場合は、入札参加資格格付け要件を見直したうえで、改めて入札を行うも

のとします。 

  イ 積算誤り等があったことが判明したとき  

    申立者及び入札参加者に積算誤りの内容、及び次の（ア）又は（イ）

により決定した入札の有効・無効について通知します。 

（ア）入札を有効とする場合 

当初の積算額と積算誤り補正後の額の差がわずかで、入札の公平

性が損なわれていないことが明らかで、落札候補者の変更が生じな

い場合、又は、当初の入札額が、補正後の「予定価格の範囲内の有

効な入札額」とならない場合は、当該入札を有効とし、２⑹アの落

札候補者がない場合と同様に対応します。 

     このとき、落札候補者がある場合は、原則として契約は落札金額

で締結し、速やかに積算誤りを補正して設計し直した額に落札率を

乗じて得た額で変更契約を締結します。 

（イ） 入札を無効とする場合 

積算誤りが原因で落札候補者に変更が生じる場合、又は、当初の

入札額が、補正後の「予定価格の範囲内の有効な入札額」となる場

合は、当該入札を無効とします。 

このため、落札候補者がある場合は、落札者として決定はせず、

２⑹ウの方法により改めて入札を行うものとします。また、落札候補者

がない場合においては、当初の入札額が、補正後の「予定価格の範

囲内の有効な入札額」となるときは、この提示のあった入札額を有

効とし、このうち最低の価格をもって入札した者を落札者として決

定します。 

ウ 再度の公告等及び入札執行 

    積算誤りにより入札が無効となった工事については、次により再度の

公告又は指名通知を行い、入札を執行することとします。 

（ア）設計の見直し 

再度の公告又は指名通知、及び入札の執行に当たっては、設計を
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見直し、内容を一部変更します。 

（イ）入札執行の方法 

無効とした入札の再度の入札公告又は指名通知においては、「無効

とした入札の参加資格又は指名資格の要件を満たし、かつ、入札書

を提出した者であること」を参加条件とする制限付一般競争入札又

は指名競争入札とします。 

なお、この場合の見積期間は、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）及び柏崎市財務規則（平成１６年規則第５号）で認める範囲

で短縮することがあります。 

 ⑺ 疑義申立てがなかった場合の対応 

  ア 積算誤りが確認されなかった場合 

    ２⑹アと同様に対応します。 

  イ 積算誤りが確認された場合 

    ２⑹イ及びウと同様に対応します。 

３ 契約締結後について 

  契約を締結した後に積算誤りがあり、当該落札決定に誤りがあることが

判明した場合は、相手方と協議し、当該契約を解除します。 

ただし、当該契約の履行状況により、解除し難い場合は、この限りであ

りません。 
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柏崎市上下水道局発注工事の積算 

疑義申立てに関する事務取扱要領 

 

                   平成２３年５月１日 伺定 

最終改正 平成３０年３月１日 伺定 

 

柏崎市上下水道局が発注する工事の入札執行に当たり、積算に疑義が生じ

た場合の事務の取扱いに関しては、柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関す

る事務取扱要領（平成２３年５月１日伺定）の例による。 

 

附  則 

この要領は、平成３０年４月１日から適用する。 
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柏崎市総合評価方式試行要領 

 

平成２０年５月７日 伺定 

最終改正 令和６年１月２３日 伺定 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、柏崎市が発注する建設工事において、工事の品質確保を目

的として、価格に加えて入札参加資格者の技術力を総合的に評価して落札

者を決定する方式（以下「総合評価方式」という。）に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

第２ 定義 

総合評価方式とは、価格のほかに価格以外の技術的な要素を評価の対象

に加え、品質や施工方法等を総合的に評価し、価格と品質の両面から最も

優れたものをもって申し込みした者を落札者とする方式をいう。  

第３ 型式 

 総合評価方式は、当該工事の難易度や規模等に応じて、次に掲げる型式

に区分するものとする。 

１ 簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するため、

簡易な施工計画や同種･類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と

価格とを総合的に評価するものであり、当該工事の内容により次の二つ

に分類するものとする。 

⑴ 簡易（実績型） 

比較的小規模で、簡易な施工計画を求めず、同種･類似工事の経験、

工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの  

⑵ 簡易（提案型） 

簡易な施工計画（提案）や同種･類似工事の経験、工事成績等に基づ

き技術力と価格とを総合的に評価するもの 

２ 標準型 

技術的な工夫の余地が大きい工事で、市が求める工事内容を実現する

ための施工上の技術提案を求める場合において、安全対策、交通･環境

への影響、工期の縮減等の観点から技術提案を求め、技術提案に係る具
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体的な施工計画や同種･類似工事の経験、工事成績等と併せ、技術力と

価格とを総合的に評価するもの 

３ 高度技術提案型 

技術的な工夫の余地が大きい工事で、構造物の品質の向上を図るため

の高度な技術提案を求める場合において、強度、耐久性、維持管理の容

易さ、環境の改善への寄与、景観との調和、ライフサイクルコスト等の

観点から高度な技術提案を求め、技術提案にかかわる具体的な施工計画

や同種･類似工事の経験、工事成績等と併せ、技術力と価格とを総合的

に評価するもの 

第４ 学識経験者への意見聴取 

 市長は、地方自治法施行令の定めによる段階において、学識経験を有す

る２人以上の者の意見をあらかじめ聴かなければならない。  

第５ 工事の選定、評価項目及び評価基準の決定 

１ 総合評価方式による工事は、次に掲げる基準により選定するものとす

る。 

⑴ 簡易型を適用する工事 

第３の１によることを柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委

員会（以下「委員会」という。）が適当と認める工事  

⑵ 標準型又は高度技術提案型を適用する工事 

次の一に該当する工事で、第３の２又は３によることを委員会が適

当と認める工事 

ア 総合的なコスト縮減に関する技術提案 

入札者の提示する性能、機能、技術等（以下「性能等」という。）

によって、工事に関連して生ずる補償費や維持更新費を含むライフ

サイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生ず

ると認められる工事 

イ 社会的要請への対応に関する技術提案 

環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサ

イクル対策等社会的要請への対応を必要とする工事であって、入札

者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて対策の達成

度に相当程度の差異が生ずると認められる工事  

ウ 工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案  
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入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて、工

事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能、機能に相

当程度の差異が生ずると認められる工事 

エ その他標準型又は高度技術提案型に適すると認められる工事  

２ 価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準については、簡易型

及び標準型又は高度技術提案型を適用する工事について、それぞれ柏崎

市総合評価方式試行要領の運用基準（以下「運用基準」という。）によ

り決定するものとする。 

３ 市長は、価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準の決定にあ

たり、学識経験者の意見を聴くものとする。併せて、当該評価項目及び

評価基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴

く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く

必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようと

するときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。  

第６ 施工能力の審査及び価格以外の技術的な要素の評価  

１ 施工能力の審査及び価格以外の技術的な要素の評価については、簡易

型及び標準型又は高度技術提案型についてそれぞれ以下の資料により

行うものとする。 

⑴ 簡易型 

ア 「企業の技術力･地域性確認資料」 

イ 「配置予定技術者の能力確認資料」 

ウ 施工上の課題に対する技術的所見を記した「簡易な施工計画」  

簡易（実績）型については、上記ア及びイ、簡易（提案）型につ

いては、上記アからウまでの資料に基づき行う。  

（上記アからウまでについては、以下「技術資料」という。）  

⑵ 標準型又は高度技術提案型 

ア 前号の技術資料のうち、ア及びイの資料 

イ 発注者が標準として示した図面及び仕様書等（以下「標準案」と

いう。）の内容について、標準案と同等又は優れた技術提案及び当該

技術提案に係る具体的な施工計画を記した「技術提案書」  

（上記②については、以下「技術提案」という。）  

２ 前項に規定する資料（技術資料及び技術提案）の様式については、別
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途運用基準で定めるものとする。 

第７ 技術資料及び技術提案の提出依頼 

１ 総合評価方式を行おうとする場合、市長は、入札参加希望者又は指名

業者（以下「入札参加希望者等」という。）に次に掲げる方法により技

術資料及び技術提案の提出を求めるものとする。  

⑴ 制限付一般競争入札及び公募型指名競争入札の場合 

   入札公告等による。 

 ⑵ 指名競争入札の場合 

   指名通知書による。 

２ 前項の場合において、市長は以下の事項を明示するものとする。  

 ⑴ 当該工事が総合評価方式の対象工事であること  

 ⑵ 価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準  

 ⑶ 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

 ⑷ 技術資料及び技術提案の作成並びに提出方法  

 ⑸ 技術資料及び技術提案が履行できなかった場合の措置  

 ⑹ その他の入札参加条件、無効条件等の総合評価方式を行う上での必

要な事項 

第８ 技術資料及び技術提案の評価 

１ 市長は、提出された技術資料及び技術提案に基づき、各評価項目を

点数化し評価を行うものとする。ただし、高度技術提案型について

は、必要に応じ、別途委員会等を設け評価を行うものとする。  

２ 前項の評価を行う場合においては、必要に応じ、入札参加希望者等

に対してヒアリングを実施するものとする。  

３ ヒアリングは、市長が関係者の出席を求めて実施するものとする。  

４ 各評価項目を点数化した得点の合計値（以下「加算点」という。）が

零点に満たない場合、技術資料の提出がない場合及び簡易な施工計画

や技術提案の内容が不適正な場合は、入札を無効とする。  

５ 市長は、次に掲げるとおり学識経験者の意見を聴くものとする。 

⑴ 簡易な施工計画の評価結果は、学識経験者から意見を聴く必要があ

るとの意見が述べられた場合には、学識経験者の意見を聴くものと

する。 

⑵ 技術提案の評価結果は、学識経験者の意見を聴くものとする。 
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第９ 技術提案の改善 

１ 市長は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提

案となる場合や一部の不備を解決できる場合は、技術提案において、提

案者に当該技術提案の改善を求め又は改善を提案する機会を与えるこ

とができるものとする。 

２ 前項の場合、市長は、透明性、公正性の確保のため、技術提案の改善

にかかわる過程について、その概要を速やかに公表するものとする。  

第１０ 高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の設計額  

１ 市長は、新技術及び特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を

含む技術提案を求めた場合には、経済性に配慮しつつ各々の提案とそれ

に要する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提案を採用できるよ

う設計額を作成することができる。 

２ 前項の場合、当該技術提案の審査に当たり学識経験者の意見を聴くも

のとする。 

第１１ 入札の実施 

１ 入札参加者は、提出した簡易な施工計画又は技術提案の内容に基づく

入札を行うものとする。 

２ 低入札調査基準価格を下回る額で入札を行った者は、過去の工事成績

により必要に応じ、加算点の減点を行うものとする。  

３ 前項の減点により加算点が零点に満たなくなった場合は、当該者の入

札を無効とするものとする。 

第１２ 総合評価の方法 

１ 総合評価の方法は、価格以外の技術的な要素を価格で除した値（以下

「評価値」という。）を比較する除算方式によるものとする。  

２ 除算方式による評価値は、標準点（１００点）に技術資料及び技術提

案に係る加算点を加えて技術評価点を入札金額で除して求めるものと

する。 

 【除算方式】 評価値＝技術評価点／入札金額×予定価格 

＝（標準点＋加算点）／入札金額×予定価格 

第１３ 落札者の決定 

１ 総合評価方式における落札者は、入札金額が予定価格の制限の範囲内

にある者のうち、第１２の方法によって得られた評価値が最も高い者と
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する。 

２ 評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札者を

決定するものとする。 

３ 市長は、総合評価方式に関する評価調書により評価の経過等を明らか

にしておくものとする。 

４ 前項に規定する評価調書の様式については、別途運用基準で定めるも

のとする。 

第１４ 技術資料及び技術提案等の担保 

 提出された技術資料及び技術提案の担保として、その内容が満足できな

かった場合に､簡易型及び標準型又は高度技術提案型を適用する工事につ

いて、それぞれ次に掲げる措置を講じるものとする。  

⑴ 簡易型を適用する工事 

① 簡易（実績型） 

    提出された技術資料の内容が、受注者の責により履行できなかっ

た場合は、工事成績評点を減ずるものとする。  

② 簡易（提案型） 

    提出された技術資料の内容が、受注者の責により履行できなかっ

た場合は、工事成績評点を減ずるものとする。  

 ⑵ 標準型又は高度技術提案型を適用する工事 

提出された技術資料の内容が、受注者の責により履行できなかった

場合は、工事成績評定点を減ずるものとする。 

提出された技術提案が、受注者の責により履行できなかった場合で、

再度の施工が困難あるいは合理的ではない場合は、工事成績評定点を

減ずる措置を行い、併せて違約金の請求を行うものとする。この場合、

損害賠償の請求を妨げないものとする。 

第１５ 技術提案等の秘密の保持 

 提出された簡易な施工計画及び技術提案については、入札参加希望者等

の技術的財産であるため、公表しないものとする。  

第１６ 技術提案内容の使用 

 技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用

されている状態となった場合、提案者に通知することなく柏崎市が発注す

る工事に無償で使用できるものとする。 
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ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りで

はない。 

第１７ 書類等の作成費用 

 入札参加希望者等が技術資料及び技術提案書の作成に要した一切の費

用は、入札参加希望者の負担とする。 

第１８ 評価結果の公表 

１ 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、速や

かに次に掲げる事項を公表する。 

⑴ 入札参加者名 

⑵ 各入札参加者の入札金額 

⑶ 各入札参加者の技術評価点 

⑷ 各入札参加者の評価値 

⑸ 総合評価方式を適用した理由 

２ 技術資料及び技術提案を提出した後に辞退した者及び入札しなかっ

た者の前項⑶は公表しないものとする。 

３ 入札が不調となった場合は、第１項⑴⑵⑸を公表する。 

第１９ 非落札理由の説明 

１  総合評価方式による入札における非落札者は、入札結果に疑義があ

るときは落札者決定日から起算して１４日以内（行政機関の休日に関す

る法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項各号に規定する行政機

関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）に書面により非落札理

由について発注者に説明を求めることができる。 

２  発注者は非落札理由の説明を求められたときは、 受理した翌日から

起算して１４日以内（休日を含まない。）に書面により回答するものと

する。 

第２０ その他 

 この要領に定めない事項及びこれにより難い事項については、必要に応

じて別に定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成２０年５月７日から施行する。 

この要領は、平成２６年５月２６日から施行する。 

この要領は、平成３０年４月一日から施行する。 
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この要領は、令和２年（２０２０年）４月１日から施行する。 

この要領は、令和５年（２０２３年）４月１日から施行する。 

この要領は、令和６年（２０２４年）４月１日から施行する。 
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柏崎市総合評価方式試行要領の運用基準 

 

平成２０年５月７日 伺定 

 最終改正 令和６年１月２３日 伺定 

 

第１ 趣旨 

 この基準は、柏崎市総合評価方式試行要領（以下「試行要領」という。）

に定めるもののほか、柏崎市が発注する建設工事における総合評価方式の

運用に関し、必要な事項を定める。 

第２ 工事の選定の目安 

 総合評価方式による工事は、試行要領第５の１の基準と併せ、それぞれ

次の工事金額（設計額）の範囲を目安に選定するものとする。 

１ 簡易型 

⑴ 簡易（実績）型  概ね１０，０００千円以上の工事 

⑵ 簡易（提案）型  概ね３０，０００千円以上の工事 

２ 標準型又は高度技術提案型 

  概ね１００，０００千円以上の工事 

第３ 加算点、評価項目及び評価基準 

１ 加算点の上限は、簡易（実績）型は２５点、簡易（提案）型は 30 点、

標準型又は高度技術提案型は３６点を標準とするものとする。 

２ 評価項目及び評価基準については、次の⑴、⑵及び別紙「評価項目及

び評価基準の細目等」によるものとする。 

⑴ 簡易型を適用する工事 

   簡易（実績）型の場合は別表１、簡易（提案）型の場合は別表２の

評価項目及び評価基準を標準とするものとする。 

 ⑵ 標準型及び高度技術提案型を適用する工事 

   別表３の評価項目及び評価基準を標準とするものとする。 

３ 前項の評価項目及び評価基準に基づいて点数化した得点（以下「評点」

という。）の合計値を加算点とするものとする。ただし、低入札価格調査

基準価格を下回る額で入札を行った者で、柏崎市発注工事における過去

１年間に完成した工事の工事成績評定点のうち最低の工事成績評定点が

６５点未満の場合は加算点から５点を減じるものとする。 
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４ 市長は、加算点の上限、評価項目及び評価基準について、工事の難易

度や重要度等に応じて変更できるものとする。 

 

第４ 技術資料及び技術提案の提出様式 

１ 入札参加希望者等に提出を求める技術資料及び技術提案の様式は、次

によるものとする。 

 ⑴ 技術資料 

ア 企業の技術力・地域性確認資料  第１号様式 

  イ 配置予定技術者の能力確認資料  第１号様式 

ウ 簡易な施工計画      第２号様式 

 ⑵ 技術提案 

技術提案書             第３号様式 

２ 簡易型及び標準型又は高度技術提案型について、それぞれ次の様式（前

項に定める様式）の提出を入札参加希望者等に求めるものとする。 

 ⑴ 簡易型 

  ア 簡易（実績）型  第１号様式 

 イ 簡易（提案）型  第１号様式から第２号様式まで 

 ⑵ 標準型又は高度技術提案型 

第１号様式、第２号様式及び第３号様式 

第５ 技術資料及び技術提案の評価方法 

１ 技術資料及び技術提案の評価者は、次のとおりとする。 

評価資料 評価者 

企業の技術力・地域性確認資料 

配置予定技術者の能力確認資料 
契約検査課長 

簡易な施工計画 

技術提案書 

所管部長、課長、課長代理又は

係長 

２ 簡易な施工計画及び技術提案書の評価については、評価者３者が入札

参加希望者等名を伏せてそれぞれ個別に行い、評価者の評価の平均をも

って評点を算定（小数点以下第３位四捨五入２位止）するものとする。 

３ 前項以外の評価については、評価者が各評価項目の評点を算定（小数

点以下第３位四捨五入２位止）するものとする。 

 なお、評価の確認資料の提出の求めは、開札後に落札候補者のみ行う。 
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第６ 落札者決定の際の評価値 

１ 標準点（１００点）に加算点を加えた技術評価点を入札金額で除す除

算方式により得られた値を評価値とするが、落札者決定の際には、便宜

上評価値に予定価格を乗じた値（小数点以下第４位四捨五入３位止）を

評価値として取り扱うものとする。 

落札者決定の際の評価値＝技術評価点／入札金額×予定価格 

＝（標準点＋加算点）／入札金額×定数×予定価格 

２ 入札金額が低入札価格調査基準価格を下回った場合は、低入札価格調

査基準価格で評価値を算出する。 

⑴ 入札金額≧低入札価格調査基準価格の場合、入札金額＝入札金額  

⑵ 入札金額＜低入札価格調査基準価格の場合、入札金額＝低入札価格

調査基準価格 

第７ 評価経過等の記録様式 

 評価の経過及び結果等は、次の様式及び落札候補者の評価の確認資料に

より明らかにしておくものとする。 

１ 総合評価方式に関する評価調書  第４号様式 

２ 「技術資料評価表」       第５号様式 

３ 「施工計画等評価集計表」    第６号様式 

４ 「施工計画等評価表」      第７号様式 

５ 「総合評価試行工事概要書」   第８号様式 

６ 「履行確認票」         第９号様式 

第８ 技術提案等に係る設計変更 

 簡易（提案）型における簡易な施工計画、標準型における技術提案の記

載内容に基づく設計変更は、原則として行わないものとする。 

第９ 技術資料及び技術提案等の履行確認 

監督員は、次に掲げる事項について、受注者の技術資料及び技術提案を

確認し、「履行確認票」（第９号様式）に記録しなければならない。 

１ 配置予定技術者 

２ 地域調達 

３ 簡易な施工計画 

４ 技術提案 

第１０ 評価項目の履行確認方法 
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１ 配置予定技術者は、監督員が工事着手届、施工計画書、施工体制台

帳、資格を証明する書類の写し、同種工事に係る契約書等の写し、及び

現場監督業務のなかで確認を行うものとする。 

 なお、真にやむを得ない場合等により、配置予定技術者を変更した場

合は、当該工事の技術資料の提出期限時点における変更後の技術者の能

力で確認を行うものとする。 

２ 地域調達の履行確認は、監督員が施工計画書、工事外注計画書、施工

体制台帳及び下請企業との契約書、注文書、請書及び現場監督業務のな

かで行うものとする。 

３ 簡易な施工計画及び技術提案の内容の履行確認は、監督員が施工計画

書及び現場監督業務の中で行うものとする。 

４ 前項の確認において、不履行を確認した場合は、速やかに当該工事の

評価者及び担当係長又は課長代理に報告を行うものとする。 

第１１ 技術提案等の担保（ペナルティー）の算定 

配置予定技術者、地域調達、簡易な施工計画及び技術提案について、提

出された技術資料及び技術提案の内容が履行できない場合の措置は、それ

ぞれ次により算定し行うものとする。 

１ 配置予定技術者 

配置予定技術者が配置できなかった場合の措置は、請負工事成績評定

実施要領の考査項目「総合評価履行確認」にて８点の工事成績評定点の

減点を行う。ただし、真にやむを得ない場合等により、配置予定技術者

の評価と同等以上の技術者を配置した場合は、減点を行わない。 

２ 地域調達 

地域調達が、受注者の責により履行できなかった場合の措置は、請負

工事成績評定実施要領の考査項目「総合評価履行確認」にて８点の工事

成績評定点の減点を行う。 

３ 簡易な施工計画 

簡易（提案型）にあっては、簡易な施工計画に記載された内容が、受

注者の責により履行できなかった場合は、これに係る評点を０点として

加算点の再計算を行い、落札時の加算点との差に応じた工事成績評定点

の減点を請負工事成績評定実施要領の考査項目「総合評価履行確認」に

て行う。 
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減点値＝ ８点×（α－β）／ α （小数点以下第１位四捨五入整

数止） 

α：簡易な施工計画の当初の技術評価点（点） 

β：簡易な施工計画の達成度合いに応じて再計算した技術評価

点（点） 

※８点：請負工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の

文書注意相当 

４ 技術提案 

技術評価型又は高度技術提案型にあっては、技術提案が受注者の責に

より履行できなかった場合で、再度の施工が困難あるいは合理的ではな

い場合は、工事成績評定点を減ずる措置を請負工事成績評定実施要領の

考査項目「総合評価履行確認」にて行い、併せて違約金の請求を行うも

のとする。この場合、損害賠償の請求を妨げないものとする。 

⑴ 工事成績評定点の減点 

技術提案の達成度合いに応じた加算点の再計算を行い、提案項目の

不履行として、落札時の加算点との差に応じた工事成績評定点の減点

を請負工事成績評定実施要領の考査項目「総合評価履行確認」にて行

う。 

減点値＝ ８ ×（α－β）／ α （小数点以下第１位四捨五入整数止） 

α：技術提案の当初の技術評価点（点） 

β：技術提案の達成度合いに応じて再計算した技術評価点（点） 

※８点：請負工事成績評定実施要領の考査項目「法令遵守等」の文書

注意相当 

⑵ 違約金の請求 

技術提案の達成度合いに応じた加算点の再計算を行い、提案項目の

不履行として、落札時の評価値との差に応じた金額を違約金として請

求するものとする。 

Ｃ’＝｛１－（１００＋β）／（１００＋α）｝×Ｃ（小数点以下切

捨て整数止） 

Ｃ：当初の契約金額（円） 

Ｃ’：達成度合いに応じた違約金（円） 

α：技術提案の当初の技術評価点（点） 
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β：技術提案の達成度合いに応じて再計算した技術評価点（点） 

第１２ 非落札理由の説明に関する様式 

試行要領第１９に規定する説明を求める場合は「非落札理由請求書」（第

１０号様式）を提出するものとし、その回答については「非落札理由回答

書」（第１１号様式）により行うものとする。 
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別紙  評価項目及び評価基準の細目等 

１ 評価項目及び評価基準の細目 

 ⑴ 「同種工事の実績」の同種・ 類似工事の範囲については、工事内

容等から「○○工・○○ｍ以上・○○工法であること」等と定めるも

のとする。  

 ⑵ 「同種工事の実績」の同種工事の実績の対象工事は、技術資料等の

提出期限日までに完了した工事とする。 

 ⑶ 共同企業体の工事成績は評価項目の「工事成績」の対象としない。 

 ⑷ 「工事成績」の平均点は、 「小数点以下第３位切り捨て２位止」と

して評点を判定する。 また、 平均点が７０点以上８０点未満の場合

の評点は、 別表１の算定式により求め、 「小数点以下第３位四捨五

入２位止」とする。 

 ⑸ 「配置予定技術者の能力」に係る評点は、配置予定技術者を ２人ま

で記入できる。 

配置予定技術者が複数の場合、最も低い評価(これに係る評点の和

が最低)となる者とする。 

 ⑹ 「技術者の能力」については、保有資格要件が入札参加条件と一致

する場合は、評価項目（評価対象）としないことができるものとする。

また、工事の種類や内容等に応じて、保有資格要件は別に定めること

ができるものとする。 

 ⑺ 配置予定技術者の実績における従事役職の範囲については、 「主任

技術者、監理技術者、現場代理人、又は、工事実績情報システム(CORINS)

に登録されている担当技術者」とする。 

 ⑻ 「災害時における活動実績等」の対象工事は、技術資料等の提出期

限までに完了した柏崎市内における工事とする。 

ア 土木工事の場合 

（ア）  評価の対象とするもの 

ａ 緊急性を要し指示書等で対応した活動 

暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる

災害時（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による災害の成

立は問わない。）の公共土木施設の応急工事、点検、パトロールな

ど、緊急的に対応したもの 

209



（イ）  評価の対象外となるのもの 

ａ 自主的な災害貢献活動 

ｂ 通常の契約等を行った災害復旧工事（応急工事を除く） 

イ 建築・管・電気工事の場合 

（ア） 評価の対象とするもの 

ａ 緊急性を要し指示書等で対応した活動 

ｂ 災害発生直後の点検、被害状況調査（公共建築物又は電力・水

道・ガスの点検、被害状況調査） 

ｃ 災害発生直後の応急工事（公共建築物の応急復旧工事、応急仮

設住宅の建設、電力・水道・ガスの応急復旧工事） 

（イ）  評価の対象外となるのもの 

ａ 自主的な災害貢献活動 

ｂ 災害採択後の災害復旧工事（応急工事を除く） 

⑼ 「災害時における活動実績等」の災害協定とは、柏崎市内において技

術資料提出期限現在有効な協定とする。（１社が単独で締結している災害

協定を含む。） 

⑽ 「維持管理実績」は、技術資料等の提出期限までに完了したものとし、

柏崎市内における以下のものをいう。 

ア 土木工事の場合 

（ア）  評価の対象とするもの 

ａ 通常の道路除雪作業 

ｂ 単価契約等による日常的な維持管理活動（道路や河川等の修繕

(補修)、除草等、点検、休日パトロール等） 

ｃ 指示書等による緊急的な維持管理活動（道路や河川等の修繕

(補修)等） 

（イ）  評価の対象外となるのもの 

通常の契約等を行った維持補修（修繕）工事 

イ 建築・管・電気工事の場合 

（ア）  評価の対象とするもの 

ａ 緊急時における修繕(補修)実績（漏水や設備故障等の緊急時に

おける修繕(補修)で、指示書等(施設管理者の証明書を含む。)で

対応した活動） 
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ｂ 維持修繕(補修)実績（維持管理のために行う修繕(補修)等の活

動） 

（イ）  評価の対象外となるのもの 

通常の契約等を行った維持補修（修繕）工事 

⑾ 「消防団協力事業所」とは、柏崎市消防団協力事業所表示制度実施要

綱（平成 20 年６月 20 日消防本部告示第１号）の規定により、柏崎市長

が消防団活動に協力する事業所として認定された事業所とする。 

⑿ 「ボランティア活動」とは、「災害ボランティア」、「地域ボランティア」

に過去２ヵ年度に会社として１０名以上または正規社員の半数（最低３

名）以上のボランティア参加実績とする（第１２号様式）。 

ア 災害ボランティア（柏崎市外の活動を含む） 

災害により被災した地域の被災者や被災地に対する支援活動とする。 

イ 地域ボランティア 

（ア） 柏崎市内の公共・公益施設等における活動や市民・地域住民に

対して行う活動、あるいは社会福祉施設等への活動の場におい

て行う活動 

（イ） ボランティア活動は客観的に認められるもの（市町村・協会・

協議会の証明、新聞記事、社内報掲載記事、自治会長等の証明等

のあるもの）とする。 

（ウ） 会社の協賛・寄付行為や社員個人の活動は評価の対象としな

い。 

（エ） 工事契約により工事成績評定で評価される工事現場周辺のゴ

ミ拾いや美化活動等の活動は評価の対象としない。 

⒀ 「担い手育成・確保」は、ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共

同参画推進企業）を加点対象する。 

⒁ 「地域調達」については、請負金額に対して柏崎市内に本社（本店）

が所在する企業が施工する工事費総額の割合により評価を行う。 

ア 「割合（％）」＝「工事費総額（自社施工及び一次下請施工の和）」÷

「請負金額」 

イ 工事費総額は，市内に本社（本店）が所在する企業（自社施工及び一

次下請施工）の工事費の合計とする。 

「自社施工の工事費」＝「請負金額」－「下請総額」 
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⒂ 「簡易な施工計画」は、現場及び工事特性から特に確認すべき項目を

次の９項目から２項目を発注者が指定するものとする。ただし、工事規

模や内容に応じて１項目とすることができる。 

公告等には、評価項目の設定意図が分かるように記載する。 

例）道路交通管理、周辺住宅に配慮した環境対策、出水期の安全管理など 

①品質・出来形管理、②安全管理、③施工方法、④資材管理、⑤緊

急時の体制及び対応、⑥交通管理、⑦環境対策、⑧現場作業環境

の整備、⑨再生資源の利用促進 

⒃ 試行要領で規定する「簡易な施工計画」の不適正とは、次のいずれか

が認められた場合のことをいう。 

ア 配慮すべき項目とかけ離れている内容である。 

イ 記載のない項目がある。 

ウ 白紙である。 

エ その他明らかに適正でない。 

⒄ 「技術提案」における施工上の課題は、工事内容等から個別工事ごと

に設定するものとする。 

⒅ 試行要領で規定する「技術提案」の不適正とは、次のいずれかが認め

られた場合のことをいう。 

ア 技術提案が標準案より劣る。 

イ 課題とかけ離れている内容である。 

ウ 白紙である。 

エ その他明らかに適正でない。 

⒆ 「簡易な施工計画」、「技術提案」に対する設計変更は原則行わない。 

⒇ オーバースペックの提案について 

総合評価方式においては、過度なコスト負担によるダンピングが下請

業者へしわ寄せとなることが懸念されることなどから、オーバースペッ

クの提案については、評価の対象としない。以下に示す目安で判断する。 

オーバースペックと判断される場合がある内容 

ア 要求水準に対し過剰な品質・性能・効果を実現するため、高価な材

料・施工方法等の使用により、過度なコスト負担を要する提案 

イ 設計図書等に明記された仕様・規格を変更する提案 

ウ 設計図書に反映して実施するべき追加調査など、通常設計変更で対
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応している提案 

エ 業者の任意性によるところ（工法、使用機種、仮設等）について、過

度なコスト負担を要する提案 

※現場条件、工事特性により、上記提案が必ずしもオーバースペックと

判断されるわけではない。（個別提案毎の判断となる。） 

(21) 共同企業体の評価基準の細目は以下の通りとする。なお、各評価項

目における共同企業体の取扱いについて、「出資比率が○○％以上の場合

のものとする、代表構成員のものとする」等と定める。 

ア 企業の技術力 

（ア） 同種工事の実績 

構成員のいずれかの実績を対象とする。（過去の共同企業体の

構成員としての実績は出資比率が○○％以上のものとする。） 

（イ） 優良工事表彰等 

構成員のいずれかの受賞を対象とする。 

（ウ） ＩＳＯ認証取得 

構成員のいずれかの認証取得を対象とする。 

イ 配置予定技術者の能力 

（ア） 技術者の能力 

代表構成員の配置予定技術者を対象とする。 

（イ） 同種工事の実績 

代表構成員の配置予定技術者を対象とする。 

ウ 地域貢献度 

（ア） 災害時における活動実績等 

構成員のいずれかの実績を対象とする。 

（イ） 維持管理実績 

構成員のいずれかの実績を対象とする。 

（ウ） 消防団への加入状況 

構成員のいずれかの実績を対象とする。 

（エ） ボランティア活動 

構成員のいずれかの実績を対象とする。 

（オ） ワーク・ライフ・バランスの推進 

構成員のいずれかの実績を対象とする。 
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エ 地域精通度 

実働拠点 

構成員のいずれかの本店を評価の対象とする。 

２ その他、工事の難易度や重要度等に応じて、評価項目及び評価基準を

変更できるものとする。 

３ 評価項目及び評価基準は、入札公告又は指名通知書等へ明示する。 

 

 

（第１－１号様式～第３号様式 省略） 
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別表１(運用基準　第３関係）

（土木用）

評価項目 評価内容 評価基準 配点 評点

【企業の技術力】

【配置予定技術者の能力】

その他

優良建設工事表
彰

過去５ヵ年度の柏崎市優良
建設工事表彰の有無

取得なし

１級施工管理技士、１級施工技士
又は技術士(工事を施工しうる国家
資格)

２ヵ年度以上の表彰あり

ISO等認証取得

主任（監理）技術者の保有
する資格

ISO9001、ISO14001又はエ
コアクション２１認証取得の
有無

技術者の能力

表彰あり

ISO9001に加えISO14001又はエコ
アクション２１を取得

表彰なし

国又は都道府県、かつ柏崎市の
発注工事の実績あり

国、都道府県、柏崎市のうち、いず
れかの発注工事の実績あり

0.0

1.0

1.5

２級施工管理技士又は2級施工技
士

ISO9001、ISO14001又はエコアク
ション２１のうち１種類を取得

6.00/6.00工事成績

実績なし

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（新潟県
内における国、県、柏崎市
の発注工事）

国、県、柏崎市のうち、いずれかの
発注工事の実績あり

6.0

-2.0

1.0

80点以上

1.0/1.0

0.0

6.00

～
0.00

3.0/3.0

0.0

1.0

0.5 1.0/1.0

総合評価方式　評価項目　（簡易（実績）型） 

柏崎市発注工事における過
去３ヵ年度の全工種工事成
績評定点の平均点

70点以上80点未満
評点＝6.00×（平均点－70）/10

同種工事の実績

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（国、都
道府県、柏崎市の発注工
事）

実績なし

0.5

0.0

1.0/1.0

65点以上70点未満又は実績なし

65点未満

1.0

0.0

1.0/1.0

0.5

3.0

同種工事の実績

0.0
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別表１(運用基準　第３関係）

【地域貢献度】

【地域精通度】

加算点 25.00/25.00

道路除雪及び維持修繕（補修）の
両方の実績あり

災害時等における
活動実績

過去２ヵ年度の災害時（市
外の活動を含む）や柏崎市
内の公共の場において、会
社として行った活動実績の
有無（１０名以上または正規
社員の半数（最低３名）以上
の参加※人数は実人数）

過去３ヵ年度の道路除雪又
は維持修繕（補修）実績の
有無（両方とも国、県、柏崎
市いずれかの発注で、柏崎
市内での実績のもの）

維持管理実績

消防団協力事業所の認定
の有無

活動実績はないが、災害協定の締
結あり

１．加算点が0点に満たない者の入札は、無効とする。なお、該当者には入札前に連絡する。

【加算点の評価に係る入札参加条件】

柏崎市内における本店の有
無

0.5

0.0

地域調達
一次下請を含む地域企業
の活用（地域企業：本社(本
店)が柏崎市内にある企業） 上記の工事費総額が，請負金額

の60％以上である。

なし 0.0

実働拠点

自社施工及び一次下請施工にお
いて、市内本社（本店）の企業が
施工する工事費総額が、請負金額
の80％以上である。

1.0

市内に本店あり 3.0

活用なし

1.0/1.0

3.0/3.0

1.0

ワ－ク･ライフ･バラ
ンスの推進

認定を受けていない

0.0

ハッピ－･パ－トナ－企業登
録の有無

登録を受けている 1.0

0.0

ボランティア活動

消防団への加入
状況

1.0

0.0

活動実績あり

認定を受けている 1.0

１　過去３ヵ年度の災害時等
における活動実績の有無
２　技術資料等の提出期限
現在有効な防災協定の締
結の有無（国、新潟県、柏
崎市のもの）

活動実績なし

実績なし

道路除雪及び維持修繕（補修）の
いずれかの実績あり

1.0/1.0

1.0/1.0

3.0/3.01.5

3.0

2.0

2.0/2.0

1.0/1.0

登録を受けていない 0.0

活動実績及び災害協定の締結な
し

0.0

活動実績あり（災害協定の締結の
有無を問わない）
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別表２(運用基準　第３関係）

（土木用）

評価項目 評価内容 評価基準 配点 評点

【企業の技術力】

【配置予定技術者の能力】

6.00

～
0.00

0.5

0.0

0.3

0.50

0.25

0.00

0.0

1.0

0.5

1.25

6.00

0.00

-2.00

0.00

0.0

0.5

2.50

技術者の能力

同種工事の実績

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（新潟県
内における国、県、柏崎市
の発注工事）

柏崎市発注工事における過
去３ヵ年度の全工種工事成
績評定点の平均点

過去５ヵ年度の柏崎市優良
建設工事表彰の有無

ISO9001、ISO14001又はエ
コアクション２１認証取得の
有無

主任（監理）技術者の保有
する資格

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（国、都
道府県、柏崎市の発注工
事）

同種工事の実績

工事成績

優良建設工事表
彰

ISO等認証取得

国、県、柏崎市のうち、いずれかの
発注工事の実績あり

実績なし

80点以上

70点以上80点未満
評点＝6.00×（平均点－70）/10

65点以上70点未満又は実績なし

65点未満

２ヵ年度以上の表彰あり

国、都道府県、柏崎市のうち、いず
れかの発注工事の実績あり

実績なし

表彰あり

表彰なし

ISO9001に加えISO14001又はエコ
アクション２１を取得

ISO9001、ISO14001又はエコアク
ション２１のうち１種類を取得

取得なし

１級施工管理技士、１級施工技士
又は技術士(工事を施工しうる国家
資格)

総合評価方式　評価項目　（簡易（提案）型） 

0.5/0.5

6.00/6.00

2.50/2.50

1.0/1.0

0.5/0.5

0.50/0.50

２級施工管理技士又は2級施工技
士

その他

国又は都道府県、かつ柏崎市の発
注工事の実績あり
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別表２(運用基準　第３関係）

【地域貢献度】

【地域精通度】

1.0

0.0

3.0

0.0

1.5

1.0

0.0

0.0

2.0
活動実績あり（災害協定の締結の
有無を問わない）

0.0

0.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.5

地域調達

実績なし

認定を受けている

認定を受けていない

自社施工及び一次下請施工にお
いて、市内本社（本店）の企業が施
工する工事費総額が、請負金額の
80％以上である。

上記の工事費総額が，請負金額の
60％以上である。

活用なし

1.0

過去２ヵ年度の災害時（市外
の活動を含む）や柏崎市内
の公共の場において、会社
として行った活動実績の有
無（１０名以上または正規社
員の半数（最低３名）以上の
参加※人数は実人数）

ハッピ－･パ－トナ－企業登
録の有無

柏崎市内における本店の有
無

一次下請を含む地域企業の
活用（地域企業：本社（本
店）が柏崎市内にある企業）

登録を受けていない

市内に本店あり

なし

災害時等における
活動実績

維持管理実績

消防団への加入状
況

ボランティア活動

ワ－ク･ライフ･バラ
ンスの推進

実働拠点

活動実績及び災害協定の締結な
し

道路除雪及び維持修繕（補修）の
両方の実績あり

道路除雪及び維持修繕（補修）の
いずれかの実績あり

１　過去３ヵ年度の災害時等
における活動実績の有無
２　技術資料等の提出期限
現在有効な防災協定の締
結の有無（国、新潟県、柏崎
市のもの）

過去３ヵ年度の道路除雪又
は維持修繕（補修）実績の
有無（両方とも国、県、柏崎
市いずれかの発注で、柏崎
市内での実績のもの）

活動実績はないが、災害協定の締
結あり

1.0/1.0

1.0/1.0

1.0/1.0

2.0/2.0

1.0/1.0

2.0/2.0

3.0/3.0

活動実績あり

活動実績なし

登録を受けている

消防団協力事業所の認定
の有無
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別表２(運用基準　第３関係）

【簡易な施工計画】

加算点 30.00/30.00

【加算点の評価に係る入札参加条件】

発注者が指定した「施工上
の課題」への対応の的確性
（複数の課題を設定した場
合でも、評価の合計点は最
高8点とする。）
【施工上の課題の例】
項目Ａ：○○施工時の事故
防止の工夫
項目Ｂ：寒冷期の○○コンク
リートの品質管理等

工事特性の理解度と記述内容の
妥当性により評価する。

項目Ａ：４．０点
項目Ｂ：４．０点

8.00

～

0.00

施工上の課題に係
る技術的所見

・　加算点が0点に満たない者又は「簡易な施工計画」の内容が不適切と認められる者の入札は、無効とする。
　　なお、該当者には入札前に連絡する。

・　「簡易な施工計画」の内容が不適切な場合とは、「①課題を理解していない。②課題とかけ離れている。
　　③白紙である。その他明らかに適正でない」と認められた場合とする。

３者で評定し、そ
の平均点を評点
とする。(小数点
以下第3位四捨
五入2位止）
/8.00
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別表３(運用基準　第３関係）

（土木用）

評価項目 評価内容 評価基準 配点 評点

【企業の技術力】

【配置予定技術者の能力】

6.00

～
0.00

優良建設工事表
彰

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（新潟県
内における国、県、柏崎市
の発注工事）

過去５ヵ年度の柏崎市優良
建設工事表彰の有無

65点未満

２ヵ年度以上の表彰あり

表彰なし

総合評価方式　評価項目　（標準型・高度技術提案型） 

国、県、柏崎市のうち、いずれかの
発注工事の実績あり

0.5

実績なし

0.5/0.5

0.50/0.50表彰あり

0.50

0.25

0.0

0.0

0.00

6.00/6.00

6.080点以上

65点以上70点未満又は実績なし

同種工事の実績

工事成績

0.00

0.25

0.0

0.50

0.25

ISO等認証取得

技術者の能力

同種工事の実績

0.00

２級施工管理技士又は2級施工技
士

主任（監理）技術者の保有
する資格

１級施工管理技士、１級施工技士
又は技術士(工事を施工しうる国家
資格)

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（国、都
道府県、柏崎市の発注工
事）

実績なし

その他

柏崎市発注工事における過
去３ヵ年度の全工種工事成
績評定点の平均点

70点以上80点未満
評点＝6.00×（平均点－70）/10

0.50/0.50

0.50/0.50

1.0/1.0

ISO9001、ISO14001又はエ
コアクション２１認証取得の
有無

取得なし

ISO9001に加えISO14001又はエコ
アクション２１を取得

ISO9001、ISO14001又はエコアク
ション２１のうち、１種類を取得

国又は都道府県、かつ柏崎市の発
注工事の実績あり

国、都道府県、柏崎市のうち、いず
れかの発注工事の実績あり

-2.0

0.50

0.5

1.0
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別表３(運用基準　第３関係）

【地域貢献度】

【地域精通度】

実働拠点

地域調達
一次下請を含む地域企業の
活用（地域企業：本社(本店）
が柏崎市内にある企業）

自社施工及び一次下請施工にお
いて、市内本社（本店）の企業が施
工する工事費総額が、請負金額の
80％以上である。

1.0

1.0/1.0
上記の工事費総額が，請負金額の
60％以上である。

0.5

活用なし 0.0

1.0

1.0/1.0

登録を受けていない 0.0

柏崎市内における本店の有
無

市内に本店あり 2.0

2.0/2.0

なし 0.0

1.0/1.0

認定を受けていない 0.0

過去２ヵ年度の災害時（市外
の活動を含む）や柏崎市内
の公共の場において、会社
として行った活動実績の有
無（１０名以上または正規社
員の半数（最低３名）以上の
参加※人数は実人数）

活動実績あり 1.0

1.0/1.0

活動実績なし 0.0

2.0/2.0
活動実績はないが、災害協定の締
結あり

1.0

0.0

過去３ヵ年度の道路除雪又
は維持修繕（補修）実績の
有無（両方とも国、県、柏崎
市いずれかの発注で、柏崎
市内での実績のもの）

道路除雪及び維持修繕（補修）の
両方の実績あり

3.0

3.0/3.0
道路除雪及び維持修繕（補修）の
いずれかの実績あり

1.5

実績なし 0.0

登録を受けている

活動実績及び災害協定の締結な
し

１　過去３ヵ年度の災害時等
における活動実績の有無
２　技術資料等の提出期限
現在有効な防災協定の締
結の有無（国、新潟県、柏崎
市のもの）

活動実績あり（災害協定の締結の
有無を問わない）

2.0

消防団協力事業所の認定
の有無

認定を受けている 1.0

ハッピ－･パ－トナ－企業登
録の有無

災害時等における
活動実績

維持管理実績

消防団への加入状
況

ボランティア活動

ワ－ク･ライフ･バラ
ンスの推進
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別表３(運用基準　第３関係）

【技術提案】

加算点 36.00/36.00

【加算点の評価に係る入札参加条件】

３者で評定し、そ
の平均点を評点
とする。(小数点
以下第3位四捨
五入2位止）
/16.00

発注者が指定した設計図書
等の仕様（標準案）より優れ
た効果・効用の提案の評価
を行う

提案の具体性及び提案の効果に
ついて評価
１　提案の具体性（8.0点）
２　提案の効果（8.0点）

16.00

～
0.00

・　加算点が0点に満たない者又は「簡易な施工計画」の内容が不適切と認められる者の入札は、無効とする。
　　なお、該当者には入札前に連絡する。

・　「技術提案」の内容が不適切な場合とは、「①技術提案が標準案より劣る。②施工計画が技術提案とかけ離
　　れている。③白紙である。その他明らかに適正でない」と認められた場合とする。

技術提案

【ヒアリングを行う場合】
　必要に応じて、技術提案の実現性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の
記載内容についてヒアリングを行う。その場合説明等が不十分な場合は、評点から点を減じる。
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別表１(運用基準　第３関係）

（建築・管・電気用）

評価項目 評価内容 評価基準 配点 評点

【企業の技術力】

6.00

～

0.00

優良建設工事表
彰

過去５ヵ年度の柏崎市優良
建設工事表彰の有無

取得なし

２ヵ年度以上の表彰あり

ISO等認証取得
ISO9001、ISO14001又はエ
コアクション２１認証取得の
有無

ISO9001、ISO14001又はエコアク
ション２１のうち１種類を取得

ISO9001に加えISO14001又はエコ
アクション２１を取得

表彰なし

3.0/3.0

0.0

1.0

0.5 1.0/1.0

0.0

表彰あり 1.5

工事成績

実績なし

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（新潟県
内における国、県、柏崎市
の発注工事）

国、県、柏崎市のうち、いずれかの
発注工事の実績あり

6.0

-2.0

1.0

80点以上

1.0/1.0

0.0

総合評価方式　評価項目　（簡易（実績）型） 

柏崎市発注工事における過
去３ヵ年度の全工種工事成
績評定点の平均点

70点以上80点未満
評点＝6.00×（平均点－70）/10

65点以上70点未満又は実績なし

65点未満

3.0

同種工事の実績

0.0

6.00/6.00
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別表１(運用基準　第３関係）

【配置予定技術者の能力】

0.0

技術者の能力
主任（監理）技術者の保有
する資格

1.0
国又は都道府県、かつ柏崎市の発
注工事の実績あり

国、都道府県、柏崎市のうち、いず
れかの発注工事の実績あり

1.0/1.0

建築工事：１級建築士又は１級建
築施工管理技士

管工事：１級管工事施工管理技士
又は技術士（上下水道部門、衛生
工学部門又は機械部門（ただし
「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍
機械」を選択した者に限る）に合格
した者）

電気工事：１級電気工事施工管理
技士又は技術士（電気電子部門に
合格した者）

その他

1.0

0.5

工種や工事内容等を踏まえ、工事
ごとに適切に設定（上記資格又は
相当する資格を設定）する。

建築工事：２級建築士又は２級建
築施工管理技士

管工事：２級管工事施工管理技士

電気工事：２級電気工事施工管理
技士

工種や工事内容等を踏まえ、工事
ごとに適切に設定（上記資格又は
相当する資格を設定）する。

同種工事の実績

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（国、都
道府県、柏崎市の発注工
事）

実績なし

1.0/1.0

0.0

0.5
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別表１(運用基準　第３関係）

【地域貢献度】

【地域精通度】

加算点 25.00/25.00

災害時等における
活動実績

過去２ヵ年度の災害時（市外
の活動を含む）や柏崎市内
の公共の場において、会社
として行った活動実績の有
無（１０名以上または正規社
員の半数（最低３名）以上の
参加※人数は実人数）

過去３ヵ年度の公共建築物
の修繕（補修）又は建物除
雪の実績の有無（両方とも
国、県、柏崎市いずれかの
発注で、柏崎市内での実績
のもの）

維持管理実績

自社施工及び一次下請施工にお
いて、市内本社（本店）の企業が施
工する工事費総額が、請負金額の
80％以上である。

１　過去３ヵ年度の災害時等
における活動実績の有無
２　技術資料等の提出期限
現在有効な防災協定の締
結の有無（国、新潟県、柏崎
市のもの）

消防団への加入状
況

実績なし

維持修繕（補修）実績あり

消防団協力事業所の認定
の有無

0.0

1.0

0.0

活動実績あり

認定を受けている 1.0

活動実績なし

実働拠点

ボランティア活動

・　加算点が0点に満たない者の入札は、無効とする。なお、該当者には入札前に連絡する。

3.0/3.01.5

3.0

ワ－ク･ライフ･バラ
ンスの推進

認定を受けていない

0.0

ハッピ－･パ－トナ－企業登
録の有無

登録を受けている 1.0

【加算点の評価に係る入札参加条件】

柏崎市内における本店の有
無

0.5

0.0

地域調達
一次下請を含む地域企業の
活用（地域企業：本社(本店)
が柏崎市内にある企業） 上記の工事費総額が，請負金額の

60％以上である。

なし 0.0

1.0

市内に本店あり 3.0

3.0/3.0

1.0/1.0

活用なし

1.0/1.0

2.0

2.0/2.0
活動実績はないが、災害協定の締
結あり

1.0

1.0/1.0

緊急時における修繕（補修）実績あ
り

1.0/1.0

登録を受けていない 0.0

活動実績及び災害協定の締結な
し

0.0

活動実績あり（災害協定の締結の
有無を問わない）
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別表２(運用基準　第３関係）

（建築・管・電気用）

評価項目 評価内容 評価基準 配点 評点

【企業の技術力】

6.00

～

0.00

0.5

ISO等認証取得

国、県、柏崎市のうち、いずれかの
発注工事の実績あり

実績なし

80点以上

70点以上80点未満
評点＝6.00×（平均点－70）/10

65点以上70点未満又は実績なし

65点未満

２ヵ年度以上の表彰あり

0.0

1.0

0.5

1.25

6.0

0.0

-2.0

0.00

0.0

2.50

表彰なし

ISO9001に加えISO14001又はエコ
アクション２１を取得

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無
（新潟県内における国、県、
柏崎市の発注工事）

柏崎市発注工事における過
去３ヵ年度の全工種工事成
績評定点の平均点

過去５ヵ年度の柏崎市優良
建設工事表彰の有無

ISO9001、ISO14001又はエ
コアクション２１認証取得の
有無

同種工事の実績

工事成績

優良建設工事表
彰

総合評価方式　評価項目　（簡易（提案）型） 

0.5/0.5

6.00/6.00

2.50/2.50

1.0/1.0

表彰あり

ISO9001、ISO14001又はエコアク
ション２１のうち１種類を取得

取得なし
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別表２(運用基準　第３関係）

【配置予定技術者の能力】

0.50/0.50

0.25

0.00

技術者の能力
主任（監理）技術者の保有
する資格

0.50

0.25

0.00

0.5

その他

同種工事の実績

国又は都道府県、かつ柏崎市の発
注工事の実績あり

国、都道府県、柏崎市のうち、いず
れかの発注工事の実績あり

実績なし

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（国、都
道府県、柏崎市の発注工
事）

建築工事：１級建築士又は１級建
築施工管理技士

管工事：１級管工事施工管理技士
又は技術士（上下水道部門、衛生
工学部門又は機械部門（ただし
「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍
機械」を選択した者に限る）に合格
した者）

電気工事：１級電気工事施工管理
技士又は技術士（電気電子部門に
合格した者）

工種や工事内容等を踏まえ、工事
ごとに適切に設定（上記資格又は
相当する資格を設定）する。

建築工事：２級建築士又は２級建
築施工管理技士

管工事：２級管工事施工管理技士

電気工事：２級電気工事施工管理
技士

工種や工事内容等を踏まえ、工事
ごとに適切に設定（上記資格又は
相当する資格を設定）する。

0.50/0.50

227



別表２(運用基準　第３関係）

【地域貢献度】

【地域精通度】

0.0

0.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.0

0.5

自社施工及び一次下請施工にお
いて、市内本社（本店）の企業が施
工する工事費総額が、請負金額の
80％以上である。

上記の工事費総額が，請負金額の
60％以上である。

過去３ヵ年度の公共建築物
の修繕（補修）実績の有無
（国、県、柏崎市いずれかの
発注で、柏崎市内での実績
のもの）

消防団協力事業所の認定
の有無

活動実績はないが、災害協定の締
結あり

１　過去３ヵ年度の災害時等
における活動実績の有無
２　技術資料等の提出期限
現在有効な防災協定の締
結の有無（国、新潟県、柏崎
市のもの）

1.0

0.0

3.0

0.0

1.5

1.0

0.0

地域調達

災害時等における
活動実績

維持管理実績

消防団への加入状
況

ボランティア活動

ワ－ク･ライフ･バラ
ンスの推進

実働拠点

活動実績あり（災害協定の締結の
有無を問わない）

1.0

過去２ヵ年度の災害時（市外
の活動を含む）や柏崎市内
の公共の場において、会社
として行った活動実績の有
無（１０名以上または正規社
員の半数（最低３名）以上の
参加※人数は実人数）

ハッピ－･パ－トナ－企業登
録の有無

柏崎市内における本店の有
無

一次下請を含む地域企業の
活用（地域企業：本社（本
店）が柏崎市内にある企業

活用なし 0.0

登録を受けていない

市内に本店あり

なし

活動実績及び災害協定の締結な
し

緊急時における修繕（補修）実績あ
り

維持修繕（補修）実績あり

実績なし

認定を受けている

認定を受けていない

1.0/1.0

1.0/1.0

1.0/1.0

2.0/2.0

1.0/1.0

2.0/2.0

3.0/3.0

活動実績あり

活動実績なし

登録を受けている
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別表２(運用基準　第３関係）

【簡易な施工計画】

加算点 30.00/30.00

【加算点の評価に係る入札参加条件】

施工上の課題に係
る技術的所見

発注者が指定した「施工上
の課題」への対応の的確性
（複数の課題を設定した場
合でも、評価の合計点は最
高8点とする。）
【施工上の課題の例】
項目Ａ：○○施工時の事故
防止の工夫
項目Ｂ：寒冷期の○○コンク
リートの品質管理等

工事特性の理解度と記述内容の
妥当性により評価する。

項目Ａ：４．０点
項目Ｂ：４．０点

8.00

～

0.00

・　加算点が0点に満たない者又は「簡易な施工計画」の内容が不適切と認められる者の入札は、無効とする。
　　なお、該当者には入札前に連絡する。

・　「簡易な施工計画」の内容が不適切な場合とは、「①課題を理解していない。②課題とかけ離れている。
　　③白紙である。その他明らかに適正でない」と認められた場合とする。

３者で評定し、そ
の平均点を評点
とする。(小数点
以下第3位四捨
五入2位止）
/8.00
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別表３(運用基準　第３関係）

（建築・管・電気用）

評価項目 評価内容 評価基準 配点 評点

【企業の技術力】

6.00

～

0.00

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（新潟県
内における国、県、柏崎市
の発注工事）

過去５ヵ年度の柏崎市優良
建設工事表彰の有無

65点未満

２ヵ年度以上の表彰あり

表彰なし

総合評価方式　評価項目　（標準型・高度技術提案型） 

国、県、柏崎市のうち、いずれかの
発注工事の実績あり

0.5

実績なし

0.5/0.5

0.50/0.50表彰あり

0.50

0.25

0.0

0.0

0.00

6.00/6.00

6.080点以上

65点以上70点未満又は実績なし

同種工事の実績

工事成績

優良建設工事表
彰

ISO等認証取得

-2.0

0.5

1.0

0.0

柏崎市発注工事における過
去３ヵ年度の全工種工事成
績評定点の平均点

70点以上80点未満
評点＝6.00×（平均点－70）/10

1.0/1.0

ISO9001、ISO14001又はエ
コアクション２１認証取得の
有無

取得なし

ISO9001に加えISO14001又はエコ
アクション２１を取得

ISO9001、ISO14001又はエコアク
ション２１のうち１種類を取得
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別表３(運用基準　第３関係）

【配置予定技術者の能力】

その他 0.00

同種工事の実績

0.00

技術者の能力
主任（監理）技術者の保有

する資格

過去１０ヵ年度の同種･類似
工事の実績の有無（国、都
道府県、柏崎市の発注工
事）

実績なし

工種や工事内容等を踏まえ、工事
ごとに適切に設定（上記資格又は
相当する資格を設定）する。

建築工事：２級建築士又は２級建
築施工管理技士

管工事：２級管工事施工管理技士

電気工事：２級電気工事施工管理
技士

0.50/0.50

0.50

0.25

0.5

0.25

0.50/0.50

建築工事：１級建築士又は１級建
築施工管理技士

管工事：１級管工事施工管理技士
又は技術士（上下水道部門、衛生
工学部門又は機械部門（ただし
「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍
機械」を選択した者に限る）に合格
した者）

電気工事：１級電気工事施工管理
技士又は技術士（電気電子部門に
合格した者）

工種や工事内容等を踏まえ、工事
ごとに適切に設定（上記資格又は
相当する資格を設定）する。

国又は都道府県、かつ柏崎市の発
注工事の実績あり

国、都道府県、柏崎市のうち、いず
れかの発注工事の実績あり
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別表３(運用基準　第３関係）

【地域貢献度】

【地域精通度】

一次下請を含む地域企業の
活用（地域企業：本社(本店)
が柏崎市内にある企業）

自社施工及び一次下請施工にお
いて、市内本社（本店）の企業が施
工する工事費総額が、請負金額の
80％以上である。

1.0

1.0/1.0
上記の工事費総額が，請負金額の
60％以上である。

0.5

活用なし 0.0

1.0/1.0

登録を受けていない 0.0

柏崎市内における本店の有
無

市内に本店あり 2.0

2.0/2.0

なし 0.0

1.0/1.0

認定を受けていない 0.0

過去２ヵ年度の災害時（市外
の活動を含む）や柏崎市内
の公共の場において、会社
として行った活動実績の有
無（１０名以上または正規社
員の半数（最低３名）以上の
参加※人数は実人数）

活動実績あり 1.0

1.0/1.0

活動実績なし 0.0

2.0/2.0
活動実績はないが、災害協定の締
結あり

1.0

0.0

過去３ヵ年度の公共建築物
の修繕（補修）実績の有無
（国、県、柏崎市いずれかの
発注で、柏崎市内での実績
のもの）

緊急時における修繕（補修）実績あ
り

3.0

3.0/3.0維持修繕(補修)実績あり 1.5

実績なし 0.0

１　過去３ヵ年度の災害時等
における活動実績の有無
２　技術資料等の提出期限
現在有効な防災協定の締
結の有無（国、新潟県、柏崎
市のもの）

活動実績及び災害協定の締結な
し

活動実績あり（災害協定の締結の
有無を問わない）

2.0

消防団協力事業所の認定
の有無

認定を受けている 1.0

ハッピ－･パ－トナ－企業登
録の有無

登録を受けている 1.0

実働拠点

地域調達

災害時等における
活動実績

維持管理実績

消防団への加入状
況

ボランティア活動

ワ－ク･ライフ･バラ
ンスの推進
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別表３(運用基準　第３関係）

【技術提案】

加算点 36.00/36.00

【加算点の評価に係る入札参加条件】

提案の具体性及び提案の効果に
ついて評価
１　提案の具体性（8.0点）
２　提案の効果（8.0点）

・　加算点が0点に満たない者又は「簡易な施工計画」の内容が不適切と認められる者の入札は、無効とする。
　　なお、該当者には入札前に連絡する。

・　「技術提案」の内容が不適切な場合とは、「①技術提案が標準案より劣る。②施工計画が技術提案とかけ離
　　れている。③白紙である。その他明らかに適正でない」と認められた場合とする。

技術提案

【ヒアリングを行う場合】
　必要に応じて、技術提案の実現性や有効性を確認することを目的に、評価後、施工計画の
記載内容についてヒアリングを行う。その場合説明等が不十分な場合は、評点から点を減じる。

３者で評定し、そ
の平均点を評点
とする。(小数点
以下第3位四捨
五入2位止）
/16.00

発注者が指定した設計図書
等の仕様（標準案）より優れ
た効果・効用の提案の評価
を行う

16.00

～
0.00
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施工時期選択可能工事制度（任意着手方式）試行要領 

 

令和６年２月１日 施行 

最終改正 令和７年４月１日 施行 

１ 趣旨 

工事開始日を受注者が任意に選択できる施工時期選択可能工事制度につ

いては、受注者が有する人材・資機材等の安定的・効率的な活用や工事の

品質確保のため、柏崎市が発注する建設工事において、施工時期の平準化

を図ることを目的に試行する。 

 

２ 施工時期選択可能工事制度（任意着手方式） 

施工時期選択可能工事制度（任意着手方式）は、柏崎市が発注する建設

工事において、次の各号に掲げる事項を適用するものでなければならな

い。 

(1) 受注者は、契約締結日から発注者が指定する工事開始期限日までの

期間で、工事開始日を選択することができること。 

(2) 受注者が工事開始日の選択を希望する場合は、落札通知日から起算

して７日以内に工事開始日選択承認申請書（別紙１）により、予算執

行職員又は契約検査課長の承認を受けなければならないこと。 

(3) 契約締結日から工事開始日の前日までの間は、主任技術者又は監理

技術者及び現場代理人の配置を求めないこと。 

(4) 工事開始日の前日までの間の現場管理は発注者の責任において行う

こととし、工事の施工（現場事務所等の設置、工場製作等）はできな

いこと。ただし、現場に搬入しない資機材の準備はできるものとす

る。 

(5) 工事開始期限日は、該当工事に係る契約締結予定日から９０日以内

とする。 

 (6) 工事開始期限日を定めるときは、工事開始期限日から工事完成日ま

での期間をもって適正工期が確保されるよう考慮すること。 

 

３ 対象とする工事 

  次の条件すべてを満たす建設工事のうち、工事担当課が施工時期選択可
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能工事制度に係る特記仕様書（別紙２）を添付したものを対象とする。 

(1) 予定価格が200万円超2,000万円未満で入札に付する工事（災害復旧

工事など緊急性のある工事、連続工事などにより発注者側で工事開始日

を制限する可能性が高い工事及びゼロ交付金事業等発注者が着手日を指

定する工事を除く。） 

(2) 次の条件のうち、ア又はイのいずれかを満たすもの 

ア １月から３月までに支出負担行為を行うもののうち、債務負担行

為を設定し、かつ債務負担行為の期間終了までに標準工期を確保で

きる工事 

イ ４月から９月までに支出負担行為を行うもののうち、９月末日ま

でに契約を締結し、当該年度内に標準工期を確保できる工事 

(3) 工事開始期限日を設定した場合、諸条件（設計変更による所要日数

の変更、工事中止による工期延長等）を考慮しても繰越が生じる可能

性がない工事 

(4) 竣工日又は供用開始日が定められていない工事 

 

４ 事務手続 

事務手続については、次の各号により行うものとする。 

(1) 予算執行伺から契約まで 

ア 予算執行伺において「施工時期選択可能工事」の旨及び工事開始期

限日を記載した上で、予算執行職員又は契約検査課長の決裁を受ける

ものとする。 

イ 入札の公告又は指名通知書に「施工時期選択可能工事制度」対象の

旨を記載すること。 

また、特記仕様書（別紙２）を添付すること。 

ウ 落札者が工事開始日の選択を希望する場合は、落札者が確定した日

の翌日から起算して７日以内に、工事開始日選択承認申請書（別紙

１）により、予算執行職員又は契約検査課長の承認を受けること。 

エ 落札者から前号ウの規定による申請があった場合は、その内容を審

査し、承認すると決定したときは、工事開始日承認書（別紙４）によ

り通知するものとする。 

オ 落札者が確定した日の翌日から起算して７日以内に契約を締結する
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こと。 

なお、契約保証期間は、契約締結日から工期末までとすること。 

(2) 契約後 

落札者が工事開始日の選択を希望し、発注者に承認された場合は、承

認された 

工事開始日から７日以内に着手し、工事に着手したときは、受注者から

速やかに「着手届」及び「工程表」を提出させること。 

なお、受注者における工事実績情報サービス（コリンズ）への登録

は、工事着 

手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに行うこと。 

(3) 工事開始日の変更について 

ア 受注者が工事開始日の変更を希望する場合は、工事開始日変更承

認申請書（別紙３）により申請しなければならない。 

イ 受注者から前号アの規定による申請があった場合は、その内容を

審査し、承認すると決定したときは、工事開始日変更承認書（別紙

５）により通知するものとする。 

ウ 工事開始日の変更について予算執行職員の承認を受けた後、変更

契約を締結しなければならない。 

 

なお、特記仕様書で指定した工事開始期限日を超えて、工事開始

日の変更をすることはできない。 

(4) 前金払の取扱いについて 

柏崎市建設工事請負基準約款第３６条の定めによる前払金の請求

は、発注者が承認した工事開始日からできるものとする。 

 

５ 積算関係 

積算に当たっては、契約締結予定日を起算日とした標準工期又は積上げ

工期の日数分の期間を工事期間として行うこととし、受注者の選択により

発生する経費（積雪寒冷地における冬期補正、除雪費等）については、発

注者は負担しないものとする。 

ただし、受注者の責によらない事情が生じた場合は、柏崎市建設工事設

計変更ガイドラインのとおり、適切に対応すること。 
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６ 結果の報告及び検証 

結果の報告及び検証については、次の各号により行うものとする。 

(1) 対象所属による報告 

対象所属は、契約の結果を、施工時期選択可能工事制度結果報告（別

紙６）により報告するものとする。 

提出期限：別に契約検査課が指定する日 

報告先：契約検査課 

(2) 契約検査課による検証 

契約検査課は、前記(1)の報告を受けた後、試行に関する効果・課題

の検証を行う。 

 

 

附 則 

この要領は、令和６（２０２４）年２月１日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和７（２０２５）年４月１日から実施する。 
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柏崎市建設工事最低制限価格取扱要領 

 

平成２３年１２月２８日 伺定 

最終改正 令和７年４月１日 伺定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する建設工事における最低制限価格の設定等

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 最低制限価格は、予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。

以下第３条第３項において同じ。）が２００万円を超える建設工事（以下「対

象工事」という。）に係る競争入札に適用する。 

（最低制限価格の設定） 

第３条 最低制限価格は、対象工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当

額を除く。以下次項において同じ。）の算出の基礎となった次の各号に掲げ

る経費に、それぞれ当該各号に定めた率を乗じた額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の合計額から、１万円未満

の端数を切り捨てた額に１００分の１１０を乗じた額とする。 

⑴ 直接工事費 １０分の９．７ 

⑵ 共通仮設費 １０分の９ 

⑶ 現場管理費 １０分の９ 

⑷ 一般管理費等 １０分の６．８ 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した最低制限価格が、

当該予定価格に１０分の９．２を乗じた額を超える場合にあっては当該予

定価格に１０分の９．２を乗じた額とし、当該予定価格に１０分の７．５

を乗じた額に満たない場合にあっては当該予定価格に１０分の７．５を乗

じた額とし、それぞれ１万円未満の端数を切り捨てた額に１００分の１１

０を乗じた額を最低制限価格とする。 

３ 前２項により、最低制限価格は、予定価格に１０分の７．５を乗じて得

た額から予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額までの範囲内でなけれ

ばならない。 

（入札参加者への周知） 

第４条 市長は、対象工事に最低制限価格を設定したときは、入札の公告及
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び指名通知においてその旨を記載することとする。 

（公表） 

第５条 第３条の規定により算出した最低制限価格は、入札結果公表時にお

いて公表するものとする。 

（落札者の決定） 

第６条 市長は、予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低制限価格以

上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをし

た者を落札者とする。 

附 則 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行し、平成３１年

（２０１９年）９月３０日までに、新潟県柏崎市財務規則（平成１６年３月

１０日規則第５号）第１４９条の検査を完了するものについては、従前の例

による。 

附 則 

この要領は、令和元年（２０１９年）年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年（２０２２年）年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年（２０２５年）年４月１日から施行する。 
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柏崎市低入札価格調査実施要領 

 

令和元年８月２０日 伺定 

最終改正 令和４年３月３１日 伺定 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、柏崎市が建設工事の請負契約を締結しようとする場合

において、最低制限価格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以

下「政令」という。）第１６７条の１０第２項）を設けないで、落札者又は

落札候補者（以下「落札者等」という。）を決定する場合において、入札価

格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認

められるか否かについて調査する場合（政令第１６７条の１０第１項）（以

下「低入札価格調査」という。）の手続きについて必要な事項を定めるもの

とする。  

（対象工事）  

第２条  この要領の対象となる建設工事は、次に掲げるものとする。  

（１）予定価格が１億５千万円以上の建設工事 

（２）総合評価方式入札を実施する建設工事（以下「総合評価案件」という。）  

（３）前２号に掲げるもののほか、特に必要と認める建設工事  

（調査基準価格の算定方法） 

第３条  低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」

という。）は、次に掲げる額（その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）の合計額（１万円未満の端数を切り捨てた額）に１

００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０

分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に１０分の９．

２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じた額に満たない

場合にあっては予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額とする。  

（１）直接工事費の額に１０分９.７を乗じて得た額  

（２）共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

（３）現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額  

（４）一般管理費等の額に１０分の６.８を乗じて得た額  

２  前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価
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格を予定価格に１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内における

適宜の割合を乗じて得た額とする。  

（予定価格書への調査基準価格の記載）  

第４条  「新潟県柏崎市財務規則の規定に基づき備うべき帳簿及び諸表、報

告書の様式」（以下「備うべき様式」という。）に定める予定価格書及び「新

潟県柏崎市上下水道局会計規程」（以下「会計規程」という。）に定める予定

価格書中、「最低制限価格」を「調査基準価格」と読み替え、本基準に基づ

く金額を記載し、さらに、当該調査基準価格に１１０分の１００を乗じて

得た金額を「入札書等比較調査基準価格」に記載するものとする。 

２ 備うべき様式に定める入札調書及び会計規程に定める入札調書について

も、前項と同様に記載するものとする。 

（低入札価格調査）  

第５条  低入札価格調査は、その入札価格によっては当該契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて調査する。 

２ 前項の調査に当たり、落札候補者が入札時に提出した工事費内訳書が次の

いずれかの基準（以下「失格基準」という。）を満たさない場合は、その入

札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとみ

なし、失格とする。 

（１）直接工事費が市の設計額に１０分の９．５を乗じて得た額以上 

（２）共通仮設費が市の設計額に１０分の９を乗じて得た額以上 

（３）現場管理費相当額が市の設計額に１０分の８を乗じて得た額以上 

（４）一般管理費等が市の設計額に１０分の３を乗じて得た額以上 

（５）共通仮設費の各項目が適切に計上されていること  

３ 前項の規定に係らず、特に必要があると認めるときは、失格基準を別に定

めることができる。  

（落札決定） 

第６条 調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと

認められた場合は、当該最低価格入札者を落札者と決定する。 

２ 調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めら

れた場合は、最低価格入札者を落札者とせずに、最低価格入札者に次いで

低い金額で入札し、かつ予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みを

した者（以下「次順位者」という。）を落札者とする。ただし、次順位者が
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調査基準価格を下回る入札者であった場合には、低入札価格調査を実施す

る。 

（監督体制の強化等）  

第７条  低入札価格調査の結果、調査対象者が落札した場合においては、次

に掲げる措置をとるものとする。  

（１）工事担当課長は、受注者が施工体制台帳又は施工計画書を作成してい

る場合には、受注者に対し、その提出を求めるものとする。この場合にお

いて、記載内容が低入札価格調査時と異なるときは、その内容について事

情聴取その他の調査を行うものとする。  

（２）当該工事の監督員は、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計

画書等の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を行うも

のとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を受注者から詳

細に聴取するものとする。  

附 則  

（施行期日）  

この要領は、令和２年（２０２０年）４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

この要領は、令和４年（２０２２年）４月１日から施行する。  
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柏崎市低入札価格調査取扱要領の運用基準 

 

令和元年８月２０日 伺定 

 

第１ 趣旨 

 この運用基準は「柏崎市低入札価格調査取扱要領」の適正かつ円滑な運

用を目的とし、その必要な事項について定めるものとする。  

第２ 業者への周知 

 契約担当者は、公告または入札説明書において、次の事項を記載すると

ともに、入札執行の際にあらかじめ説明する等、業者への周知徹底をはか

らなければならない。 

⑴  地方自治法施行令第１６７条の１０第１項の規定の適用があるこ

と。 

 ⑵ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及

び結果の通知方法 

 ⑶ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても

必ずしも落札者とならない場合があること。  

 ⑷ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力

すべきこと。 

第３ 入札の執行 

 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合

には、入札参加者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定するとと

もに結果について通知する旨を告げて入札を終了する。  

第４ 調査の実施 

 契約検査課長及び工事担当課長は、最低価格入札者又は総合評価案件の

最高評価値者が行った入札が調査基準価格を下回る価格で行われたとき

は、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあ

ると認められるか否かについて、次の事項により、必要に応じ、入札者か

ら事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。  

 ⑴ その価格で入札した理由、必要に応じ、資材購入先の見積書等の徴

収 

 ⑵ 契約対象工事付近の手持ち工事の状況 
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 ⑶ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

 ⑷ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件） 

 ⑸ 手持ち資材の状況 

 ⑹ 資材購入先及び購入先と入札者との関係 

 ⑺ 手持ち機械の状況 

 ⑻ 労務者の具体的供給見通し 

 ⑼ 過去に施工した公共工事名、発注者名及び成績状況  

 ⑽ 経営状況、取引金融機関、保証会社等への照会  

 ⑾ 建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払い遅延等

の信用状況 

 ⑿ 下請契約予定者名、同契約予定額の提出 

 ⒀ 工事費内訳書の数値基準 

 ⒁ 当該工事において配置が必要な技術者の人数  

第５ 調査結果の対応 

 新潟県柏崎市建設工事入札参加資格要件等審査委員会（以下「委員会」

という。）は、第４で定める調査の結果に基づき次の決定を行うものとす

る。 

 ⑴ 調査の結果、適合した履行がされると認められること。  

 ⑵ 調査の結果、適合した履行がされないおそれがあると認められるこ

と。 

 ⑶ ⑴又は⑵と決定した理由 

第６ 契約検査課の事務 

 契約検査課は、第５の決定を受けたときは、遅滞なく次の措置を行うも

のとする。 

 ⑴ １号の場合 直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとと

もに、他の入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。  

 ⑵ ２号の場合 

ア 最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札

者としようとするときは、理由を付して市長の承認を受けなければ

なれない。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であっ

た場合には第４以降と同様の手続による。 
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イ アによる決定がなされた時は、直ちに最低価格入札者に対して

は、落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となっ

た旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が

落札者となった旨を知らせるものとする。 

第７ 決定後の措置について 

 契約検査課は、第４から第６に係る手続により落札者を決定した場合に

おいては、遅滞なくその入札調書に委員会の決定通知及び落札結果の通知

の写しを添付するものとする。 

 

附 則 

この運用基準は、令和２年（２０２０年）４月１日から施行する。 
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柏崎市電子入札運用基準 

 

平成２４年７月１日 伺定  

最終改正 令和４年２月２２日 伺定  

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、柏崎市が電子入札システムを利用して行う建設工事及

び建設工事に関する委託（以下「電子入札対象案件」という。）の入札手続

に関し、円滑かつ的確に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

（電子入札対象案件における入札手続等の原則） 

第２条 電子入札対象案件については、電子入札システムを利用して入札手

続を行うものとし、第４条第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、

原則として書面による参加資格確認申請書、入札参加意向書、辞退届及び

入札書等の提出（以下「紙入札」という。）は認めない。 

２ 電子入札対象案件については、入札参加希望者、入札参加者、入札者、

落札者等（以下「入札参加者等」という。）に対する入札手続に関連する各

種通知等は、原則として電子入札システムを利用して行う。 

３ 電子入札対象案件の入札情報、入札結果及び契約結果については、電子

入札に関する各種情報を集約してインターネット上に公表するシステム

（以下「入札情報サービス」という。）に公開する。ただし、当分の間、入

札公告、入札結果及び契約結果については、従来どおりの紙による公表も

継続するものとする。 

（従来の要綱等との関係） 

第３条 電子入札対象案件に関し、この基準に定めのない事項については、

原則として紙入札における従来の要綱、要領、通知等（以下「従来の要綱

等」という。）による。 

２ 電子入札対象案件に関し、従来の要綱等の定めがこの基準に抵触する場

合は、この基準による。 

３ 電子入札対象案件に関し、従来の要綱等の様式が電子入札システムの入

力様式と異なる場合は、電子入札システムの入力様式による。 

（紙入札を認める場合） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加者等は、紙入札方

246



 

 

式参加承諾願（別記第１号様式）を市長に提出し、その承諾を得て、入札

手続の当初又は途中から、紙入札を行うことができる。 

 ⑴ 電子入札を行うためのＩＣカードが失効、破損、閉塞等で使用できな

くなった場合で、ＩＣカードの再発行の申請予定又は申請中の場合 

 ⑵ 電子入札を行うためのＩＣカードの名義人が退社、異動等したため、

当該ＩＣカードを使用することが不適当となった場合で、ＩＣカードの

再発行の申請予定又は申請中の場合 

 ⑶ 入札参加者等のシステム障害により締切りに間に合わない場合 

 ⑷ その他紙入札を行うことがやむを得ないと市長が特に認めた場合 

２ 電子入札システムを利用して参加資格確認申請書又は入札参加意向書

（以下「参加資格確認申請書等」という。）を提出した後に、前項の規定に

より紙入札を行うこととなった場合は、入札参加者等は当該案件について

以後の手続を電子入札システムを利用して行ってはならない。ただし、既

に電子入札システムを利用して提出済みの文書については有効なものとし

て取り扱うものとする。 

（共同企業体における委任状の取扱い） 

第５条 共同企業体が入札参加者等となる場合は、代表構成員のＩＣカード

を用いることとし、共同企業体各構成員の代表者から当該ＩＣカードの名

義人に対する委任状を提出しなければならない。 

２ 共同企業体は、委任したＩＣカードの名義人に変更があった場合は、速

やかに新たな委任状を提出しなければならない。 

（参加資格確認申請書等に添付するファイル） 

第６条 参加資格確認申請書等に添付する資料（以下「添付資料」という。）

の作成に使用するソフトウェア及びファイルの保存形式は次の各号のいず

れかの方式によらなければならない。 

 ⑴ Microsoft Word  doc、docx形式 

 ⑵ Microsoft Excel  xls、xlt、xlsx、xltx及び xlsm形式 

 ⑶ PDF ファイル  pdf形式 

 ⑷ テキストファイル  txt、csv及び xml形式 

 ⑸ 画像ファイル  bmp、jpeg及び gif形式 

 ⑹ その他契約検査課が認めたファイル形式 

（圧縮形式） 
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第７条 前条の基準により作成したファイルを圧縮する場合は、その形式は

ZIP形式によるものとする。ただし、自己解凍方式は認めないものとする。 

（ウイルス感染の確認） 

第８条 前２条により作成したファイルを提出するに当たり、入札参加希望

者は事前に当該ファイルがコンピュータウイルスに感染していないかを確

認し、コンピュータウイルスに感染したファイルを添付してはならない。 

（添付資料の持参） 

第９条 第４条の規定により紙入札を行う場合又は前３条の規定により作成

したファイルの容量が合計３ＭＢを超える場合は、入札参加希望者は書面

により添付資料を作成し、入札公告等に定めるところにより電子入札シス

テム上の参加資格確認申請書等の受付締切日時と同一の日時までに市長へ

提出するものとする。 

２ 添付資料一式全てを持参によるものとし、複数の方法による提出は認め

ない。 

（添付資料を添付しない場合） 

第１０条 前条の規定により添付資料を持参する場合又は添付資料が不要な

入札に参加しようとする場合は、電子入札システムにより参加資格確認申

請書等を提出する際に、添付書類省略届（別記第２号様式）に所定の事項

を入力したファイルを添付しなければならない。この場合において、ファ

イルの保存形式は第６条の規定を準用する。 

（工事費内訳書の添付） 

第１１条 入札参加者が入札書に工事費内訳書を添付する場合は、使用する

ソフトウェア及びファイルの保存形式は次の方式によらなければならない。 

 ⑴ Microsoft Word   doc、docx形式 

 ⑵ Microsoft Excel   xls、xlt、xlsx、xltx及び xlsm形式 

 ⑶ PDF ファイル  pdf形式 

 ⑷ 画像ファイル  bmp、jpeg及び gif形式 

 ⑸ その他契約検査課が認めたファイル形式 

２ 発注者は単価部分を空欄にした工事費内訳書（以下「単抜き設計書」と

いう。）の電子データを入札情報サービスにより提供する。ただし、発注者

が必要と認めた場合は、他の方法により提供することができるものとする。 

３ 入札参加者は、前項の規定により提供された電子データをもとに数値等
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を入力したものを、工事費内訳書として提出することができる。 

４ 前項の規定は、入札参加者において積算を行うためのソフトウェア等に

より発注者が提供した単抜き設計書の電子データとは別に工事費内訳書を

作成し、入札書に添付することを妨げない。 

５ 前４項の規定により作成した工事費内訳書には、次に掲げる項目を記載

しなければならない。 

 ⑴ 工事番号、工事名及び工事場所 

 ⑵ 入札参加者の商号又は名称、所在地並びに代表者（支店長等）の職名

及び氏名 

 ⑶ 工事費内訳書の内容について説明できる者の所属、氏名及び電話番号 

（添付資料に関する規定の準用） 

第１２条 第７条から第９条の規定は、工事費内訳書を添付する場合に準用

する。この場合において、「入札参加希望者」とあるのは「入札参加者」と、

「参加資格確認申請書等の受付締切日時」とあるのは「入札書受付締切日

時」とそれぞれ読み替えるものとする。 

（入札） 

第１３条 入札参加者は、電子入札システムの入札書受付締切日時までに電

子入札システムのサーバーに到達するように入札書の提出を行わなければ

ならない。この場合において、当該日時までに入札書が到達しない場合は、

入札を辞退したものとみなす。 

２ 提出した入札書、辞退届等の変更又は取消し等は認めない。 

（書面による入札の場合の取扱い） 

第１４条 第４条の規定により書面により入札書を提出する場合は、電子入

札システムにより市が設定した入札書受付締切日時までに入札書が入札執

行者のもとに到達するよう持参し提出するものとする。 

２ 入札書は封書にし、封書の表に次の各号の項目を記載しなければならな

い。 

 ⑴ 「入札書」という文字 

 ⑵ 工事、委託名（工事、委託番号がある場合はその番号も含む。） 

 ⑶ 入札参加者の商号又は名称 

３ 入札執行者は、入札書を開札日時まで厳重に保管するものとし、開札時

に電子入札システムへの入札額等の入力を行う。 
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（開札が著しく遅延した場合の連絡等） 

第１５条 開札予定時間から実際の開札が著しく遅延する場合は、入札者に

対して電子入札システム等により開札状況等の情報を提供する。 

（くじ引き） 

第１６条 電子入札対象案件において、落札となるべき同価格の者が２名以

上いた場合は、電子入札システムにより入札書を提出する際に入札者が選

択した３桁の番号（以下「くじ番号」という。）等を基に、電子入札システ

ムにより落札者を決定する。 

２ 前項の場合において、書面により入札書を提出した入札者については、

入札に関係ない職員が電子入札システムにより選択したランダムに生成さ

れるくじ番号をもって、当該入札者のくじ番号とする。 

（入札参加者側の障害により受付締切日時等を変更する場合） 

第１７条 入札参加者等から天災等の障害により電子入札を行うことができ

ない旨の申告があった場合は、市長は、必要に応じて障害の内容及び復旧

の可否等について調査確認を行うものとする。 

２ 前項の調査確認の結果、障害からの復旧を待っていたのでは、受付締切

日時等に入札等を行うことができないと判断され、かつ、次の各号のいず

れかに該当する障害によって原則として複数の入札参加者等が入札に参加

できない場合には、受付締切日時等を変更することができる。 

 ⑴ 地震、大雨等の天災 

 ⑵ 広域的、地域的停電 

 ⑶ インターネットサービスプロバイダ、通信事業者に起因する通信障害 

 ⑷ その他受付締切日時等を変更することが適当であると市長が認める場

合 

３ 変更後の受付締切日時等を直ちに決定することができない場合において

は、市長は便宜上、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する。ただ

し、受信できる環境にない者に対しては、電話等で連絡するものとする。 

（発注者側の障害により受付締切日時等を変更する場合） 

第１８条 発注者側に障害が発生した場合において、障害復旧の見込みがあ

るときは受付締切日時等を変更し、障害復旧の見込みがないときは電子入

札システムを利用せずに入札手続を行うものとする。ただし、復旧の見込

みがあるが、受付締切日時等を直ちに変更できないときは、電話等により
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入札参加者等に連絡するものとする。 

（設計図書に関する質問及び回答） 

第１９条 電子入札対象案件の設計図書等に対する入札参加者からの質問及

び回答等については、原則として次の各号の基準とする。 

 ⑴ 質問受付期限 入札書受付締切日の５日前の午後５時までとする。た

だし、その間に休日等を含む場合は、休日等を除いた５日前とする。 

 ⑵ 質問回答期限 原則として入札書受付締切日の３日前の午後５時まで

に入札情報サービスにて回答を公開する。ただし、その間に休日等を含

む場合は、休日等を除いた３日前とする。 

（契約手続） 

第２０条 落札者は、落札者決定通知書を確認した後、契約検査課において

契約書等を受領するものとする。 

２ 落札者は、入札手続に利用したＩＣカードの名義人にかかわらず、柏崎

市建設工事入札参加資格者名簿、柏崎市建設コンサルタント等業務入札参

加資格者名簿に登録されている本店又は支店等の代表者名で契約を締結す

ることができる。 

（その他） 

第２１条 この基準に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

 この運用基準は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

 この運用基準は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、第６条第１

号及び同条第２号並びに第１１条第１項第１号及び同項第２号の改正規定は、

平成２６年４月１日以降に公告又は指名通知により行う入札から施行する。 

附 則 

 この運用基準は、平成２９年４月３日から運用する。 

附 則 

 この運用基準は、令和４年４月１日から運用する。 
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別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

紙入札方式参加承諾願 

                                年  月  日  

 

柏崎市長     様 

 

                      所在地又は住所 

                      商号又は名称 

                      代表者名 

 

 

 １ 案件名 

  ⑴ 案件番号 

  ⑵ 案件名 

 

 

 ２ 電子入札システムでの参加ができない理由 

 

 

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により

電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加についての承諾

をお願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

上記について承諾します。 

  年 月 日 

 

              様 

                              柏崎市長            
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別記 

第２号様式（第１０条関係） 

 

 

添付書類省略届  

                              年  月  日  

 

柏崎市長     様 

 

                    所在地又は住所 

                    商号又は名称 

                    代表者名 

 

 

 

 １ 案件名 

  ⑴ 案件番号 

  ⑵ 案件名 

 

 

２ 添付書類を省略する理由 

□ 添付書類が不要な案件であるため 

□ 添付書類を電子入札システム上の参加資格確認申請書受付締切日時（公募型指

名競争入札の場合は入札参加意向書受付締切日時）までに持参するため 
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柏崎市電子入札システム利用者登録番号交付申請要領 

  

平成２４年７月１日 伺定 

最終改正 令和４年２月２２日 伺定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、柏崎市が実施する電子入札に参加しようとする者が、

電子入札に使用するＩＣカードを電子入札システムにあらかじめ登録する

処理（以下「利用者登録」という。）を行う際に用いる認証番号（以下「利

用者登録番号」という。）の交付を受けるための要件及び手続等を定めるも

のとする。 

（利用者登録番号の交付を受けることができる者） 

第２条 市長は、柏崎市建設工事入札参加資格者名簿又は柏崎市建設コンサ

ルタント等業務入札参加資格者名簿に登載されている者に対して、利用者

登録番号を交付する。 

（利用者登録できるＩＣカードの要件） 

第３条 利用者登録に使用するＩＣカードについては、柏崎市が指定する電

子認証局が発行する電子入札コアシステム対応のＩＣカードを使用しなけ

ればならない。 

２ ＩＣカードの名義人は、契約締結権限を有する本店又は支店等として前

条の名簿に登載されている本店又は支店等の代表者でなければならない。 

（交付申請の方法） 

第４条 利用者登録番号の交付を受けようとする者は、利用者登録番号交付

申請書（別記第１号様式。以下「交付申請書」という。）を市長に提出しな

ければならない。 

（利用者登録番号の交付） 

第５条 利用者登録番号は、利用者登録番号通知書（別記第２号様式）によ

り第２条の名簿の各申請者に対し１つだけ交付する。 

２ 原則として利用者登録番号の再交付は行わない。 

（共同企業体の取扱い） 

第６条 経常共同企業体及び特定共同企業体は、代表構成員単体のＩＣカー

ドで電子入札に参加するものとする。 
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（利用者登録番号の管理） 

第７条 利用者登録番号の交付を受けた者は、利用者登録番号を紛失、外部

漏洩等することのないよう、厳重にその管理を行わなければならない。 

（申請内容と異なる利用者登録） 

第８条 市長は、交付申請書と内容が異なるＩＣカード又は交付申請書に記

載のないＩＣカードの利用者登録が行われた場合、当該データを電子入札

システムから消去することができる。 

（変更の届出） 

第９条 利用者登録番号の交付を受けた者は、交付申請書の内容に変更があ

った場合には、速やかに変更届出書（別記第３号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

附 則 

 この要領は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

 

利用者登録番号交付申請書 
 

 

  年  月  日 

 

柏崎市長      様 

 

 

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者 

 

 

下記のとおり柏崎市電子入札システムの利用者登録番号の交付を申請します。 

 

記 

 

資格者名簿の種類 

（該当するものに○） 
建設工事  建設コンサルタント等業務 

 

電子入札システムに登録す

るＩＣカードの名義人 

 
（契約締結権限を有する本店又

は支店等として名簿に登載され

ている本店又は支店等の代表者） 

役職名 氏 名 備考 

   

   

 

 

(申請担当者) 

所  属  電  話  

職  名  ＦＡＸ  

担当者名  e－mail  

 

＜申請に当たっての注意事項＞ 

１ 申請に当たっては、本店の代表者名で提出してください。（支店長等委任先の長による申請は認め

ません。） 

２ この申請を行う時点で、ＩＣカードを取得している必要はありません。 

３ 郵送で提出する場合、封筒の表面に「利用者登録番号交付申請書在中」と朱書きするとともに、返

信用封筒を同封してください。 

４ 利用者登録番号通知書は、利用者に対して交付します。 

５ この申請書は、契約検査課に提出してください。 
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別記 

第２号様式（第５条関係） 

 

 第     号 

  年  月  日 

 

 

            様 

 

 

柏崎市長    

 

 

 

利用者登録番号通知書 

 

 

柏崎市電子入札システムに対し、貴者が利用者登録を行うために必要となる利用者登録番

号等は下記のとおりです。 

この通知は再発行いたしませんので、紛失・外部漏洩等のないよう厳重に管理してくださ

い。 

 

 

 

 

記 

 

 

１ 商号又は名称 

 

 

 

 

 

 

２ 利用者登録番号 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意点＞ 

・商号又は名称は、全て全角文字です。 

・利用者登録番号は、全て半角文字です。 

・利用者登録の方法については、柏崎市ホームページ内の「電子入札ポータルサイト」の「事

前準備・利用者登録」を参照してください。 
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別記 

第３号様式（第９条関係） 

 

変 更 届 出 書 

 

 

  年  月  日 

 

柏崎市長  様 

 

所在地又は住所  

商号又は名称 

代表者 

 

 

下記のとおり利用者登録番号交付申請書の内容に変更があるので届け出ます。 

 

記 

 

資格者名簿の種類 

（該当するものに○） 
建設工事  建設コンサルタント等業務 

 

電子入札システムに登録す

るＩＣカードの名義人 

 
（契約締結権限を有する本店又

は支店等として名簿に登載され

ている本店又は支店等の代表

者） 

役職名 氏 名 備考 

   

   

※ 変更、追加、削除等があった名義人についてのみ、備考欄にその旨の文言を付して記入して

ください。 

 

(申請担当者) 

所  属  電  話  

職  名  ＦＡＸ  

担当者名  e－mail  

 

＜届出に当たっての注意事項＞ 

１ 届出に当たっては、本店の代表者名で提出してください。（支店長等委任先の長による申請は認め

ません。） 

２ 郵送で提出する場合、封筒の表面に「変更届出書在中」と朱書きしてください。 

３ ＩＣカードの名義人となっている代表取締役、支店長等の交替の場合、この届出に先立って又は

同時に入札参加資格審査申請の変更届出書の提出も必要となります。 

４ この届出書は、契約検査課に提出してください。 

258



 

 

 

 

 

 

 

４  請 負 契 約 
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建設工事請負基準約款 

（新潟県柏崎市財務規則別記（第１８０条関係）） 

 

平成１６年３月１０日 規則第５号 

最終改正 令和７年３月２８日 規則第４５号 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基

づき、設計図書（別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明

に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、法令を遵守し、この契

約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的

物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものと

する。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以

下「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の

定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書

面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語

とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設

計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に

定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年

法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるもの
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とする。 

10 この契約は、法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契

約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注

者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業

体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、受注者は、発注者に対し

て行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなけ

ればならない。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施行する工事及び発注者の発注に係る第三者の

施行する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるとき

は、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者

は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施行に協力しな

ければならない。 

（工程表及び請負代金内訳書） 

第３条 受注者は、契約締結の日から起算して７日以内に設計図書に基づき、

工事に関する工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、

発注者が工程表の提出をする必要がないと認めたものについては、この限

りでない。 

２ 発注者は、前項の工程表を審査し、特に必要があると認めたときは、受

注者に対して変更を請求することができる。 

３ 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起

算して７日以内に工事に関する請負代金内訳書の提出を請求することがで

きる。 

４ 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定
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福利費を明示するものとする。 

５ 工程表及び請負代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではな

い。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、発注者が必要と認める工事については、この契約の締結

と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。た

だし、第６号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその

保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

(１) 契約保証金の納付 

(２) 新潟県柏崎市財務規則（平成16年規則第５号。以下「財務規則」と

いう。）第205条第１項各号に掲げるいずれかの有価証券の提供 

(３) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する

銀行その他発注者が確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び

金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する

金融機関をいう。）の保証 

(４) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する

保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律

第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の

保証 

(５) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による

保証 

(６) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証

保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的

方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注

者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当
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該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項に

おいて「保証の額」という。）は、請負金額の10分の１以上に相当する額

としなければならない。 

４ 受注者が、第１項第３号から第６号までのいずれかに掲げる保証を付す

場合は、当該保証は第53条第３項各号に規定する者による契約の解除の場

合についても保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号から第４号までに掲げる保証

を付したときは、当該保証は財務規則第144条第２項及び第３項に規定する

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、第１項第５号又

は第６号に掲げる保証を付したときは、財務規則第144条第４項の規定によ

り契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分

の１に相当する額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するこ

とができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 

（役務的保証を付す契約） 

第５条 受注者は、前条によらず発注者が特に指定した工事については、こ

の契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履

行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契

約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合に

おいて当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。）を付さなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において、保証金額は、請負金額の10分の３以上に相当する

額としなければならない。 

３ 受注者が、第１項の保証を付す場合は、当該保証は第53条第３項各号に

規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければな
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らない。 

４ 請負金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負金額の10分

の３に相当する額に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求するこ

とができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場

合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物及び工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）の

うち第15条第２項の規定による検査に合格したもの及び第39条第２項の規

定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又

は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、

発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係

る工事の施行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、

特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第

１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、

請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物の係る工事の施行

以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出し

なければならない。 

（一括委任又は一括請負の禁止） 

第７条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独

立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない。 

（承諾を請求する手続） 

第８条 受注者は、第６条第１項ただし書又は同条第２項ただし書の規定に
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より、発注者の承諾を得ようとする場合は、権利義務の譲渡又は承継に係

る第三者との契約を証する書面を提示しなければならない。 

２ 前項の契約には、第６条第１項ただし書又は同条第２項ただし書の規定

による発注者の承諾を得たときにその効力を生ずること、及び当該契約の

変更又は解除は、当該契約の当事者双方の連署による書面をもって発注者

に届出（変更の場合はその承諾）がなければ、その効力を生じない旨の特

約を設けなければならない。 

３ 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破

産により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合にお

いて他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権

利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。 

（下請負人の通知） 

第９条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な

事項の通知を請求することができる。 

（下請負人の社会保険等加入義務等） 

第９条の２ 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第

２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以

下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(２) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

(３) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分

に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負

人とすることができる。 

(１) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当す

る場合 

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施行
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が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各

号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確

認書類」という。）を受注者が発注者に提出した場合 

(２) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場

合 

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施行

が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から

30日（発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出すること

ができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その

延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

（特許権等の使用） 

第10条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づ

き保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となって

いる工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責

任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等

を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がな

く、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が

その使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

（監督員） 

第11条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者

に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注

者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもの

のほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(１) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、
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承諾又は協議をすること。 

(２) 設計図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は

受注者が作成したこれらの図書の承諾をすること。 

(３) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施行状況の検査又は

工事材料の試験若しくは検査（確認を含む。）をすること。 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、

それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注

者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面をも

って受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもっ

てこれを行わなければならない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、

報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監

督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日

をもって発注者に到達したものとみなす。 

６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、

発注者に帰属する。 

（現場代理人等） 

第12条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図

書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しな

ければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 

(１) 現場代理人 

(２) 監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐（建設業法第26条第３

項ただし書の政令で定める者をいう。）又は主任技術者をいう。以下同

じ。） 

(３) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同
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じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及

び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第14条

第１項の規定による請求の受理、同条第３項の規定による決定及び通知並

びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約による受注者の一切の権

限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運

営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確

保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を

要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代

理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当

該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

５ 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第

26条第３項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任で

なければならない。 

６ 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができ

る。 

（履行報告） 

第13条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行につい

て発注者に報告しなければならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第14条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と

兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につ

き著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し

た書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代
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理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施行するために使用し

ている下請負人、労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認

められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面に

より、必要な措置を執るべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事

項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通

知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められると

きは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執

るべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項

について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知

しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第15条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計

図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有

するものとする。 

２ 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示にお

いて、監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて

使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したも

のを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用

は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日

から７日以内に応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで

工事現場外に搬出してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定
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された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場

外に搬出しなければならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第16条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示

において、監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受

けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、

又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示にお

いて、監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、

当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設

計図書において又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示におい

て、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調

合又は工事の施行をするときは、設計図書又は指示書に定めるところによ

り、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた

日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求さ

れたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日

から７日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すおそれがあると

きは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける

ことなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施行することができる。

この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施行を

適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の

請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければ

ならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査若しくは見本又は工
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事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第17条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）

及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品

質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところに

よる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会い

の上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければ

ならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又

は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと

認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな

い。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日か

ら７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は

貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第

２項の検査により発見することが困難であったものに限る。）などがあり、

使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ

ばならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場

合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与

品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸

与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を

明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求

しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料

又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時
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期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期

若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しな

ければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変

更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければ

ならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損

し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代

品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償し

なければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていな

いときは、監督員の指示に従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 

第18条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施行

上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施行上必

要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）ま

でに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理し

なければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合

において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機

械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件

を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該
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工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物

件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、

発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しく

は取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の

処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま

た、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ

ばならない。 

５ 第３項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発

注者が受注者の意見を聴いて定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第19条 受注者は、工事の施行部分が設計図書に適合しない場合において、

監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の

責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められると

きは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第15条第２項又は第16条第１項から第３項までの規

定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施行

部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施行部分が設計図書に適合しな

いと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる

ときは、当該相当の理由を受注者に通知して工事の施行部分を最小限度破

壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負
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担とする。 

（条件変更等） 

第20条 受注者は、工事の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事

実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求し

なければならない。 

(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致

しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

(２) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

(３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(４) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に

示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこ

と。 

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのでき

ない特別な状態が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号

に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わ

なければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者

の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、受注者の意

見を聴き、発注者としての調査結果（これに基づき受注者が執るべき措置

を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、当該監

督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければなら

ない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、

あらかじめ受注者に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 発注者は、前項に規定する発注者としての調査結果により第１項各号の

いずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められ
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るときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 発注者は、前項の場合において、第１項第４号又は第５号に該当するこ

とにより設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わ

ないときは、あらかじめ受注者と協議を行うものとする。 

６ 第４項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注

者に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、発注

者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又

は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工事の中止） 

第22条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、

地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事

象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができな

いものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動

したため、受注者が工事を施行できないと認められるときは、発注者は、

工事の全部又は一部の施行の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区

域その他の内容（以下「中止内容」という。）を明らかにした上で、受注

者に指示しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の

全部又は一部の施行の一時中止を、中止内容を明らかにした上で、受注者

に指示することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による発注者の一時中止の指示があったときは、

当該指示に従い、工事の全部又は一部の施行を一時中止しなければならな

276



い。 

４ 発注者は、第１項又は第２項の規定により工事の施行を一時中止させた

場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変

更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、

建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施行の一時中止に伴

う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第22条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事

する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得な

い事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなけ

ればならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第23条 受注者は、天候の不良、第２条の規定による関連工事の調整への協

力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完

成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に

工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると

認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、

発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは請

負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工

期の短縮変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代

金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな
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ければならない。 

（工期の変更方法） 

第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者

が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた

日（第23条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の

場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から14日以内に協議

開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。 

（請負金額の変更方法） 

第26条 請負金額の変更（次条の規定による変更を除く。）については、発

注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に

協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第21条の規定による請負金額の変更について

は、別表に定めるところによるものとする。 

３ 第１項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生

じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

４ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を

受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注

者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更） 

第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過し

た後に国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当
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となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求すること

ができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残

工事金額（請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控

除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事金額（変動

後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額を

いう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事金額の1,000

分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、

発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行っ

た後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の

日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」

とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい

変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前

各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に国内において急激

なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当

となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負

金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者

とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わな

い場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴

いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、

第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始
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の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注

者に通知することができる。 

（臨機の措置） 

第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措

置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるとき

は、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、

緊急かつやむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、その執った措置の内容を監督員に直

ちに通知しなければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施行上特に必要があると認めるときは、

受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、

当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担する

ことが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた

損害その他工事の施行に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又

は第31条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用

を負担する。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険

等により塡補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第30条 工事の施行について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害（第58条第１項の規

定により付された保険等により塡補された部分を除く。）のうち発注者の

責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施行に伴い通常避けることができない
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騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼ

したときは、発注者がその損害（第58条第１項の規定により付された保険

等により塡補された部分を除く。）を負担しなければならない。ただし、

その損害のうち工事の施行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ

たことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施行について第三者との間に紛争を生じた場

合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるもの

とする。 

（不可抗力による損害） 

第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものに

あっては、当該基準を超えるものに限る。）発注者と受注者いずれの責め

にも帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）

により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは

建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が

生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通

知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、

同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの

及び第58条第１項の規定により付された保険等により塡補された部分を除

く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を

受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害によ

る費用の負担を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求が

あったときは、当該損害の額（工事目的物等であって第15条第２項、第16

条第１項若しくは第２項又は第39条第３項の規定による検査、立会いその

他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損
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害の額に限る。次項において同じ。）及び当該損害の取片付けに要する費

用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負金額の100分の

１を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害

復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担す

るものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところに

より、算定する。 

(１) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負

金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額

とする。 

(２) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認めら

れるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、そ

の評価額を差し引いた額とする。 

(３) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建

設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却する

こととしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に

相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機

能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である

ものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第２

次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損

害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要す

る費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、

「請負金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負金額の100分の１を

超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあ

るのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を
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適用する。 

（請負金額の変更に代える設計図書の変更） 

第32条 発注者は、第10条、第17条、第19条から第22条まで、第23条、第24

条、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負金額を増額

すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、

請負金額の増額又は負担すべき費用の額全部又は一部に代えて設計図書を

変更することができる。 

２ 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議

して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合に

おいては、発注者が定め、受注者に通知する。 

３ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべ

き事由又は費用を負担すべき事由が発生した日から14日以内に協議開始の

日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。 

（検査及び引渡し） 

第33条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなけれ

ばならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から

起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、

工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通

知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊

して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担

とする。 

４ 発注者が第２項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したこ
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とを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものと

みなす。 

５ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改

造をして発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補

又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 

（請負代金の支払） 

第34条 受注者は、前条第２項（同条第５項後段の規定により適用される場

合を含む。第３項において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の

支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

40日以内に請負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をし

ないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、

前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し

引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超

えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において

満了したものとみなす。 

（部分使用） 

第35条 発注者は、第33条第４項の規定による引渡し前においても、工事目

的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意を

もって使用しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したこ

とによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ

ならない。 

（前金払及び中間前金払） 

第36条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限
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とした公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保

証契約（以下「保証契約」という。）を締結して発注者に対して本則第92

条第２項に規定する前払金の支払を請求することができる。 

２ 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発

注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であ

って、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措

置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を

寄託したものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、その日から起算し

て14日以内に前払金を支払わなければならない。 

５ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払を受けた後、保証契約を締

結し、その保証証書を発注者に預託して本則第92条第３項に規定する前払

金（以下「中間前払金」という。）の支払を請求することができる。 

６ 第３項及び第４項の規定は、前項について準用する。 

７ 工事内容の変更その他の理由により、著しく請負金額を増額した場合に

おいて、受注者は、その増額後の請負金額に対する本則第92条第２項に規

定する10分の４（中間前払金の支払を受けているときは、10分の６）から

受領済みの前払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金

額を含む。以下次項において同じ。）を差し引いた額に相当する額以内の

前払金（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下

この条から第38条まで同じ。）の支払を請求することができる。この場合

において、第４項の規定を準用する。 

８ 工事内容の変更その他の理由により請負金額を減額した場合において、

受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の５（第５項の規定により

中間前払金の支払を受けているときは、10分の６）を超えるときは、受注

者は、その減額のあった日の翌日から起算して30日以内に、その超過額を
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返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還

することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められると

きは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。 

９ 発注者は、受注者が前項に規定する期間内に超過額を返還しなかったと

きは、その未返還額につき、前項に規定する期間を経過した日から返還す

る日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和24年法律第256号）第８条の規定により決定された率（以

下「法定率」という。）の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求する

ことができる。 

（保証契約の変更） 

第37条 受注者は、前条第７項の規定により受領済みの前払金に追加して更

に前払金の支払を請求する場合において、あらかじめ工事内容の変更その

他の理由により工期を延長したときには直ちに保証契約を変更し、変更後

の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、前条第８項の規定により請負金額

を減額した場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を短縮した場

合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を遅滞なく発

注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁

的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者

が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該

保証証書を寄託したものとみなす。 

（前払金の使用等） 

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、

機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、

動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に
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相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 

（部分払） 

第39条 受注者は、工事の完成前に工事の出来形部分、工事現場に搬入済み

の工事材料、製造工場等にある特殊な工場製品等で、監督員の検査を受け、

当該検査に合格した部分があるときは、当該部分に相応する請負金額相当

額の10分の９以内の額（以下「部分払金」という。）について、次項以下

に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求

は、工事中契約の定める回数を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に

係る工事の出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料、製造工場等にあ

る特殊な工場製品等の確認を発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から起算して14日

以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確

認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければな

らない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、

その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査するこ

とができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担

とする。 

５ 部分払金の額は、別表により算出するものとする。 

６ 受注者は、第２項の規定による確認があったときは、書面をもって部分

払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求のあ

った日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。 

（部分払対象物件の保証） 

第40条 受注者は、前条の部分払の対象とする物件については、発注者を受

取人とする損害保険を付さなければならない。ただし、発注者と受注者と

が協議の上、受注者が他の方法により危険負担をする旨を約定した場合は、
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この限りでない。 

２ 損害保険をかける時期、期間、金額等については、発注者と受注者とが

協議して定める。 

３ 受注者は、第１項の保険契約等を締結したときは、直ちにその証券等を

発注者に提示するものとする。 

（部分引渡し） 

第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立

って引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）

がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第

33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあ

るのは「指定部分に係る工事目的物」と、第34条中「請負代金」とあるの

は「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第42条 受注者は、発注者が第36条、第39条又は第41条において準用される

第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求

したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施行を一

時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示

した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施行を中止した場合におい

て、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は

受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械

器具等を保持するための費用その他の工事の施行の一時中止に伴う増加費

用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第43条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受

注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求す
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ることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、

発注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するもので

ないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をする

ことができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告

をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程

度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求す

ることができる。 

(１) 履行の追完が不能であるとき。 

(２) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一

定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場

合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をし

ても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第46条によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者

に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期

間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約

を解除できる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が

この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで
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ない。 

(１) 第６条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこ

れを提出したとき。 

(２) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しな

いとき。 

(３) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完

成する見込みがないと認められるとき。 

(４) 第12条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(５) 正当な理由がなく、第43条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

この契約を解除することができる。 

(１) 第６条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(２) 第６条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施

行以外に使用したとき。 

(３) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかである

とき。 

(４) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不

適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成す

ることができないものであるとき。 

(５) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明

確に表示したとき。 

(６) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務

の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する

部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(７) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一
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定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場

合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

(８) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注

者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされ

る見込みがないことが明らかであるとき。 

(９) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）

が経営に実質的に関与していると認められるものに請負代金債権を譲渡

したとき。 

(10) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たと

き。 

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれか

の者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に

関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又

は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実

質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団

又は暴力団員であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当
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に利用するなどしていると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当

する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、

受注者がこれに従わなかったとき。 

(12) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁

止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第

20条第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは

第３項、第17条の２又は第20条第１項の規定による命令（以下「排除措置

命令」という。）を行った場合において、当該排除措置命令があったこと

を知った日から６か月間又は当該排除措置命令の日から１年間（以下こ

の号において「出訴期間」という。）を経過したとき（出訴期間内に当該

排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 

(13) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第

７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用す

る場合を含む。）の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）

を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日か

ら６か月間又は当該課徴金納付命令の日から１年間（以下この号におい

て「出訴期間」という。）を経過したとき（出訴期間内に当該課徴金納付

命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 

(14) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消し
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の訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定

したとき。 

(15) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が、

刑法（明治40年法律第45号）第96条の６の規定による刑が確定したとき。 

(16) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定

したことを認めたとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第47条 第45条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事

由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除を

することができない。 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第48条 第５条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公

共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第45条

各号及び第46条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工

事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、

工事を完成させるよう請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建

設業者（以下この条において「代替履行業者」という。）から発注者に対

して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継す

る旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務

を承継させる。 

(１) 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡

しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。） 

(２) 工事完成債務 

(３) 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不
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適合に係るものを除く。） 

(４) 解除権 

(５) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第30条の規定により受

注者が施行した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 

３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業

者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する

ものとする。 

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事

履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、

この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他

の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を

含む。ただし、第46条第１項第９号の規定によりこの契約が解除された場

合の違約金を除く。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 

（受注者の催告による解除権） 

第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除

することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履

行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限

りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。 

(１) 第21条の規定により設計図書を変更したため請負金額が３分の２以

上減少したとき。 

(２) 第22条の規定による工事の施行の中止期間が工期の10分の５（工期

の10分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が

工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した
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後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をする

ことができない。 

（解除に伴う措置） 

第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、出

来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった

工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引

渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を別表により算出し受注者に

支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認

められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破

壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担

とする。 

３ 第１項の場合において、第36条の規定による前金払又は中間前金払があ

ったときは、当該前払金及び中間前払金の額（第39条の規定による部分払

をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の

額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除す

る。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰

があるときは、受注者は、解除が第45条、第46条又は次条第３項の規定に

よるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から

返還の日までの日数に応じ法定率によって算出した額の利息を付した額を、

解除が第44条、第49条又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰

額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材

料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されて
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いるものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、

当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したと

き、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、

代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を

賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品

があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合

において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき

損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代

えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用

地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他

の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるとき

は、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り

片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物

件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、

発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しく

は取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の

処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま

た、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ

ばならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方

法等については、この契約の解除が第45条、第46条又は次条第３項の規定

によるときは発注者が定め、第44条、第49条又は第50条の規定によるとき

は受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後

段及び第６項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、
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発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の

処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これに

よって生じた損害の賠償を請求することができる。 

(１) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(２) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(３) 第45条又は第46条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が

解除されたとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、

又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注

者は、請負金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。 

(１) 第45条又は第46条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解

除されたとき。 

(２) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受

注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能とな

ったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当す

る場合とみなす。 

(１) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法

（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人 

(２) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更

生法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人 

(３) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再
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生法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２

号に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社

会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもので

あるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号の規定に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合は、

遅延日数１日につき契約金額の1,000分の１以上の割合で違約金を徴収す

ることができる。 

６ 第２項の場合（第46条第９号及び第11号から第16号までの規定により、

この契約が解除された場合を除く。）において、第４条の規定により契約

保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者

は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ

る。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに

よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定

める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰す

ることができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(１) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、

又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 第34条第２項（第41条において準用する場合を含む。）の規定による請

負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅

延日数に応じ、法定率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請

求することができるものとする。 

（契約不適合責任期間等） 

第55条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第４項（第41条
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においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以

下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でな

ければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代

金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）

をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引

渡しのとき、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、

受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意

の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１

年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定

の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思

を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な

期間（以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）

のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発

注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等

をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根

拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に

必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたも

のであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、

民法の定めるところによる。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったと

きは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなけれ
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ば、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注

者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81

号）第94条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的

物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64

号）第５条に定める部分の瑕(か)疵(し)（構造耐力又は雨水の浸入に影響

のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、10年と

する。この場合において、前各項の規定は、適用しない。 

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若し

くは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適

合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材

料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 

（臨時検査） 

第56条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施行の中途において

随時その職員をして検査させることができる。 

２ 前項による検査において必要があるときは、当該職員は、破壊検査をす

ることができるものとし、この場合は、第33条第３項の規定を準用する。 

（監督又は検査の委託） 

第57条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委

託して監督又は検査をさせることができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を

書面をもって受注者に通知しなければならない。 

（火災保険等） 

第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条

において同じ。）等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事

保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）
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に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又は

これに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の

保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

（あっせん又は調停） 

第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるもの

につき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があ

る場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合

には、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会（以下次条におい

て「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理

技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施行するために使用している

下請負人、労働者等の工事の施行又は管理に関する紛争及び監督員の職務

の執行に関する紛争については、第14条第３項の規定により受注者が決定

を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後又は

発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間

が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停

を請求することができない。 

（仲裁） 

第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん

又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定

にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断

に服する。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされてい

る催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他
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の法令に違反しない限りにおいて、新潟県柏崎市情報通信技術を活用した

行政の推進等に関する条例（平成20年条例37号）の規定により電磁的方法

を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるも

のでなければならない。 

（補則） 

第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注

者とが協議して定める。 
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別表 

    

項目 適 用

条文 
算式 摘要 

請 負

金 額

を 変

更 す

る 場

合 

第 26

条 第

２項 

・第１回目の変更の場合 
左の算式中、括

弧 内 の 計 算 の

結果、千円未満

の 端 数 を 生 じ

たときは、特別

の 事 情 が あ る

場合を除き、こ

れ を 切 り 捨 て

る。 

  〔変更工事価格×元請負額÷元設計額〕×1.10＝変更後の請負額 

  ・第２回目（以降）の変更の場合 

  〔２回目（以降）変更工事価格×元請負額÷元設計額〕×1.10＝２回目（以

降）変更後の請負額 

部 分

払 を

す る

場合 

第 39

条 第

５項 

基本式 
１  算 出 の 結

果、１万円未満

の 端 数 を 生 じ

たときは、これ

を切り捨てる。 

  部分払金＝請負金額×工事出来形×0.9－前払金控除額－既支払額 
２  左 記 ⑵ に

ついて 

  ⑴  発 注 者 が

必 要 と 認 め る

場合は、ア及び

イ の 算 式 に か

か わ ら ず 前 払

金 及 び 中 間 前

払 金 の 合 計 額

の 全 額 を 控 除

す る こ と が で

き る も の と す

る。 

  ⑴ 工事出来形 

 工事出来形＝出来形査定設計書÷設計額 

⑵  イ の 算 式

に よ っ て 得 た

額 が 当 該 年 度

前 払 金 及 び 中

間 前 払 金 の 合

計 額 を 超 え た

場合は、当該年

度 前 払 金 及 び

中 間 前 払 金 の

合計額とする。 

  
 

３  そ の 他 特

別 の 事 情 に よ

り 左 記 に よ り

難い場合は、別

段 の 定 め を す

る こ と が で き

る。 

  （小数点以下２位未満切捨） 
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  ⑵ 前払金控除額（１円未満の端数切捨） 
  

  ア イ以外の場合 
  

  前払金控除額＝（前払金＋中間前払金）×工事出来形 
  

  イ 継続工事の場合 
  

  前払金控除額＝（当該年度前払金額＋当該年度中間前払金額）× 

（請負金額×工事出来形－前年度以前支払額）÷当該年度支払額 

  

  ⑶ 既支払額 
  

  継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。 
  

契 約

を 解

除 す

る 場

合 

第 52

条 
〔出来形査定設計額×請負金額〕÷設計額＝請負金額相当額 

  

注１ 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した

額をいう。 

２ 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負額」とは、当初の請負額をいう。 
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柏崎市工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領 

 

平成１０年８月１１日 伺定 

最終改正 令和７年４月１日 伺定 

 

工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて、柏崎市財務規

則（平成 16 年 3 月 10 日規則第 5 号）第 144 条及び柏崎市建設工事請負基

準約款第４条に規定するもののほか、次のとおり要領を定める。 

Ⅰ 工事請負契約における契約の保証 

１ この要領の対象とする工事は、設計金額が 1 件 300 万円以上の建設工

事とする。 

 当初の設計金額 300 万円未満の工事が、増額変更により 300 万円以上

になっても、契約保証金は求めない。（工事主管課は、工事費設計額が 300

万円以上となった場合、一般管理費に契約保証費を加算する。増減の変

更ついても計算する。） 

２  契約の保証については、原則として請負金額の 100 分の 10 以上の金

額を保証する金銭的履行保証（債務不履行に伴う損害を金銭的に補てん）

を請負者に求めることとする。（約款に基づく違約金の支払いを目的とす

る。） 

    また、特に必要がある場合（3年度以上の継続工事）は、公共工事履行

保証証券（履行ボンド）による役務的履行保証（工事の完成そのものの

保証又は請負金額の 100分の 30以上の金額の保証）を請負者に求めるこ

ととする。 

Ⅱ  保証の種類及び確認方法は、次のとおりとする。 

１  銀行その他市長が確実と認める金融機関等（以下「金融機関等」とい

う。）の保証（金銭保証人） 

① 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29年

法律第 195号）第 3条に規定する金融機関の「保証書」 

  具体的には、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、

労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協

同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入を行う
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組合をいう。 

② 公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 4 項に規定する前

払保証事業会社の「保証証書」 

２ 履行保証保険 

  契約の相手方が損害保険会社との間に、債務不履行により生ずる損害

をてん補する保証契約で、柏崎市（発注者）を被保険者とする「保証保

険」 

３  公共工事履行保証証券（履行ボンド） 

    契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の債務履行の保証

契約で、柏崎市（発注者）を債権者とする「保証証券」 

Ⅲ  金銭的履行保証 

１  契約締結時における取扱い 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、契約の相手方（落札業者等）から、工事請負契約書

の提出とともに、工事請負契約等についての金融機関等の保証にかか

る保証書（又は証書。以下同じ。）が提出されたときは、次の事項に誤

りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。 

       ア  債権者（名あて人）が柏崎市長であること。 

       イ  保証委託者が請負者（契約の相手方）であること。 

       ウ  保証人がⅡの１に定める金融機関等であり、保証人の記名押印

があること。 

       エ  柏崎市長に対する保証債務を負担する旨の記載があること。 

       オ  保証債務の内容が、工事請負契約に基づく債務不履行による損

害金の支払いであること。 

       カ  保証に係る工事の工事名が工事請負契約書等に記載の工事名と

同一であること。 

       キ  保証金額が請負金額の 100分の 10以上であること。 

       ク  保証期間が工期を含むものであること。 

       ケ  保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後 6か月以上確

保されていること。 

② 契約担当課は、工事請負契約を締結後、保証書を工事請負契約書

と一緒にとじて保管するものとする。 
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(2) 公共工事履行保証証券 （履行保証保険の取扱いも、同様とする。以

下同じ。） 

① 契約担当課は、契約の相手方から、工事請負契約書の提出とともに、

工事請負契約等についての公共工事履行保証証券に係る証券が提出

されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、工事請負契約書

を締結するものとする。 

       ア 債権者（保証金の受取人）が柏崎市長であること。 

       イ 債務者が請負者（契約の相手方）であること。 

       ウ 保証人（損害保険会社）の記名押印であること。 

       エ 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載し

たところにより保証債務を負担する旨の記載があること。 

       オ 主契約の内容としての工事名が工事請負契約書に記載の工事名

と同一であること。 

       カ 保証金額が請負金額の 100分の 10以上であること。 

       キ 保証期間が工期を含むものであること。 

② 契約担当課は、工事請負契約を締結後、公共工事履行保証証券に係

る証券を工事請負契約書と一緒にとじて保管するものとする。 

２  請負者の債務不履行による契約解除時の取扱い 

    契約担当課は、柏崎市建設工事請負基準約款第 46条各号のいずれかに

該当するときは、速やかに工事請負契約を解除し、それに伴う保証金（違

約金）の請求等の手続きを行うものとする。 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、請負者の債務不履行により契約を解除したときは、

保証金請求書に保証金の金額を記載し、請負契約解除通知の写し及

び保証書とともに金融機関等へ提出するものとする。 

② 契約担当課は、契約解除があった場合は、収入調停を行うととも

に、納入通知書を金融機関等へ送付するものとする。 

③ 契約担当課は、保証金請求書及び保証書の写し並びに契約解除通

知の写しを工事請負契約書と一緒にとじて保管するものとする。 

(2) 公共工事履行保証証券 

① 契約担当課は、請負者の債務不履行により契約を解除したときは、

保証金請求書に保証金の金額を記載し、請負契約解除通知の写し及
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び公共工事履行保証証券に係る証券とともに損害保険会社へ提出す

るものとする。 

② 契約担当課は、契約解除があった場合は、収入調停を行うととも

に、納入通知書を損害保険会社に送付するものとする。 

      ③  契約担当課は、保証金請求書及び公共工事履行保証証券に係る証

券の写し並びに契約解除通知の写しを工事請負契約書と一緒にとじ

て保管するものとする。 

３  工事完成時の取扱い 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、銀行等の金融機関が保証した場合において、請負者

から工事目的物の引渡しを受けたとき（工事完了検査終了後）は、保

証書（保証内容変更契約書を含む。）を請負者を通して当該金融機関

へ返還するものとする。 

  なお、保証書を請負者に交付するときは、請負者から保証書に係る

受領書を提出させるものとする。 

② 契約担当課は、保証書の写し及び保証書に係る受領書を工事請負

契約書に添付して保管するものとする。 

③ 契約担当課は、前払保証事業会社が保証をした場合は、請負者から

工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証書（変更保証証書を含む。）

を返還せずに工事請負契約書に添付して保管するものとする。 

(2) 公共工事履行保証証券 

契約担当課は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共

工事履行保証証券（異動承認書を含む。）を返還せずに工事請負契約書

に添付して保管するものとする。 

４  請負金額の増額変更時の取扱い 

     契約担当課は、請負金額の増額変更を行おうとする場合において、当

初請負金額の 30％を超える増額変更を行うときは、保証金額が変更後の

請負金額の 100 分の 10 以上の額になるよう増額変更を求めるものとす

る。 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、請負社に対して、工事請負変更契約書の提出ととも

に、保証金額を変更後の請負金額の 100分の 10以上の額に増額変更

308



する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証証

書を提出することを求めるものとする。 

② 契約担当課は、請負者から工事請負変更契約書とともに保証内容

変更契約書又は変更保証証書が提出されたときは、次の事項に誤り

がないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。 

        ア 債権者（名あて人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、保証人の記名

押印があること。 

        ウ 保証金額を変更する旨の記載があること。 

エ 保証に係る工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であ

ること。 

        オ 増額後の保証金額が変更後の請負金額の 100 分の 10 以上であ

ること。 

③ 契約担当課は、工事請負変更契約の締結後、保証内容変更契約書又

は変更保証証書を工事請負変更契約書と一緒にとじて保管するもの

とする。 

(2) 公共工事履行保証証券 

① 契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約書の提出ととも

に保証金額を変更後の請負金額の 100分の 10以上の額に増額変更す

る旨の損害保険会社が交付する異動承認書を提出することを求める

ものとする。 

② 契約担当課は、請負者から工事請負変更契約書とともに異動承認

書が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、工事請

負変更契約の締結をするものとする。 

        ア 債権者（保証金の受取人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人（損害保険会社）の記名押印があること。 

        ウ 債務者が請負者（契約の相手方）であること。 

        エ 異動を承認する旨の記載があること。 

        オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一

であること。 

        カ 増額後の保証金額が変更後の請負金額の 100 分の 10 以上であ

ること。 
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③ 契約担当課は、工事請負変更契約の締結後、異動承認書を工事請負

変更契約書と一緒にとじて保管するものとする。 

５ 請負金額の減額変更時の取扱い 

    契約担当課は、請負金額の減額変更を行おうとする場合で、請負者か

ら保証金額の減額を求める旨の申出があったときは、次の手続により保

証金額を減額変更するものとする。 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契

約内容変更承認書を交付し、契約担当課が指定する日（変更契約締結

後 7日以内）までに、保証金額を変更後の請負金額の 100分の 10以

上の額に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する保証内

容変更契約書又は変更保証証書を提出することを求めるものとする。 

② 契約担当課は、請負者から保証内容変更契約書又は変更保証証書

が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、これを受

理するものとする。 

        ア  債権者（名あて人）が柏崎市長であること。 

        イ  保証人が保証書に記載された金融機関等であり、保証人の記名

押印があること。 

        ウ  保証金額を変更する旨の記載があること。 

        エ  保証に係る工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であ

ること。 

        オ  減額後の保証金額が変更後の請負金額の 100分の 10以上であ

ること。 

③ 契約担当課は、保証内容変更契約書又は変更保証証書を工事請負

変更契約と一緒にとじて保管するものとする。 

(2)  公共工事履行保証証券 

① 契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契

約内容変更承認書を交付し、契約担当課が指定する日（変更契約締結

後７日以内）までに、保証金額を変更後の請負金額の 100分の 10以

上の額に保つ範囲で減額変更する旨の損害保険会社が交付する異動

承認書を提出することを求めるものとする。 

② 契約担当課は、請負者から異動承認書が提出されたときは、次の事

310



項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。 

        ア 債権者（保証金の受取人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人（損害保険会社）の記名押印であること。 

        ウ 債務者が請負者（契約の相手方）であること。 

        エ 異動を承認する旨の記載があること。 

        オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一

であること。 

        カ 減額後の保証金額が変更後の請負金額の 100 分の 10 以上であ

ること。 

③ 契約担当課は、異動承認書を工事請負変更契約書と一緒にとじて

保管するも のとする。 

６  工事延長時の取扱い 

    契約担当課は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後

の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように求める

ものとする。 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約書の提出ととも

に、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機

関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証証書を提出するこ

とを求めるものとする。 

② 契約担当課は、請負者から工事請負変更契約書の提出とともに保

証内容変更契約書又は変更保証証書が提出されたときは、次の事項

に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとす

る。 

        ア 債権者（名あて人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、保証人の記名

押印があること。 

        ウ 保証期間を変更する旨の記載があること。 

        エ 保証に係る工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であ

ること。 

        オ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。 

        カ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後 6か月以上確

311



保されていること。 

③ 契約担当課は、保証内容変更契約書又は変更保証証書を工事請負

変更契約書と一緒にとじて保管するものとする。 

(2)  公共工事履行保証証券 

① 契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約書の提出ととも

に、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の損害保

険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。 

② 契約担当課は、請負者から工事請負変更契約書の提出とともに異

動承認書が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、

工事請負変更契約を締結するものとする。 

        ア 債権者（保証金の受取人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人（損害保険会社）の記名押印があること。 

        ウ 債権者が請負者（契約の相手方）であること。 

        エ 異動を承認する旨の記載があること。 

        オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一

であること。 

        カ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。 

③ 契約担当課は、異動承認書を工事請負変更契約書と一緒にとじて

保管するものとする。 

    (3) 工事の施工中止の決定があったときは、次のとおり手続を行うもの

とする。 

     契約担当課は、工事主管課から施工中止の連絡を受けた時は、施工

中止決定の手続き取り、施工中止通知書の写しを速やかに保証人へ送

付するとともに、保証期間を変更する手続を行うものとする。 

７ 工期短縮時の取扱い 

   契約担当課は、工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間

の短縮を求める旨の申出があったときは、次の手続により保証期間を短縮

変更するものとする。 

(1) 金融機関等の保証 

① 契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約締結後に保証契

約内容変更承認書を交付し、契約担当課が指定する日（変更契約締結

後 7 日以内）までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変
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更する旨の金融機関等が交付する保証内容変更契約書又は変更保証

証書を提出することを求めるものとする。 

② 契約担当課は、請負者から保証内容変更契約書又は変更保証証書

が提出されたときは、次の事項に誤りがないかを確認の上、これを受

理するものとする。 

        ア 債権者（名あて人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、保証人の記名

押印があること。 

        ウ 保証期間を変更する旨の記載があること。 

        エ 保証に係る工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であ

ること。 

        オ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。 

        カ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後 6か月以上確

保されていること。 

③ 契約担当課は、保証内容変更契約書又は変更保証証書を工事請負

変更契約書と一緒にとじて保管するものとする。 

(2)  公共工事履行保証証券 

①  契約担当課は、請負者に対して、工事請負変更契約締結後に保証

契約内容変更承認書を交付し、契約担当課が指定する日（変更契約締

結後 7 日以内）までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮

変更する旨の損害保険会社が交付する異動承認書を提出することを

求めるものとする。 

②  契約担当課は、請負者から異動承認書が提出されたときは、次の

事項に誤りがないかを確認の上、これを受理するものとする。 

        ア 債権者（保証金の受取人）が柏崎市長であること。 

        イ 保証人（損害保険会社）の記名押印であること。 

        ウ 債務者が請負者（契約の相手方）であること。 

        エ 異動を承認する旨の記載があること。 

        オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一

であること。 

        カ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。 

③ 契約担当課は、異動承認書を工事請負変更契約書と一緒にとじて

313



保管するものとする。 

Ⅳ  役務的履行保証 

  公共工事履行保証証券（履行ボンド）による役務的履行保証（高付保割合、

保証金額が請負金額の 100分の 30以上）を求めた場合、「契約締結時」、「工

事完成時」、「請負金額の増額変更時」、「請負金額の減額変更時」、「工期延長

時」、「工期短縮時」における取扱いについては、それぞれ金銭的履行保証と

同様とする。 

ただし、請負者の債務不履行が生じた場合の取扱いは、次により行うもの

とする。 

① 契約担当課は、請負者の債務不履行が生じた場合には、当該工事請負

契約を解除することなく、速やかに保証人（損害保険会社）に対して、

公共工事履行保証証券の規定に基づき、代替履行請求書兼債権譲渡承諾

書により代替履行業者を選定して工事を完成させるよう請求するものと

する。 

② 契約担当課は、①と同時に、請負者に対して、代替履行請求書兼債権

譲渡承諾通知書により保証人（損害保険会社）へ代替履行を請求したこ

とを通知するものとする。 

③ 保証人（損害保険会社）は、代替履行業者により工事を完成させる方

法を選択した場合は、速やかに代替履行業者を選定し、契約担当課に対

して、代替履行業者選定報告書兼債権譲渡承諾依頼書により承諾を求め

るものとする。 

④ 契約担当課は、保証人（損害保険会社）から代替履行業者選定報告書

兼債権譲渡承諾依頼書の提出があった場合で、書類審査の結果これを承

諾したときは、保証人（損害保険会社）に対して、代替履行業者選定承

認書兼債権譲渡承諾書により通知するものとする。 

⑤ 保証人（損害保険会社）及び代替履行業者は、契約担当課から代替履行

業者選定承認書兼債権譲渡承諾書の送付を受けたときは、速やかに代替

履行承諾書（損害保険会社、代替履行業者が連署したもの）を契約担当

課へ提出するものとする。 

附 則 

 Ⅰ１中「300万円以上」を「200万円超」に、「300万円未満」を「200万
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円以下」に、当分の間読み替えるものとする。 

 この要領は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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柏崎市建設工事の前金払及び部分払の取扱要領 

 

昭和５６年５月２８日 伺定 

最終改正 令和７年４月１日 伺定 

 

１ 前金払の取扱いについて 

  財務規則第９２条第２項（前金払）及び建設工事請負基準約款（以下「約

款」という。）第３６条（前金払）並びに約款第３８条（前払金の使用等）

の規定に該当する場合、次の条件により適用する。 

・ 工期が６１日以上で、かつ、設計金額３００万円以上の契約について、

前金払をすることができる。 

 ・ 前金払の請求は、工期の始期から２分の１以内の期間に別記第１号様

式（前金払申請書）により請求するものとし、１０万円未満の端数の金

額はこれを切り捨てる。 

２ 部分払の取扱いについて 

  財務規則第１５１条（部分払）及び約款第３９条（部分払）の規定に該

当する場合、次の条件により適用する。 

 ・ 工期１２０日以上で、かつ、次の設計金額区分のものについて、次に

掲げる支払回数により、部分払をすることができる。 

  ア 設計金額が３００万円以上３，０００万円までの工事 

                      ３回以内 

  イ 設計金額が３，０００万円を超え１億円までの工事 

                             ４回以内 

  ウ 設計金額が１億円を超える工事 

                          別に定める 

 ・ 設計変更により請負金額が 50パーセント以上増額した場合、又は、工

期が３分の１以上延長した場合で、特に必要があると認められるときは

回数を増やすことができる。 

 ・ 請負工事代金の前金払を受けたものは部分払を１回、前金払及び中間

前金払を受けたものは部分払を２回請求したものとみなす。 

 ・ 財務規則第１５１条第２項ただし書（性質上可分の工事又は製造にお

ける完済部分に対してはその代金の全額までを支払うことができる。）の
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規定は適用しない。 

３ 適用除外について 

  国等の補助金及び継続事業等の関連において、前記１，２の取扱いによ

ることができない場合は、事業担当課長及び契約検査課長が協議のうえ決

定する。 

４ 実施時期 

  昭和５６年６月１８日から施行する。 

（昭和５６年５月２８日伺定） 

平成元年５月１５日から実施する。 

（平成元年５月１５日一部改正伺定） 

  平成３年５月１５日から実施する。 

（平成３年５月７日一部改正伺定） 

  平成１０年９月１日から実施する。 

（平成１０年８月３１日一部改正伺定） 

  平成２１年４月１日から実施する。 

（平成２１年３月１０日一部改正伺定） 

１ 前金払の取扱いについて中「・工期が６１日以上で、かつ、設計金額

３００万円以上」を「・設計金額２００万円超」と、当分の間は読み替

えるものとする。  

平成２２年１２月１日から実施する。 

（平成２２年１１月１７日一部改正伺定） 

平成２３年４月１日から実施する。 

（平成２３年４月１日一部改正伺定） 

令和４年４月１日から実施する。 

（令和４年２月２２日一部改正伺定） 

令和７年４月１日から実施する。 

（令和７年４月１日一部改正伺定） 
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別記 

第１号様式 

年  月  日 

 

前 金 払 申 請 書 

 

  柏崎市長  様 

 

                   受 注 者 

 

 下記の工事について、前金払の支払を受けたく、関係書類を添えて申請いたします。

申請の前金払の額については、査定によって減額されても異議ありません。 

 

記 

１ 工 事 番 号    

 

２ 工 事 名    

 

３ 工 事 場 所    

 

４ 工    期    

 

５ 請 負 金 額  ￥ 

 

６ 契 約 年 月 日    

 

７ 前金払申請額  ￥ 

 

８ 添 付 書 類   （１）保証証書  正副各１通 

           （２）前払保証約款 

 

９ 申請期間    前金払の請求は、工期の始期から２分の１以内の期間に請求す

るものとする。 
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柏崎市中間前金払取扱要領 

 

平成２２年１２月１日 伺定  

最終改正 令和４年２月２２日 伺定  

 

（趣旨） 

１ この要領は、柏崎市が発注した工事の中間前金払に関する取扱いについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事及び要件） 

２ 中間前金払の支払を行う工事は、新潟県柏崎市財務規則（平成１６年規

則第５号）第９２条第２項並びに建設工事請負基準約款（以下「約款」と

いう。）第３６条第１項及び第２項の規定に該当し、同条第３項の規定によ

り前払金を支払った工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当

する場合に適用するものとする。 

 ⑴ 工期の２分の１を経過していること。 

 ⑵ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされ

ている当該工事に係る作業が行われていること。 

 ⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の２分の

１以上の額に相当するものであること。 

（中間前金払の率等） 

３ 中間前払金の額は、請負金額の１０分の２以内とする。ただし、前払金

の額と中間前払金の額の合計額は、請負金額の１０分の６を超えないもの

とする。 

（中間前金払の端数整理） 

４ 中間前払金に１０万円未満の端数金額がある場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

（中間前金払の制限） 

５ 歳計現金の保有及び特定財源の収入状況によっては、中間前金払を制限

し、又は支払いしないことがある。 

 （手続方法） 

６ 中間前金払の認定手続等については、次のとおりとする。 

⑴ 受注者は、２の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、中間前払金を
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請求するときは、中間前金払認定請求書（別記第１号様式）及び工事履

行報告書（別記第２号様式）を、契約検査課へ提出するものとする。 

⑵ 契約検査課は、中間前払金の請求があったときは，要件を満たしてい

るか認定審査を行い、中間前金払認定通知書（別記第３号様式）により、

１４日以内に受注者に通知するものとする。 

 ⑶ 中間前金払の認定を受けた受注者は、請求書及び保証事業会社が発行

した中間前払金保証証書に中間前金払申請書（別記第４号様式）を添え

て契約検査課に提出するものとする。 

附 則 

この要領は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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別記 

第１号様式 

年  月  日 

 

中間前金払認定請求書 

 

柏崎市長 様 

                       受注者  

 

 下記の工事について、中間前金払の請求をしたいので、要件を満たしていることの認

定を請求します。 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日   年  月  日 

請負金額

（Ａ） 
            円 

前金払額

（Ｂ） 
              円（10万円未満切捨て） 

中間前金払額

（Ｃ） 

                円（10万円未満切捨て） 

（Ａの 10分の 2以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの 10分の 6以内であるこ

と。） 

工   期    年  月  日から    年  月  日まで 

摘   要  

 

 

 

 

※決裁欄（受注者は記入しないでください。） 

契約検査 

課 長 
課長代理 係長 係員 

中間前金払の要件を満たしていることを 

 

□認定する。 

□認定しない。 
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別記 

第２号様式 

工事履行報告書 

受注者 現場代理人 

氏 名 

 

年  月  日現在 

工事番号  

工 事 名  

工  期     年  月  日から    年  月  日まで 

月  別 
予定工程（％） 

（ ）は、工程変更後 

実施工程（％） 

（ ）は、予定工程との差 
備  考 

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

備考 

注 １ 実施工程は出来形集計です。 

注 ２ 「月別」欄が不足する場合は、適宜増やしてください。 
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別記 

第２号様式（記入例） 

工事履行報告書 

受注者 

 株式会社 ○○○○    

現場代理人 

氏 名 

 

平成２２年１２月１日現在 

工事番号 ○○第○○号 

工 事 名 ○○○○工事 

工  期 平成２２年４月３０日から平成２３年３月１７日まで 

月  別 

予定工程（％） 

（ ）内は，工程変更後 

実施工程（％） 

（ ）内は，予定工程の

差 

備  考 

２２.４ 0.0 （    ） 0.0 差（  0.0）  

５   0.0 （    ） 0.0 差（  0.0）  

６   2.3 （    ） 0.8 差（-  1.5）  

７   4.8 （    ） 4.6 差（-  0.2）  

８ 11.3 （    ） 8.2 差（-  3.1）  

９ 18.1 （    ） 15.1 差（-  3.0）  

１０ 27.6 （    ） 32.5 差（+  4.9）  

１１ 37.0 （    ） 66.9 差（+ 29.9） ＞50％ 

１２ 55.8 （    ）   

２３.１ 76.8 （    ）   

２ 98.2 （    ）   

３ 100.0 （    ）   

備考 

注 １ 実施工程は出来形集計です。 

注 ２ 「月別」欄が不足する場合は適宜増やしてください。 

○中間前払金の認定要件 

例 11月末の状況 

・工期の 1/2を経過    

・工期の 1/2までの作業を実

施済 

・作業に要する経費が請負

金額の 1/2（出来高 50％）

以上 
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別記 

第３号様式 

 

第     号 

年  月  日 

 

中間前金払認定（非認定）通知書 

 

 

            様 

 

                        柏崎市長 

                         （担当        ） 

 

   年  月  日付けで認定の請求があった下記の工事について、進捗状況を調査

したところ、中間前払金の請求ができる要件を満たしていることを認定します。  

                             （認定しません。） 

工 事 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

契約年月日   年  月  日 

請負金額（Ａ）                 円 

前払金額（Ｂ）              円（10万円未満切捨て） 

中間前払金額（Ｃ） 

               円（10万円未満切捨て） 

（Ａの 10分の２以内、ただし（Ｂ＋Ｃ）がＡの 10分の６以内であ

ること。） 

工   期    年  月  日から   年  月  日まで 

摘   要  
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別記 

第４号様式 

年   月   日 

 

 

中間前金払申請書 

  

 

柏崎市長  様 

 

                    受 注 者 

 

 

 下記の工事について、中間前金払の支払を受けたく、関係書類を添えて申請いたしま

す。 

申請の中間前金払の額については、査定によって減額されても異議ありません。  

 

記 

１ 工 事 番 号    

２ 工 事 名    

３ 工 事 場 所    

４ 工    期    

５ 請 負 金 額   ￥ 

６ 契 約 年月 日    

７ 中間前金払申請額 ￥  

８ 添 付 書 類   （１）保証証書 正副各１通 

           （２）中間前払保証約款 
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（抄） 

 

平成１２年５月３１日 法律第１０４号 

最終改正 令和４年６月１７日 法律第６８号 

 

（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項） 

第十三条 対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部につ

いて下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この

条において同じ。）の当事者は、建設業法（昭和二十四年法律第百号）第

十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する

費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印を

して相互に交付しなければならない。 

２ 対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する

事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。  

３ 対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、

政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、

当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを

講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講

じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。  
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現場代理人の常駐義務緩和措置に関する運用基準 

 

平成２５（２０１３）年３月２７日 伺定  

最終改正 令和７（２０２５）年３月１２日 伺定  

 

この運用基準は、柏崎市建設工事請負基準約款第１２条第３項の規定によ

る工事現場への現場代理人の常駐義務適用を緩和する場合の取扱いに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（常駐義務を緩和する措置） 

第１条 建設工事請負基準約款第１２条第３項に基づく現場代理人の常駐義

務（以下「常駐」という。）を緩和する措置は次の２つの措置とする。 

⑴ 現場代理人の常駐の免除 

⑵ 現場代理人の兼任 

２ 一人の現場代理人に対し、前項の第１号と第２号は同時に適用できない

ものとする。 

（常駐の免除） 

第２条 柏崎市の発注した工事（上下水道局の発注した工事を含む。以下同

じ。）においては、次の各号に掲げる期間については、常駐を免除すること

ができるものとする。 

ただし、いずれの場合も発注者と受注者との間で、これらの期間が工事

打合簿によりあらかじめ明確となっていなければならない。 

⑴ 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始

されるまでの期間 

⑵ 建設工事請負基準約款第２２条第１項又は第２項の規定により、工事

の全部の施工を一時中止している期間 

⑶ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等

の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間 

⑷ 現場が完了（受注者が、発注者に対し必要書類を全て提出済みである

こと）し、竣工検査までの間など、工事現場において作業が行われてい

ない期間であって、常駐を免除することができると発注者が認めた期間 

（現場代理人の兼任） 
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第３条 柏崎市の発注した工事における現場代理人の兼任については、次の

とおりとする。 

⑴ 次に掲げるアからエまでの条件を全て満たす工事については、合計で

５件まで兼任を認めることができるものとする。 

ア 工事がいずれも柏崎市の発注した工事であること。 

イ 兼任する工事の当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

の合計が９，０００万円未満（一件４，５００万円未満（建築一式工事

は９，０００万円未満））であること。 

ウ 各工事現場間の移動時間が 1時間程度以内であること。 

エ 特記仕様書又は現場説明書に現場代理人の兼任を認めない旨の記載

がないこと。 

⑵ 柏崎市の発注した工事で、兼任する工事現場が同一又は概ね一つの現

場として管理が可能な程度隣接・近接しており、かつ工事内容に関連性

がある工事で、兼任してもその影響が比較的少ないと発注者が認める場

合は、現場代理人の兼任を５件まで認めることができるものとする。 

２ 一人の現場代理人に対して同時期に認められるのは、前項の第１号又は

第２号のいずれか一方とする。 

３ 兼任を認められた現場代理人は、認められた工事以外の業務には従事で

きないものとする。 

（現場代理人の常駐免除及び兼任の明示） 

第４条 発注者は、工事の発注時（公告時等）に現場代理人の常駐免除及び

兼任の可否について特記仕様書（別紙）により明示するものとする。 

（兼任を認めない工事） 

第５条 発注者は、第３条第１項各号に適合する工事であっても、難易度や

施工内容によって現場代理人の兼任を認めがたい工事であると判断した場

合は、兼任を認めないこととする。 

（兼任する場合の留意点） 

第６条 現場代理人は、他の工事現場に滞在している間、自らの指示のもと

に現場での連絡や作業指示等を行う者（以下「職務代行者」という。職務

代行者は元請の従業員であるか否かは問わない。）を配置し、自らが不在と

なる現場の施工管理及び安全管理に万全を期すこと。 

２ 受注者は、現場代理人を兼任する場合は、電話等により常時確実に現場
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代理人又は職務代行者と連絡がとれる体制の整備を行うこと。 

（兼任に関する手続） 

第７条 受注者は、現場代理人を兼任させようとする場合は、工事着手届と

併せて「現場代理人兼任届」（別記第１号様式）を作成し、発注者に提出

すること。 

（不受理の通知） 

第８条 発注者は、前条の「現場代理人兼任届」を不受理とした場合は、「現

場代理人兼任届不受理通知書」（別記第２号様式）により速やかに受注者

に通知するものとする。 

（兼任の解除） 

第９条 発注者は、兼任を認めた工事において施工管理体制が不十分等の理

由で兼任が適当でないと判断した場合は、発注者は兼任を解除することが

できる。 

２ 発注者は、前項により兼任配置の解除を決定した場合は、「現場代理人

兼任解除通知書」（別記第３号様式）により速やかに受注者に通知するも

のとする。 

（設計変更時の取扱い） 

第１０条 兼任している工事が、その後の設計変更（増額変更）により、第

３条第１号イの条件を満たさなくなった場合においても、引き続き当該兼

任を認めるものとする。 

（その他） 

第１１条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、

必要に応じて別に定めるものとする。 

附 則 

この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２９年１０月１２日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
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この基準は、令和７年４月１日から施行する。 
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別紙 

 

現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書 

 

現場代理人の常駐義務の緩和措置の本工事への適用については、以下のとおり

とする。 

 

１ 「常駐を免除することができる期間」に該当する期間について 

現場代理人の常駐を免除することができる期間は、以下の番号に○印の付い

たものを適用し、常駐を免除する具体的な期間は、請負契約締結後、監督員との

打合せにて工事打合簿に定める。 

ただし、現場代理人が本工事と他の工事を兼任している期間は、この緩和措置

は適用しない。 

 

⑴ 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始される

までの期間 

 

⑵ 工事の全部の施工を一時中止している期間 

 

⑶ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場

製作のみが行われている期間 

 

⑷ 現場が完了（必要書類は全て提出済）し、竣工検査までの間など、工事現場

で作業が行われていない期間であって、常駐を要しないと発注者が認めた期

間 

 

２ 現場代理人の兼任について 

現場代理人の兼任は、以下の番号に○印の付いたものを適用する。ただし、本

工事が兼任を認めても、他の工事の施工状況により、兼任を認めない場合がある。 

 

⑴ 本工事は現場代理人の兼任を認める。 

 

⑵ 本工事と以下の工事の受注者が同一となった場合は、現場代理人の兼任を

認める。  

対象工事名：                                

 

⑶ 本工事は現場代理人の兼任を認めない。 
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第１号様式（第７条関係） 

現 場 代 理 人 兼 任 届 

年  月  日 

柏崎市長       様 

受 注 者 住所  

 
氏名   

 

現場代理人の兼任について、下記のとおり届け出ます。 

なお、工事の施工に当たり、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に万全を期しますが、

万一、兼任が適当でないと判断された場合は、兼任の解除を指示されても異議ありません。 

１ 現場代理人 

氏 名  （連絡先）  

２ 当該工事（新規受注工事） 

工事番号及び工事名   

工 事 場 所 柏崎市  地内 当初契約金額  円 

工 期     年  月  日から    年  月  日まで 

現 場 代 理 人 の 

職 務 代 行 者 ※
 

氏 名  工事担当課  

（連絡先）  監督員氏名  

※現場代理人の不在の間、現場代理人の指示のもとに現場での連絡や作業指示を行う者 

３ 兼任する工事（施工中の工事）（適宜工事欄を追加して使用すること） 

⑴ 工事１ 

工事番号及び工事名   

工 事 場 所 柏崎市  地内 当初契約金額  円 

工 期     年  月  日から    年  月  日まで 

現 場 代 理 人 の 

職 務 代 行 者 

氏 名  工事担当課  

（連絡先）  監督員氏名  

⑵ 工事２ 

工事番号及び工事名   

工 事 場 所 柏崎市  地内 当初契約金額  円 

工 期     年  月  日から    年  月  日まで 

現 場 代 理 人 の 

職 務 代 行 者 

氏 名  工事担当課  

（連絡先）  監督員氏名  

※添付書類 

①全ての工事の当初契約書（写し）・工程表 ②全ての工事を１枚に表示した位置図 

③兼任する工事が中止されている場合は，中止通知書の写し 

※記 事 ※受 付 欄 

  

※欄は記入しないこと 
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第２号様式（第８条関係） 

 

契第     号 

年  月  日 

受 注 者 

 

 

 

様 

 

柏 崎 市 長   

 

現場代理人兼任届不受理通知書 

 

下記工事の現場代理人兼任届については、下記の理由により不受理としたので通知します。 

 

記 

 

１ 現場代理人氏名 

 

２ 工事番号及び工事名 

工 事 １ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ２ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ３ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ４ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ５ 工事番号  

工 事 名  

 

３ 不受理とした理由 
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第３号様式（第９条関係） 

 

契第     号 

年  月  日 

受 注 者 

 

 

 

様 

 

柏 崎 市 長   

 

現場代理人兼任解除通知書 

 

下記の工事の現場代理人の兼任については、下記の理由により解除しましたので通知します。 

記 

１ 現場代理人氏名 

 

２ 兼任する工事番号及び工事名 

工 事 １ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ２ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ３ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ４ 工事番号  

工 事 名  

工 事 ５ 工事番号  

工 事 名  

 

３ 解除とした理由 

 

 

334



建設工事の債権譲渡の承諾に関する事務取扱要綱 

 

令和３年４月１日 伺定 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、柏崎市が発注する建設工事に関し、新潟県柏崎市財務

規則（平成１６年規則第５号）別記建設工事請負基準約款（以下「約款」

という。）第６条第１項ただし書の規定により、契約によって受注者に生じ

る権利のうち、工事請負代金債権の譲渡（以下「債権譲渡」という。）を承

諾する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （債権譲渡人） 

第２条 債権譲渡人は、本市発注工事を受注・施行している、資本の額若し

くは出資の総額が２０億円以下又は常時使用する従業員数が１，５００人

以下の中小・中堅元請建設業者（以下「受注者」という。）とする。 

 （債権譲渡先） 

第３条 債権譲渡先は、事業協同組合（事業協同組合連合会を含む。）又は一

般財団法人建設業振興基金が被保険者として適当と認める民間事業者とす

る。 

 （債権譲渡の対象工事） 

第４条 債権譲渡の対象となる工事は、前金払の対象となる工事とする。た

だし、次に掲げる工事は、対象外とする。 

 ⑴ 低入札価格調査の対象となった工事 

⑵ 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事 

⑶ 国庫債務負担行為等及び歳出予算の繰越しなど工期が複数年度にわた

る工事。ただし、次に掲げる工事を除くものとする。 

 ア 国庫債務負担行為等の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終

了が見込まれる工事 

 イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込

まれる工事 

⑷ 履行保証として役務的保証を必要とする工事 

⑸ 受注者の施工能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な

事由がある工事 
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 （債権譲渡の範囲） 

第５条 債権譲渡の額は、工事が完成した場合においては、約款第３３条第

２項（当該工事請負契約が解除された場合においては、約款第５２条第１

項）の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金

額から既払額及び約款の規定により発生する本市の請求権に基づく金額を

控除した額とする。 

２ 契約変更により工事請負代金額に増減が生じた場合において、前項中「工

事請負代金額」とあるのは「変更後の工事請負代金額」と読み替えるもの

とする。 

 （債権譲渡の承諾申請） 

第６条 受注者が債権譲渡を行うに当たっては、約款第６条第１項ただし書

に規定する本市の承諾を得るものとする。 

２ 前項の承諾は、第４条で規定する工事の出来高が２分の１以上に到達し

たと認められる日以降とする。この場合において、承諾に当たっての出来

高の確認については、工事履行報告書（別記第１号様式）の受領をもって

足りるものとする。 

３ 第１項の規定により債権譲渡の承諾を申請する受注者は、次の各号に掲

げる書類を各１部提出するものとする。ただし、第２号については、３部

提出するものとする。 

 ⑴ 工事履行報告書（別記第１号様式） 

⑵ 債権譲渡承諾依頼書（別記第２号様式） 

⑶ 債権譲渡先との間で調印済みの債権譲渡契約証書（別記第３号様式）

の写し 

⑷ 発行日から３か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 

⑸ 契約保証金相当額を保険又は保証により担保している工事で、保険又

は保証約款等に債権譲渡について、承諾が義務付けられている場合は、

保険者又は保証人による必要な承諾を受けている旨を証する書類 

 （債権譲渡の承諾） 

第７条 市長は、前条第３項に規定する書類の提出があったときは、工事担

当課及び予算担当課と調整の上、次の各号に掲げる全てが確認された場合

で、かつ、受注者が地域建設業経営強化融資制度を利用する場合に債権譲

渡を承諾するものとする。 
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 ⑴ 前条第３項に規定する書類が全て提出されていること。 

⑵ 必要事項の全てが記載されていること。 

⑶ 債権譲渡承諾依頼書（別記第２号様式）及び債権譲渡契約証書（別記

第３号様式）の写し（以下「債権譲渡承諾依頼書等」という。）に記載さ

れている譲渡対象債権の金額（申請時点）が工事請負契約に基づき受注

者が請求できる債権金額と一致していること。 

⑷ 債権譲渡承諾依頼書等の印影が印鑑証明書と一致していること。 

⑸ 申請に係る工事請負契約が解除されていないこと及び約款の規定に基

づき当該契約が解除されるおそれがないこと。 

⑹ 発行日から３か月以内の印鑑証明書であること。 

⑺ 工事進捗率が２分の１以上であること。 

２ 市長は、前項に規定する確認を実施し、債権譲渡承諾書（別記第４号様

式）を受注者及び債権譲渡先にそれぞれ１通交付することで債権譲渡の承

諾を行うものとする。 

３ 市長は、前項による承諾をした場合において、直ちに債権譲渡整理簿（別

記第５号様式）を記載し、債権譲渡の承諾依頼及び承諾状況を管理するも

のとする。 

 （債権譲渡の不承諾） 

第８条 市長は、第６条に規定する申請書類の提出がない場合又は前条第１

項に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない

ものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、その理由を付した債権譲渡不承諾通知書

（別記第６号様式）を受注者及び債権譲渡先に交付するとともに、債権譲

渡整理簿にその旨記載するものとする。 

 （融資時の出来高確認） 

第９条 債権譲渡契約の締結又は融資審査手続等において、工事の出来高確

認が必要な場合は、債権譲渡先が出来高確認を行うものとする。 

２ 前項の場合において、現場確認の必要がある場合、債権譲渡先は、工事

出来高確認協力依頼書（別記第７号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

３ 市長は、前項の工事出来高確認協力依頼書（別記第７号様式）の提出が

あった場合は、工事監督員と協議の上、工程に支障のない範囲内で工事現
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場への立入りを承認するものとする。 

 （融資実行の報告） 

第１０条 受注者及び債権譲渡先は、債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費

貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、速やかに

連署で融資実行報告書（別記第８号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 受注者は、工事の施行に関し、資金の貸付けを受けるため、保証事業会

社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写し

を市長に提出するものとする。 

 （債権譲渡後の部分払等） 

第１１条 債権譲渡を承諾した場合において、受注者及び債権譲渡先は、当

該承諾に係る工事の前金払、中間前金払及び部分払の請求はできないもの

とする。 

 （債権譲渡先の債権金額の請求） 

第１２条 債権譲渡先が第５条の規定により確定した債権金額の請求をする

場合は、次の各号に掲げる書類（以下「工事請負代金請求書等」という。）

を市長に提出するものとする。 

 ⑴ 債権譲渡承諾依頼書（別記第２号様式）の写し 

⑵ 債権譲渡契約証書（別記第３号様式）の写し 

⑶ 債権譲渡承諾書（別記第４号様式）の写し 

⑷ 工事請負代金請求書（別記第９号様式） 

２ 市長は、前項の提出があった場合において、提出された工事請負代金請

求書等により、請求者の請求権及び債権金額等を確認し、支払うものとす

る。 

 （委任） 

第１３条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとす

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、工事

請負代金の支払については、令和８年５月３１日までの間は、なお効力を

有する。 
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別記 

第１号様式（第６条関係） 

工事履行報告書 

 

受注者 

 住 所 

 氏 名                

現場代理人 

氏 名 

 

 

年 月 日現在 

工事番

号 
 

工 事 

名 
 

工  

期 
    年  月  日から    年  月  日まで 

月  

別 

予定工程（％） 

（ ）は、工程変更後 

実施工程（％） 

（ ）は、予定工程との差 
備  考 

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

      （    ）      （    ）  

備考 

注 １ 実施工程は出来形集計です。 

注 ２ 「月別」欄が過不足する場合は、適宜加除してください。
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別記 

第２号様式（第６条・第７条関係） 

債権譲渡承諾依頼書 

  年  月  日 

  柏崎市長 様 

 

 

 受注者  住所               

（譲渡人） 氏名              ㊞ 

 

 譲受人  住所               

      氏名              ㊞ 

 

 

譲渡人と譲受人の間で締結された  年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、譲渡人

は、譲渡人が柏崎市に対して有する下記工事請負代金債権を譲受人に譲渡することにつき、柏

崎市財務規則（平成１６年規則第５号）別記建設工事請負基準約款（以下「約款」という。）

第６条第１項ただし書に規定する承諾をいただきますよう依頼します。 

譲受人においては、本譲渡債権を担保として、譲渡人に対し当該工事の施行に必要な資金を

融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保

するものとします。 

なお、約款第４３条及び第５５条に規定する契約不適合責任等は、当然のことながら譲渡人

に留保されることを申し添えます。 

 また、譲渡人及び譲受人は、約款第３６条及び第３９条に規定する前金払、中間前金払及び

部分払を本依頼による承諾以降は、請求しません。 

 

記 

 

１ 工事番号  

２ 工 事 名  

３ 工事場所  

４ 工  期  

５ 債権譲渡額 

  ⑴ 請負金額   金        円 

      （ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。） 

 －⑵ 前金払額   金        円 

 －⑶ 中間前金払額 

   及び部分払金額 金        円 

   ⑷ 債権譲渡額  金       円（  年  月  日現在見込額） 

      （ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。） 

以上
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別記 

第３号様式（第６条・第７条関係） 

債権譲渡契約証書 

 

 

＜債権譲渡人＞（以下「譲渡人」という。）と＜債権譲受人＞（以下「譲受人」という。）と

は、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。 

 

（譲渡債権） 

第１条 譲渡人と柏崎市との間で   年  月  日に締結した建設工事請負契約（以下「本件

工事請負契約」という。）に基づき、譲渡人が柏崎市に対して、現在有し、及び将来確定し取得

すべき以下の工事請負代金債権（以下「譲渡債権」という。）を、   年  月  日、柏崎

市の承諾を得ることを停止条件として、譲渡人は譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受けた。 

 ⑴ 工 事 番 号   

 ⑵ 工 事 名   

 ⑶ 工 事 場 所   

 ⑷ 契 約 日   

 ⑸ 工 期   

 ⑹ 請負代金額  金      円 

 ⑺ 既受領金額  金      円 

 ⑻ 譲渡債権額（⑹－⑺） 金      円（   年 月 日現在見込額） 

  ただし、譲渡債権額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定め

られた検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前金払、中間前金

払、部分払金及び本件工事請負契約により発生する柏崎市の請求権に基づく金額を控除した額と

する。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた

出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前金払、中間

前金払、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の柏崎市の請求権に基づく金額

を控除した額とする。 

２ 前項⑹及び⑻の金額は、契約変更等により請負金額に増減が生じた場合には、増減後の金額に

よる。請負金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書

の写しを提出するものとする。 

３ 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契

約変更後の契約書の写しを提出するものとする。 

 （債権の移転の条件） 

第２条 譲渡人及び譲受人は、本債権譲渡につき、柏崎市の承諾を書面で得るものとする。 

 （契約の効力の発生） 

第３条 この契約は、前条に規定する柏崎市の承諾を得た時から効力を生じる。 

２ 本契約の変更又は解除は、譲渡人及び譲受人の連署による書面をもって柏崎市に届出（変更の

場合はその承諾が）なければ、その効力を生じない。 

 （担保責任） 

第４条 譲渡人は、譲渡債権について、柏崎市が債権譲渡を承諾するに当たって異議を留めた事項

以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、譲受人の債権の行使を妨げる事由のないことを保

証する。 

 （禁止事項） 

第５条 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定しその他

債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。 

２ 譲渡人は、第９条第３項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第７条の

残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定しその他譲受人から

譲渡人への支払及び保証事業会社から譲渡人への引渡しを妨げる行為をしてはならない。 
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 （被担保債権） 

第６条 債権譲渡は、将来譲渡人譲受人間で締結する金銭消費貸借契約（本件工事請負契約を履行

するための運転資金確保のために行うもの）に基づいて譲受人が譲渡人に対して取得する債権

（以下「譲受人の貸金債権」という。）を担保するため、及び公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和２７年法律第１８４号）に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営

む会社（以下「保証事業会社」という。）が譲渡人より委託を受け締結する公共工事金融保証契

約（以下「金融保証契約」という。）に基づいて保証事業会社が譲渡人に対して有する求償債権

（以下「保証事業会社の債権」という。）を担保するためになされるものであって、その他の債

権を担保するものではない。 

 （被担保債権の優劣） 

第７条 被担保債権の中に譲受人の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには、譲受人の貸

金債権が優先し、保証事業会社は、譲受人の貸金債権の弁済に充当した残額（以下「残余金」と

いう。）について、譲受人より支払を受けることができる。 

 （譲渡債権の請求） 

第８条 譲渡債権の請求及び受領は譲受人がこれを行い、保証事業会社は柏崎市に対して直接支払

を求めることができない。 

２ 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、譲渡人は譲受人に対し直

接支払を求めることができない。 

 （弁済の充当等） 

第９条 譲受人が前条第１項により受領した金銭について、譲受人の貸金債権への弁済の充当及び

保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。 

２ 譲渡人が、柏崎市との本件工事請負契約を完全に履行し、譲受人が柏崎市から譲渡債権全額を

受領した場合は、譲受人は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。 

３ 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があ

るときは、譲渡人にその残額を引渡すものとする。譲渡人の要請を受け金融保証契約に係る借入

金（利息及び損害金を含む。）をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残

額があるときも同様とする。 

４ 譲渡人が、金融保証契約に係る借入金（利息及び損害金を含む。）を金融機関に全部弁済し、

保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第２項の規定にかかわらず、譲

渡人、譲受人及び保証事業会社で協議の上、譲受人は残余金を譲渡人に支払うことができる。 

５ 第２項から第４項までに規定する弁済の充当等に要する費用は、譲渡人の負担とする。 

６ 譲受人は、譲渡人に以下の事由が生じた場合は、柏崎市から受領した金銭については、直ちに

貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う。この場合において、保証事業会社に

支払をするときは、譲受人は譲渡人に対して事前に通知するものとする。 

⑴ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合 

 ⑵ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

 ⑶ 本件工事請負契約が解除された場合 

 ⑷ その他譲渡人が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合 

７ 弁済期が到来していない債権があるとき、譲受人の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社

への支払を行う限度において、譲渡人は期限の利益を失う。 

８ 譲受人の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社へ支払をしたときは、譲受人は譲渡人に通

知する。 

 （協力義務） 

第１０条 譲受人が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、譲渡人の

協力を必要とする場合は、譲渡人は直ちに譲受人に協力するものとする。なお、この場合必要と

なる費用については譲渡人の負担とする。 

 （受益の意思表示） 

第１１条 保証事業会社は、譲受人に対して、本契約の各条項を承認した上で、  年  月  

日までに、譲渡人と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第６条の担保

権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。 
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２ 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、譲渡人及び譲受人は、その権利を損なう行為を

することができない。 

 （説明請求） 

第１２条 保証事業会社は、譲受人に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めること

ができる。 

 （合意解除の禁止） 

第１３条 譲渡人と譲受人とは、保証事業会社が第１１条に定める受益の意思表示をした後は、そ

の同意がなければ本契約を解除することができない。 

 （合意管轄） 

第１４条 本契約に関して争いを生じたときには、譲受人又は保証事業会社の所在地を管轄する地

方裁判所を管轄裁判所とする。 

 

 

この契約を証するため本証書２通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々１通を所

持する。 

 

 

     年  月  日 

 

 

          譲渡人  住所 

               氏名                        印 

 

 

 

          譲受人  住所 

               氏名                        印 
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第４号様式（第７条関係） 

債権譲渡承諾書 

  年  月  日 

 

  受注者            様 

（譲渡人） 

 

  譲受人            様 

 

柏崎市長            ○印 

 

 

 年  月  日付けで依頼のありました、本市発注工事に係る工事請負代金債権の譲渡に

ついては、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗で

きる旨及び下記事項について異議を留めて、柏崎市財務規則（平成１６年規則第５号）別記建

設工事請負基準約款（以下「約款」という。）第６条第１項ただし書の規定により承諾します。 

 なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の責任が一切軽減されるものでは

ないことを申し添えます。 

 また、譲渡人及び譲受人は約款第３６条及び第３９条に規定する前金払、中間前金払及び部

分払は、本承諾以降は請求できないものとします。 

 

記 

 

１ 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、

約款第３３条第２項（本件工事請負契約が解除された場合においては第５２条第１項）の検

査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額から前払金、中間前払金、部分

払金及び本件工事請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額とします。 

  なお、契約変更により請負金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書５⑴及び⑷

の金額は変更後の金額とします。 

２ 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実

行された場合には、速やかに連署にて本市に融資実行報告書を提出すること。 

３ 譲渡人が、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業会社による金融保証を

受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに本市に提出すること。 

４ 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該

工事に関して譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その

他の債権を担保するものではないこと。 

５ 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定しその他

債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。 

６ 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、譲受人が責任を持って

行うこととし、本市は関与しないこと。 

以上 
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第６号様式（第８条関係） 

債権譲渡不承諾通知書 

  年  月  日 

 

  受注者            様 

（譲渡人） 

 

  譲受人            様 

 

柏崎市長            ○印 

 

 

  年  月  日付けで依頼のありました、本市発注工事に係る工事請負代金債権の譲渡

については、下記理由により承諾できませんので、通知します。 

 

記 

 

１ 工事番号 

 

２ 工 事 名 

 

３ 承諾できない理由 

 

 

 

 

以上 
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第７号様式（第９条関係） 

工事出来高確認協力依頼書 

  年  月  日 

 

柏崎市長  様 

 

（譲受人） 所在地              

商号又は名称              

代表者職氏名              

 

 

 下記工事について、地域建設業経営強化融資制度による融資を予定しており、同工事の出来

高を確認する必要があります。 

 つきましては、出来高確認のため工事現場への立入りについて協力いただきますよう、お願

いいたします。 

なお、立入りに際しては、貴市の指示に従うことを誓約いたします。 

 

記 

 

１ 工事番号及び工事名 

 

２ 施工場所 

 

３ 受注者（譲渡人） 

 

４ 現場立入り希望日時 

 

５ 立入り担当者及び連絡先 

 

 

 

 

以上 
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第８号様式（第１０条関係） 

融 資 実 行 報 告 書 

  年  月  日 

 

 柏崎市長  様 

 

受注者   住所             

（譲渡人） 氏名            ○印 

 

譲受人  住所              

氏名            ○印 

 

 譲渡人が柏崎市に対して有する下記債権の譲渡につき  年  月  日付けで承諾をいた

だき、譲渡人譲受人間において当該債権譲渡を担保とする金銭消費貸借契約を  年  月  

日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、金銭を貸し渡し、譲渡人はこれ

を借り受けて、受け取りましたので、譲渡人譲受人連署の上報告します。 

 なお、本件融資に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請負人等への支払状況及び支

払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。 

 

記 

 

１ 工 事 番 号 

２ 工 事 名 

３ 工 事 場 所 

４ 工 期 

５ 債権譲渡額 

⑴ 請負金額  金        円 

          （ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。） 

－⑵ 前払金額  金        円 

－⑶ 中間前払金額 

 及び部分払金額  金        円 

⑷ 債権譲渡額  金        円（  年  月  日現在見込額） 

       （ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。） 

 

  

 

以上 
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第９号様式（第１２条関係） 

 

工事請負代金請求書 

 

  

金 額            

 

      （数字は、アラビア数字で頭部に￥をつけてください。） 

工事番号及び工事名 
  第  号 

             工事 

工事場所  柏崎市      地内 

内     訳 

Ａ 請負金額 円 Ｅ 

 

履行遅滞の場合に
おける損害金等 

円 

Ｂ 前金払受領済額 円    

Ｃ 中間前金払受領済額 円    

Ｄ 
部分払受領済額 

（Ｂ及びＣを除く。） 
円 

 

今 回 請 求 額 

（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ） 
円 

 

  年  月  日付け債権譲渡承諾書に係る

工事請負代金債権について上記のとおり請求し

ます。 

電話番号 －  － 

金融機関名  

預金 

種別 

１：普通  ２：当座 

３：貯蓄 

 年   月   日 

 

口座番号  

 口座名義人 

 

住所  

 

氏名               ㊞ 

柏崎市長 様 
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柏崎市電子契約実施要領 

 

令和５（２０２３）年９月２１日 伺定 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、電子契約サービスを利用して行う柏崎市の契約の締結に関して、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 電子契約 

電子契約サービスを利用した契約の締結をいう。 

 ⑵ サービス提供事業者 

電子契約サービスを提供する事業者をいう。 

⑶ 電子契約サービス 

サービス提供事業者が柏崎市及び契約相手方の指示を受けて、電子契約書に

サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型（立会人

型）電子署名サービスをいう。 

⑷ 電子契約書 

契約書に記載すべき事項を記録した、法令に定める措置を講じた電磁的記録

をいう。 

⑸ 電子署名 

電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12 年法律第 102 号）第２条第１

項に規定する電子署名をいう。 

⑹ タイムスタンプ 

サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明

をいう。 

 ⑺ アカウント 

柏崎市が電子契約サービスに接続するための権利をいう。 

 ⑻ パスワード 

柏崎市が電子契約サービスに接続するために必要となる８文字以上 32 文字

以下の文字の組合せをいう。 
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（電子契約サービスの利用範囲） 

第３条 電子契約サービスは、柏崎市が締結する契約に使用するものとする。ただし、

書面で行うことが法令等で規定されているもの及び契約相手方が電子契約サービ

スの利用を希望しない場合を除く。 

タイムスタンプの有効期限は１０年のため、契約期間に保存期間を加えた期間が

この期間を超える契約については、留意すること。 

 

（電子契約サービス運用管理者） 

第４条 電子契約サービスのシステム面の管理者としてシステム運用管理者を置き、

企画政策課長をこれに充て、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 電子契約サービスの利用可能な状態の維持 

⑵ 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保 

２ 電子契約サービスの業務面の管理者として業務運用管理者を置き、契約検査課長

をこれに充て、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理 

⑵ その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項 

 

（アカウント及びパスワードの取扱い） 

第５条 アカウントは業務運用管理者が設定し、各所属に付与する。 

２ 各所属においてアカウントの増設、変更及び削除（以下、「増設等」という。）が

必要となった場合、所属長は「電子契約アカウント増設・変更・削除依頼書」（様式

第１号）を業務運用管理者に提出しなければならない。 

３ 業務運用管理者は、所属長から前項の依頼があった場合には速やかに増設等の可

否を決定し、増設等の作業が完了したときは、その旨を所属長へ通知する。 

４ パスワードの管理、設定及び変更は、各所属で行い、パスワードを当該所属職員

以外の者に知られないように厳重に管理しなければならない。 

 

（電子契約の担当者） 

第６条 電子契約サービスを利用して契約締結事務を行う者（以下「契約事務担当者」

という。）は、所属長又は所属長が指定する者をこれに充てる。 

 

（契約相手方への確認等） 

第７条 契約事務担当者は、契約相手方の決定後、電子契約サービスの利用に関する

契約相手方の意向を確認しなければならない。 

２ 契約事務担当者は、契約相手方が電子契約サービスの利用を希望した場合には、

速やかに「電子契約利用同意書」（様式第２号）を電子メールにより提出させ、電子
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契約の利用に同意する旨並びに契約相手方における契約締結権限者（必要に応じ、

契約事務担当者）の氏名及びメールアドレス等を確認しなければならない。 

３ 前項の「電子契約利用同意書」の提出依頼及びメールアドレス等の確認は、契約

の都度、行うものとする。なお、契約内容の修正や変更契約を行う場合で、当初契

約時に提出させた「電子契約利用同意書」の記載内容から変更ないものと確認でき

る場合は、この限りではない。 

 

（契約書等のアップロード） 

第８条 契約事務担当者は、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認した

上でＰＤＦ形式に変換し、電子契約サービスにアップロードするものとする。 

２ 電子契約サービスにアップロードするＰＤＦデータのタイトルは、年度と案件番

号を組み合わせたものとする。ただし、番号のないもの等は年度と案件名称等識別

しやすいファイル名とすること。 

（例）R05_●●第１号 ／ R05_▲▲第１０号（ゼロ） （※R05_は半角） 

 

（契約書等の確認・同意） 

第９条 契約相手方は、電子契約サービスから契約書等の確認依頼のメールが送信さ

れたときは、メールに記載されたＵＲＬから、電子契約サービスに接続し、アップ

ロードされた契約書等の内容を確認した上、これに同意するものとする。ただし、

契約書等の内容に同意しない又は誤りがあった場合には、電子契約サービスにその

理由を入力した上でこれを却下し、速やかに柏崎市の契約事務担当者に連絡するも

のとする。 

２ アップロードされた契約書に、契約相手方の電子署名及びタイムスタンプが付与

され、続いて柏崎市の電子署名及びタイムスタンプが付与されることで、契約の合

意締結が完了する。 

 

（電子契約書の保存） 

第１０条 電子契約書は、サービス提供事業者が提供するクラウド上に保存されてい

るものを原本に相当するものとする。ただし、クラウド上からダウンロードした電

子署名が付与された電子契約書データは同等の効力を有するため、締結後の供覧や

支出負担行為伺、その他の用途に使用することができるものとする。 

 

（電子契約書の修正等） 

第１１条 契約事務担当者は、契約内容の修正（誤字又は語句の修正、条文の削除等）

が必要となった場合には、修正後の契約書等を電子契約サービスにアップロードし、

再度電子契約の手続を行うものとする。この場合、修正後の契約締結年月日は修正
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前のものと同日とする。 

 

（変更契約） 

第１２条 契約事務担当者は、契約内容の変更が必要となった場合には、変更契約書

を電子契約サービスにアップロードし、再度電子契約の手続を行うものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 
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（様式第１号） 

年  月  日 

 

  契約検査課長 様 

 

 

●●課長  

        

担 当 者 名  

電話(内線)番号  

 

電子契約アカウント 増設・変更・削除 依頼書 

 

当所属が電子契約サービスに使用するアカウントについて、下記の理由により  

増設・変更・削除 を依頼します。 

 

 

【 増設・変更・削除 を依頼するアカウント数】 

 件 

 

【 変更・削除 を依頼するアカウント】※増設の場合は記載不要 

メールアドレス  

 

【理由】 

  

 

 

 

※増設・変更・削除のいずれかに〇をつけてください。 

※１アカウントで同時ログイン・同時作業が可能であることを踏まえ、所属のアカウント

数は必要最小限としてください。 

※契約書の内容に個人情報や秘匿事項を含み、締結済み契約書データの共有が困難など、

やむを得ない事情がある場合にのみ増設を認めることとし、単に「係ごとに管理したい」

などの理由による増設はできません。 
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（様式第２号） 

 

年  月  日 

 

柏崎市長 様 

 

所 在 地  

商号又は名称  

代表者職氏名  

担 当 者 名  

電 話 番 号  

 

電子契約利用同意書 

 

 

契約名 

 

 

 

 

上記契約について、柏崎市と電子契約サービスを利用して契約を締結することに同意します。 

なお、電子契約締結に利用するメールアドレスは次のとおりです。 

 

【確認者１】 

契約締結権限者 役職  氏名  

メールアドレス  

（注意：メールアドレスは半角英数字で入力） 

【確認者２】※必要に応じ設定してください（確認者１と同一のメールアドレスは設定できません） 

契約事務担当者 役職  氏名  

メールアドレス  

（注意：メールアドレスは半角英数字で入力） 

 

※本同意書に記載の「所在地」、「商号又は名称」、「代表者職氏名」は、締結する契約書に記載

いたします。 

※確認者が３名以上必要な場合は、適宜表を追加してください。 

※確認者２→確認者１の順に、電子契約サービスから契約書の内容確認依頼のメールが届き、確認

者１が書類内容に同意することで、契約の合意締結が完了します。 

※確認者１（契約締結権限者）は、社内規定等により契約締結権限を持つ者であれば、必ずしも代

表者である必要はありません。 

※本書は必ずＷｏｒｄ形式のまま電子メールにより提出してください。（押印は不要です） 

※建設工事請負契約においては、建設業法第１９条第１項及び第２項の規定による書面の交付に代

え、電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 
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柏崎市上下水道局電子契約実施要領 

 

令和５（２０２３）年９月２１日 伺定 

 

 

柏崎市上下水道局が電子契約サービスを利用して行う契約の締結に関しては、柏崎

市電子契約実施要領（令和５（２０２３）年９月２１日伺定）の例による。 

 

   附 則 

 この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 
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５ 指名停止、談合情報、 

苦情処理、入札監視委員会 
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柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領 

平成７年１月２０日 伺定 

最終改正 令和６年９月３０日 伺定 

（趣旨） 

第１条 この要領は、柏崎市が行う建設工事及び調査測量設計（以下｢工事等｣

という。）の指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者（以下｢有

資格業者｣という。）に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選

定対象から除外（以下｢指名停止｣という。）するに必要な事項について定め

る。 

（指名停止） 

第２条 市長は、有資格業者が別表第１及び別表第２の各号（以下｢別表各号｣

という。）に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号

に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行う

ものとする。 

２ 市長が指名停止を行ったときは、工事等の指名業者の選定について権限を

有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指

名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものと

する。 

（下請負人及び共同企業体に関する指名停止） 

第３条 市長は、前条第１項の規定により指名停止を行う場合において、当該

指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが

明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の

範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。 

２ 市長は前条第１項の規定により共同企業体について指名停止を行うとき

は、当該共同企業体の有資格業者である構成員（明らかに当該指名停止につ

いて責めを負わない者を除く。）について、当該共同企業体の指名停止の期

間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。 

３ 市長は、前条第１項又は第２項の規定による指名停止に係る有資格業者を

構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応

じて期間を定め、指名停止を行うものとする。 

（指名停止の期間の特例） 
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第４条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の２以上に該当し

たときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いもの

をもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。 

２ 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停

止の期間の短期は、当該各号に定める短期の２倍（当初の指名停止の期間が

１か月に満たないときは、１．５倍）の期間とする。 

⑴ 別表第１各号又は別表第２各号の措置要件に係る指名停止の期間の満

了後１か年を経過するまでの間（指名停止の期間中を含む。）にそれぞれ

別表第１各号又は別表第２各号の措置要件に該当することとなったとき。 

⑵ 別表第２第１号から第３号まで又は第４号から第９号までの措置要件

に係る指名停止期間の満了後３か年を経過するまでの間に、それぞれ同表

第１号から第３号まで又は第４号から第９号までの措置要件に該当する

ことになったとき（前号に掲げる場合を除く。）。 

３ 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表

各号及び前２項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必

要があるときは、指名停止の期間を当該短期の２分の１まで短縮することが

できる。 

４ 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重

大な結果を生じさせたため、別表各号及び第１項の規定による長期を超える

指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の２

倍（当該長期の２倍が３６か月を超える場合は３６か月）まで延長すること

ができる。 

５ 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事

由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第

５条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。 

６ 市長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わな

いことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止

を解除するものとする。 

（独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例） 

第５条 第２条第１項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところに

より指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保
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に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）違

反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合（第

４条第２項の規定に該当することとなった場合を除く。）には、それぞれ当

該各号に定める期間を指名停止期間の短期とする。 

⑴ 有資格業者から談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかか

わらず、別表第２第５号又は第９号に該当したとき、それぞれ当該各号に

定める短期の２倍の期間 

⑵ 別表第２第４号から第９号までに該当する有資格業者（その役員又は使

用人を含む。）について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定し

た排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に

係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合

の首謀者であることが明らかになったとき（前号に掲げる場合を除く。）、

それぞれ当該各号に定める短期の２倍の期間 

⑶ 別表第２第４号から第６号までに該当する有資格業者について、独占禁

止法第７条の３第１項の規定の適用があったとき（前２号に掲げる場合を

除く。）、それぞれ当該各号に定める短期の２倍の期間 

⑷ 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を

害すべき行為の処罰に関する法律（平成１４年法律第１０１号）第３条第

４項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があ

り、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表

第２第４号から第６号までに該当する有資格業者に悪質な事由があると

き（第１号から前号の規定に該当することとなった場合は除く。）、それ

ぞれ当該各号に定める短期に１か月加算した期間 

⑸ 市職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害（刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６第１項に規定する罪をいう。以下同じ。）又は

談合（刑法第９６条の６第２項に規定する罪をいう。以下同じ。）の容疑

により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員

の容疑に関し、別表第２第７号から第９号までに該当する有資格業者に悪

質な事由があるとき（第１号又は第２号の規定に該当することとなった場

合は除く。）、それぞれ当該各号に定める短期に１か月加算した期間 

（指名停止の通知） 
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第６条 市長は、第２条第１項若しくは第３条各項の規定により指名停止を行

い、第４条第５項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第４条第６項

の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応

じ改善措置の報告を徴するものとする。 

（随意契約の相手方の制限） 

第７条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間

中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得な

い事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（下請等の不承認） 

第８条 指名停止期間中の有資格業者については、市発注工事等を下請又は受

託することを承認しないものとする。 

（指名停止に至らない事由に関する措置） 

第９条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるとき

は、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うこと

ができる。 

 

附 則（平成７年１月２０日） 

この要領は、平成７年２月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日） 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月３０日） 

この要領は、平成２１年５月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月２８日） 

この要領は、平成２３年３月１日から施行する。 

附 則（平成２３年５月２７日） 

この要領は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月２０日） 

362



 

 

この要領は、令和６年６月１日から施行する。 

附 則（令和６年９月３０日） 

この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

柏崎市内において生じた事故等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

（虚偽記載）  

１ 柏崎市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及

び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書その他の

入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約

の相手方として不適当であると認められるとき。 

１か月以上６か月以内 

（過失による粗雑工事等）  

２ 柏崎市（公社等柏崎市設立に係る団体を含む。）が発注し

た建設工事等（以下「市発注工事等」という。）の実施に当た

り、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき (引き

渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適

合しないもの（以下「契約不適合」という。）が軽微であると

認められるときを除く。）。 

１か月以上６か月以内 

３ 柏崎市における工事等で前号に掲げるもの以外のもの（以

下この表において｢一般工事等｣という。）の実施に当たり、過

失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重

大であると認められるとき。 

１か月以上３か月以内 

（契約違反）  

４ 第２号に掲げる場合のほか、市発注工事等の実施に当たり、

契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

２週間以上４か月以内 

（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故）  

５ 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切で

あったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は

損害（軽微なものを除く。）を与えたと認められるとき。 

１か月以上６か月以内 

６ 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であ

ったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損

害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められ

るとき。 

１か月以上３か月以内 

（安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故）  

７ 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切で

あったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他

の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。 

２週間以上４か月以内 

８ 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であ

ったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の

事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重

大であると認められるとき。 

２週間以上２か月以内 
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別表第２（第２条関係） 

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

（贈 賄）  

１ 次のア、イ又はウに掲げる者が柏崎市職員に対して行った

贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

されたとき。 

 

ア 代表役員等（有資格業者である個人又は有資格業者であ

る法人の代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべ

き肩書きを付した役員を含む。）をいう。以下同じ。） 

１２か月以上２４か月以内 

イ 一般役員等（有資格業者の役員（執行役員を含む。）又は

その支店若しくは営業所（常時工事等の請負契約を締結す

る事務所をいう。）を代表する者でアに掲げる者以外のもの

をいう。以下同じ。） 

１２か月以上１８か月以内 

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者（以下｢使用

人｣という。） 

８か月以上１２か月以内 

２ 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の

職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を

経ないで公訴を提起されたとき。 

 

ア 代表役員等 １２か月以上１８か月以内 

イ 一般役員等 ８か月以上１２か月以内 

ウ 使用人 ４か月以上６か月以内 

３ 次のア又はイに掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対

して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで

公訴を提起されたとき。 

 

ア 代表役員等 １２か月以上１８か月以内 

イ 一般役員等 ４か月以上６か月以内 

（独占禁止法違反行為）  

４ 新潟県、富山県及び石川県の区域内において、業務に関し

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下｢独占禁止法｣という。）第３条又は第８

条第１号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認

められるとき（次号に掲げる場合を除く。）。 

８か月以上１８か月以内 

５ 市発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第３条又は第８

条第１号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認

められるとき。 

１２か月以上２４か月以内 

６ 新潟県外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関

し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第３条又は第

８条第１号に違反し、刑事告発を受けたとき。 

 

 

４か月以上１８か月以内 
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措置要件 期間 

（競売入札妨害又は談合）  

７ 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑によ

り逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき（次

号に掲げる場合を除く。）。 

８か月以上２４か月以内 

８ 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕さ

れ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき（次号に掲げ

る場合を除く。）。 

１２か月以上２４か月以内 

９ 市発注工事等の実施に当たり、代表役員等、一般役員等又

は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又

は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

１２か月以上２４か月以内 

（建設業法違反行為）  

１０ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に違反し、

建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ

るとき（次号に掲げる場合を除く。）。 

１か月以上９か月以内 

１１ 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係

る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契

約の相手方として不適当であると認められるとき。 

 

ア 柏崎市（公社等柏崎市設立に係る団体を含む。） ２か月以上９か月以内 

イ 新潟県内の他の公共機関（違反行為が新潟県内 で生じ

た場合） 

１か月以上９か月以内 

（不正又は不誠実な行為）  

１２ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次

のア、イ又はウに該当し、工事等の契約の相手方として不適

当であると認められるとき。 

１か月以上９か月以内 

ア 新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑によ

り、有資格業者である法人が公訴を提起された場合、又は

有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人役員

又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提

起された場合 

 

イ 市発注工事等の実施に当たり、落札決定後辞退、有資格

業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関

係を損なう行為があった場合 

 

ウ ア又はイに掲げる場合のほか、有資格業者（法人である

場合、その役員又は使用人を含む。）が不正又は不誠実な行

為をした場合 

 

１３ 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が

禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又

は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告さ

れ、工事等の契約の相手方として不適当であると認められる

とき。 

１か月以上９か月以内 
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措置要件 期間 

（暴力的不法行為等）  

１４ 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この

表において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

１２か月以上 

１５ 有資格業者の経営に、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下この表において同じ。）又は暴力団員が実質的に関与

していると認められるとき。 

１２か月以上 

１６ 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用

したと認められるとき。 

１２か月以上 

１７ 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、

暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力

し、又は関与していると認められるとき。 

６か月以上１２か月以内 

１８ 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

と認められるとき。 

３か月以上１２か月以内 

１９ 下請契約又は資材若しくは原材料等の購入契約その他の

契約に当たり、その相手方が第１４号から前号までのいずれ

かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき。 

３か月以上１２か月以内 

２０ 受注者が、第１４号から第１８号までのいずれかに該当

する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他

の契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受

注者がこれに従わなかったとき。 

３か月以上１２か月以内 
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柏崎市談合情報対応事務処理要領 

 

                      平成８年３月１１日 伺定 

                  最終改正 平成３０年２月１３日 伺定 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、柏崎市が発注する工事等（以下「市発注工事」という。）

の入札執行に当たり、入札談合に関する情報（以下「談合情報」という。）が

あった場合の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （談合情報の通報） 

第２条 職員は、市発注工事に関し談合情報を入手したときは、直ちにその旨を

入札執行職員に通報するものとする。 

 （談合情報の確認） 

第３条 入札執行職員は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した工事（入

札の公告は入札の実施通知が行われているものに限る。）に関し、職員、報道

機関その他の者からの通報により談合情報の提供があったときは、直ちに次の

事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書（別記第１号様式。談合情報の報告

部分を記載したものをいう。以下この条において同じ。）により柏崎市建設工

事入札参加資格要件等審査委員会（以下「委員会」という。）の委員長に報告

するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、報道活

動に支障がない範囲内において、談合情報の提供者を明らかにするよう要請す

るものとする。 

⑴ 談合情報の提供者（通報者が職員又は報道機関である場合は、その者に談

合情報を提供した者をいう。以下この項において同じ。）の氏名 

⑵ 談合情報の提供者の住所、勤務先の所在地その他の連絡先及びその電話番

号（以下「連絡先等」という。） 

⑶ 談合情報の提供者の役職名 

⑷ 談合情報の対象である工事（以下「対象工事」という。） 

⑸ 談合情報の内容 

⑹ 談合情報の出所 

２ 入札執行職員は、新聞等の報道により談合情報の提供があったときは、前項

の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、次の事項を確認の上、談合情

報報告書兼対応書により委員会の委員長に報告するものとする。 
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⑴ 報道機関名 

⑵ 報道の種類（新聞、テレビ等の種類をいう。） 

⑶ 報道の日時（新聞の日付、テレビ等の放送時間帯をいう。） 

⑷ 対象工事 

⑸ 談合情報の内容 

⑹ 談合情報の出所 

３ 入札執行職員は、入札の執行直前に談合情報の提供があった場合その他談合

情報報告書兼対応書を作成する時間的余裕がないときは、前２項の規定にかか

わらず、口頭により報告することができる。ただし、速やかに談合情報報告書

兼対応書を提出しなければならない。 

 （委員会による審査） 

第４条 委員会の委員長は、入札執行職員から前条の規定による報告があったと

きは、速やかに委員会を招集し、談合情報への対応方法に関し次の事項を審議

するものとする。ただし、委員会を開催する時間的余裕がないと認めるとき

は、その審議すべき事項について、専決をすることができる。 

⑴ 事情聴取その他の調査（以下「調査」という。）の必要性 

⑵ 調査を行う必要がある場合は、次に掲げる事項 

  ア 調査の実施時期 

  イ 入札期日の延期（入札開始時刻の変更を含む。）の必要性 

  ウ 調査の方法 

⑶ その他必要と認める事項 

２ 委員会の委員長は、前項の規定による審議結果において、調査を行う必要が

あるときは、職員のうちから指名した調査員（以下「調査員」という。）をし

て調査に当てることができる。 

３ 委員会の委員長は、第１項本文の規定による審議の結果又は同項ただし書き

の規定による専決の内容について速やかに市長に報告するものとする。 

 （調査） 

第５条 入札執行前に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる

場合のいずれかに該当するときは、調査をすべき談合情報の提供があったもの

とし、入札執行前に調査を行うものとする。この場合において、入札執行前の

調査のために必要があると認めるときは、入札を延期することができる。 

⑴ 談合情報の提供者（職員又は報道機関から通報があった場合は、その者に
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談合情報を提供した者、新聞等により談合情報の提供があった場合は、当該

報道機関に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。）の氏名及び連絡先等

が明らかな場合であって、談合情報において対象工事及び落札予定者（共同

企業体への発注工事の場合は、共同企業体の代表者である構成員を含む。以

下同じ。）が特定されているとき。 

⑵ 談合情報の提供者の氏名及び連絡先等が不明な場合であって、談合情報に

おいて、対象工事及び落札予定者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが

含まれているとき   

ア 談合に関与した業者の名称 

  イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法 

  ウ 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項 

２ 前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行う時間的余裕がない場合で

あって入札を延期することが当該工事の発注の遅れにより予想される工事の施

工上の支障その 他の影響等に照らして困難であると認めるときは、入札執行

後に調査を行うことができる。 

３ 入札執行後に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当するときは、速やかに調査を行うものとする。この場合にお

いて、契約（仮契約を含む。以下同じ。）締結前に談合情報の提供があったと

きは、調査の結果が明らかになるまでの間、契約の締結手続を保留するものと

する。 

⑴ 談合情報において、対象工事が特定されているとき。 

⑵ 談合情報において、次の事項がいずれも含まれているとき。 

ア 談合に関与した業者の名称 

  イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法 

ウ その他談合に参加した者以外に知り得ない事項 

４ 前３項の規定により行う調査の方法は、事情聴取及び工事費内訳書の内容確

認とし、事情聴取に関しては入札執行職員又は調査員が事情聴取書（別記第２

号様式）により、工事費内訳書の内容確認に関しては積算担当者（入札に係る

工事の積算内容を把握している職員をいう。）又は調査員が入札参加者から工

事費内訳書の提示を求めて行うものとする。 

 （調査結果の報告） 

第６条 前条の規定による調査を行った入札執行職員、積算担当者又は調査員

は、調査結果について、速やかに談合情報報告書兼対応書（調査結果及びこれ
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に基づく対応を記載したものをいう。）により委員会の委員長に報告するもの

とする。この場合において、事情聴取の結果については事情聴取書の写しを添

付しなければならない。 

２ 委員会の委員長は、前項の規定による調査結果の報告があったときは、委員

会を招集し、入札への対応について審議するものとする。ただし、委員会を招

集するが時間的余裕ないと認めるときは、委員長の判断により入札の対応を決

定するものとする。 

３ 委員会の委員長は、必要に応じ調査員に説明を求めることができる。 

４ 委員会の委員長は、第２項本文の規定による審議の結果又は同項ただし書き

の規定による決定の内容について速やかに市長に報告するものとする。 

（調査結果に基づく入札への対応等） 

第７条 第５条第１項本文の規定による入札執行前の調査の結果、明らかに談合

の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると

認める場合は、入札を中止するものとし、その他の場合は、初回の入札に当た

り、入札参加者から誓約書（別記第３号様式）を徴取するとともに、入札執行

後に談合の事実が明らかとなったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入

札を執行するものとする。 

２ 第５条第２項の規定により入札執行後に調査を行うこととした場合は、初回

の入札に当たり、入札参加者から誓約書を徴取するとともに、入札執行後に談

合の事実が明らかとなったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執

行するものとする。この場合において、入札執行後に行う調査の結果が確定す

るまでは、契約の締結（仮契約を含む。以下同じ。）を保留するものとする。 

３ 第５条第２項又は第３項の規定による入札執行後に行った調査の結果、明ら

かに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚

であると認める場合は、入札を無効とするものとする。 

 （公正取引委員会に対する通知） 

第８条 委員会は、第６条第２項本文の規定による審議の結果又は同項ただし書

きの規定による決定を受けて公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律第10条の規定による公正取引委員会に対する通知の適否に関し審議する

ものとする。 

２ 委員会の委員長は、前項の規定による審議において公正取引委員会に対して

通知することが適当であると認められたときは、公正取引委員会通知依頼書
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（別記第４号様式）に当該事案に係る談合情報報告書兼対応書及び事情聴取書

の写しを添えて市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の依頼書の提出があったときは、談合情報通知書（別記第５号

様式）に次に掲げる書類を添えて、公正取引委員会に対して通知を行うものと

する。 

⑴ 談合情報報告書兼対応書の写し 

⑵ 事情聴取書の写し 

⑶ その他必要と認める書類 

（関係部課長に対する連絡） 

第９条 市長は、前条第３項の規定により公正取引委員会に対して通知を行うと

きは、関係部課長に対して、同項に掲げる書類を添えて、その旨を連絡するも

のとする。 

 （準用規定） 

第10条 柏崎市が発注する業務委託、物品購入及びその他の入札の執行に当た

り、談合情報があった場合は、前条までの規定を準用する。 

（補則） 

第11条 この要領に定めるもののほか、談合情報の処理に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この要領は、平成８年３月１１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から実施する。 
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第２号様式 

事  情  聴  取  書 

柏崎市発注の工事                   （工事番号  第  号） 

に係わる入札に関する事情聴取の内容は、つぎのとおりです。 

１ 当該工事の施工を知った時期 及

びその情報の入手手段      

（時期） 

（手段） 

２ 当該工事受注のための活動 

 

 

３ 当該工事の発注を知った時期及び

発注情報の入手手段 

（時期） 

（手段） 

４ 当該工事の積算内容及び積算の経

緯 

（１）積算を担当した者 

（２）積算方法 

（１） 

（２） 

５ 当該工事の入札金額の決定方法  

（１）当該工事の入札に関する権限を

有するものの職・氏名（代理人に

よる入札の場合は、委任権限の範

囲を決定したものの職・氏名） 

（２）入札金額の決定方法 

（１） 

 

（２） 

６ 指名通知又は入札公告後の対応 

（１）社内における指示 

（２）指名競争入札の場合は指名を知

っている社内関係者の範囲 

（１） 

（２） 

７ 当該工事の自社以外の入札参加予

定者の把握状況         

（１）知っているか否か 

（２）知っている場合は、その業者名

及び情報入手手段 

（１） 

（２） 

８ 当該工事の入札に関し、事前に落

札者を決定するための話合いの有無 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

      年  月  日 

 

柏崎市長          様 

                   住    所 

              入札参加者  

商号又は名称 

              （予定者）  

代表者の氏名 

             

聴取対象者 職・氏  名          ㊞ 
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第３号様式 

誓  約  書 

 

 

  年  月  日 

 

 

柏崎市長        様 

 

入札参加者 

                     住 所 

                    

商号又は名称 

                   

法人にあっては代表者の氏名        ㊞ 

 

 

代理人の職・氏名 

                     住 所 

                   

職 名 

                     氏 名            ㊞ 

 

 

 

下記工事の入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）その他の法令に抵触する行為を行っていないことを誓約します。 

 また、今後、当該工事に関し談合等の事実が明らかになった場合において、入札を無効と

し、又は契約を締結したときは、当該契約を解除されても異存はありません。 

 なお、この誓約書の写しが公正取引委員会に送付されても異存はありません。 

 

 

記 

 

１ 工事番号 

 

 

２ 工 事 名 

 

 

 

 

注１ 入札参加者が共同企業体である場合は、入札参加者の欄には当該共同企業体の住所及び

名称、構成員全員の住所及び名称並びに代表者の職及び氏名 

 

２ この書類を代理人が作成する場合は、その権限を明らかにする委任状その他の書類を添

付すること。 
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第４号様式 

 

   年  月  日 

 

柏崎市長     様 

 

入札参加資格要件等審査委員会 

委員長 

 

 

 

公正取引委員会通知依頼書 

 

 柏崎市発注の                工事（工事番号  第   号）に関し、

入札談合の疑惑があると認められるので、公正取引委員会に対して通知を行うよう下記の書類

を添えて依額します。 

 

記 

 

 

１ 談合情報報告書兼対応書の写し 

 

２ 事情聴取書の写し 

 

３ 入札調書の写し 

 

４ その他 
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第５号様式 

 

  第       号 

  年  月  日 

 

公正取引委員会 様 

 

柏崎市長 

 

 

談合情報通知書 

 

 

柏崎市発注の                工事（工事番号  第   号）に関し、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反

する行為があると疑うに足りる事実があるので、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律第１0条の規定に基づき、下記の書類を添えて通知します。 

 

記 

 

１ 談合情報報告書兼対応書の写し 

 

２ 事情聴取書の写し 

 

３ 入札調書の写し 

 

４ その他 
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柏崎市発注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領 

 

平成２４年７月１７日 伺定  

最終改正 令和７年４月 １日 伺定  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公正な競争の促進・透明性の確保の観点から、柏崎市

が発注する建設工事（以下「市発注工事」という。）の入札・契約の過程に

おける苦情及び柏崎市が行った指名停止措置に係る苦情等を適切に処理す

る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象とする建設工事及び指名停止措置）  

第２条 この要領において「市発注工事」とは、柏崎市が発注する予定価格

が２００万円を超える建設工事とする。 

２ この要領で対象とする指名停止措置は、柏崎市建設工事請負業者等指名

停止措置要領（以下「措置要領」という。）の規定による指名停止（以下

「指名停止」という。）及び措置要領第８条の警告又は注意の喚起（以下

「警告等」という。）とする。 

（一次苦情の申立て）  

第３条 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は、次のとおりと

する。 

⑴ 一般競争入札において入札参加資格申請書類を提出した者で入札参加

資格を認められなかったものにあっては、公表された非認定の理由等を

踏まえ、入札参加資格があるとの申立てをできるものとする。 

⑵ 指名競争入札において、当該入札と同一の工事種別について入札参加

資格を有している者のうち、指名されなかった者にあっては、公表され

た指名理由等を踏まえ、指名されることが適切であるとの申立てをでき

るものとする。 

⑶ 随意契約において、当該契約と同一の工事種別について入札参加資格

を有している者のうち、契約の相手方として選定されなかった者にあっ

ては、公表された選定理由等を踏まえ、相手方として選定されることが

適切であるとの申立てをできるものとする。 

⑷ 指名停止及び警告等を受けた者にあっては、当該措置についての苦情
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申立てをできるものとする。 

（一次苦情の申立ての方法）  

第４条 前条各号に規定する苦情の申立ては、それぞれ次の方法により行う

ものとする。 

⑴ 前条第１号及び第２号に規定する申立ては、当該入札結果の公表日か

ら起算して７日以内に、市長に対して、苦情申立書（別記第１号様式）

を提出することにより行う。 

⑵ 前条第３号に規定する申立ては、当該見積結果の公表日から起算して

７日以内に、市長に対して、苦情申立書を提出することにより行う。 

⑶ 前条第４号に規定する申立ては、指名停止については当該指名停止の

期間内に、警告等については当該警告の日から起算して７日以内に、市

長に対して、苦情申立書を提出することにより行う。 

（一次苦情の申立てに対する回答） 

第５条 市長は、前条各号に規定する苦情の申立てを受けた場合にあって

は、申立期間の最終日の翌日から起算して７日以内に、苦情申立者に対し

て、苦情申立てに対する回答書（別記第２号様式）により回答するものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難そ

の他合理的かつ相当の理由があるときは、回答期限を延長できるものとす

る。 

（一次苦情の申立ての却下） 

第６条 市長は、申立てが第３条各号に定める要件のいずれにも該当しない

とき、第４条各号に定める方法によらないとき、又はその他客観的かつ明

白に適格を欠くと認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該申立

てを却下することができる。 

２ 前項に規定する却下は、申立てを受けた日から起算して７日以内に、苦

情申立却下通知書（別記第３号様式）により行うものとする。 

（再苦情の申立て） 

第７条 回答書を受理した者で当該回答書による市長の説明等に不服のある

ものは、再苦情の申立てを行うことができる。 

（再苦情の申立ての方法） 

第８条 再苦情の申立ては、回答書を受理した日から起算して７日以内に、
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市長に対して、再苦情申立書（別記第４号様式）を提出することにより行

うものとする。 

（入札監視委員会における意見聴取） 

第９条 市長は、前条の再苦情の申立てを受けた場合にあっては、速やか

に、新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例（平成２４年条例第８号）の定

めるところにより設置されている柏崎市入札監視委員会（以下「委員会」

という。）に対して、当該申立てに係る市の対応案の妥当性について意見

を求めるものとする。 

（再苦情の申立てに対する回答） 

第１０条 市長は、委員会の審議を踏まえた上で、委員会から審議の結果の

報告を受けた日の翌日から起算して７日以内に、申立者に対して、再苦情

申立てに対する回答書（別記第５号様式）により回答するものとする。 

２ 前項に規定する回答に当たって、再苦情の申立てを認めるときは、その

旨及びこれに伴い市長が講じようとする措置の概要を回答書に付すものと

する。 

（再苦情の申立ての却下） 

第１１条 市長は、申立てが第７条に定める要件に該当しないとき、第８条

に定める方法によらないとき、又はその他客観的かつ明白に適格を欠くと

認められるときは、前２条の規定にかかわらず、当該申立てを却下するこ

とができる。 

２ 前項に規定する却下は、申立てを受けた日から起算して７日以内に、再

苦情申立却下通知書（別記第６号様式）により行うものとする。 

（事務処理） 

第１２条 この要領に定める事務は、財務部契約検査課が行うものとする。 

（期間の計算） 

第１３条 この要領に定める期間の計算に当たっては、新潟県柏崎市の休日

を定める条例（平成元年条例第３１号）第１条に規定する休日に該当する

日を除くものとする。 

附 則 

この要領は、平成２４年７月１７日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第４条関係） 

  年  月  日 

 

柏崎市長 様 

 

苦情申立者の住所・氏名          

 

 

 

苦情申立書 

 

 

柏崎市発注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領第３条及び第４条

の規定により、下記のとおり苦情の申立てをします。  

 

記 

 

１ 苦情申立ての対象工事  

 

 

２ 苦情申立ての内容及びその理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の 

所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載のこと。 
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第２号様式（第５条関係） 

第   号  

  年  月  日 

 

苦情申立者の住所・氏名 様 

 

 

 柏崎市長       印  

 

 

苦情申立てに対する回答書 

 

 

  年  月  日付けで貴職より申立てのあった件について、柏崎市発注

工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領第５条の規定により、下記のと

おり回答します。 

なお、この回答に不服のある場合は、同要領第７条及び第８条の規定に基づ

き、この回答書を受理した日から起算して７日以内に、再苦情の申立てを行う

ことができます。 

 

記 

 

１ 苦情申立ての対象工事 

 

 

２ 苦情申立てに対する回答及びその理由 

 

 

 

 

 

 

苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の 

所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載のこと。 
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第３号様式（第６条関係） 

  第   号  

  年  月  日  

 

苦情申立者の住所・氏名 様  

 

 

柏崎市長       印  

 

 

苦情申立却下通知書 

 

 

  年  月  日付けで貴職より申立てのあった件については、柏崎市発

注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領第６条の規定により、却下し

ます。  

 

記 

 

１ 苦情申立ての対象工事  

 

 

２ 苦情申立てを却下する理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の 

所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載のこと。 
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第４号様式（第８条関係） 

  年  月  日  

 

柏崎市長 様 

 

苦情申立者の住所・氏名          

 

 

 

再苦情申立書 

 

 

柏崎市発注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領第５条の規定によ

り、  年  月  日付け 第 号で貴職より回答のあった件について、そ

の内容に不服があるので、同要領第７条及び第８条の規定により、下記のとお

り再苦情の申立てをします。 

 

記 

 

１ 再苦情申立ての対象工事  

 

 

２ 再苦情申立ての内容（不服のある事項）及びその理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の 

所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載のこと。 
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第５号様式（第１０条関係） 

第    号  

  年  月  日  

 

再苦情申立者の住所・氏名 様 

 

 

柏崎市長       印  

 

 

再苦情申立てに対する回答書 

 

 

  年  月  日付けで貴職より申立てのあった件について、柏崎市発注

工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領第１０条の規定により、下記の

とおり回答します。  

 

記 

 

１ 再苦情申立ての対象工事 

 

 

２ 再苦情申立てに関する回答及びその理由、これに伴って講じようとする措置の概

要（再苦情の申立を認めない場合にあっては、「講じようとする措置の概要」は記載不要のこと。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の 

所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載のこと。 
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第６号様式（第１１条関係） 

第   号  

  年  月  日  

 

苦情申立者の住所・氏名 様 

 

 

柏崎市長       印    

  

 

再苦情申立却下通知書 

 

 

  年  月  日付けで貴職より申立てのあった件については、柏崎市発

注工事及び指名停止等措置に関する苦情処理要領第１１条の規定により、却下

します。  

 

記 

 

１ 再苦情申立ての対象工事  

 

 

２ 再苦情申立てを却下する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情申立者が法人の場合にあっては、主たる営業所の 

所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載のこと。 
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新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例 

 

平成２４年３月２２日条例第８号 

 最終改正 平成２４年３月２２日条例第８号 

 

（設置） 

第１条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年

法律第１２７号）の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事に関し、入札及

び契約手続の透明性並びに公正な競争を確保するため、市長の附属機関と

して、柏崎市入札監視委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、市が発注する建設工事に係る次の事

項を調査審議するものとする。 

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告に関すること。 

⑵ 委員会が抽出した建設工事の発注内容に関すること。 

⑶ 入札及び契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理に関する

こと。 

２ 委員会は、前項の事項に関し、市長に意見を述べることができる。  

（組織） 

第３条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審議そ

の他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、

市長が委嘱する。 

２ 委員会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、

規則で定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条

例の一部改正） 

２ 新潟県柏崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び実費弁

償に関する条例（昭和３１年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表１中 

     

「 職員倫理審査会委員 １日につき １３，０００円 〃 」 

を 

     

「 職員倫理審査会委員 １日につき １３，０００円 〃   

  入札監視委員会委員 １日につき １３，０００円 〃 」 

に改める。 
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新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例施行規則 

 

平成２４年３月３０日規則第２７号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例（平成２４年条

例第８号）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員長） 

第２条 柏崎市入札監視委員会（以下「委員会」という。）に委員長を置き、

委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長は、議長として委員会の議事を運営する。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長

の指名する委員がその職務を代理する。 

（委員会の招集及び会議） 

第３条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第４条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門

家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出

を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（特例措置） 

２ 第３条第１項の規定にかかわらず、この規則の施行日以後最初に開かれ

る会議は、市長が招集するものとする。 
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柏崎市入札監視委員会の運営に関する事務処理要領 

 

平成２４年３月３０日 伺定 

最終改正 令和７年４月１日 伺定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新潟県柏崎市入札監視委員会設置条例（平成２４年条

例第８号。以下「条例」という。）及び新潟県柏崎市入札監視委員会設置条

例施行規則（平成２４年規則第２７号。以下「規則」という。）の施行に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 条例第１条の市が発注する建設工事とは、柏崎市又は柏崎市上下水

道局（以下「市」という。）が発注する建設工事のうち、柏崎市財部部契約

検査課が入札及び契約手続を行う予定価格が２００万円を超えるもの（以

下「工事」という。）をいう。 

（委員会の事務） 

第３条 条例第２条第１項に規定する委員会の所掌事務として調査審議す

る内容は、次に掲げるものとする。 

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告に関する次の内容 

ア 市が実施した入札及び契約事務手続に関する内容 

 イ 柏崎市建設工事請負業者等指名停止等措置要領に基づく指名停止し

た内容 

 ウ 談合情報に対応した内容 

⑵ 委員会が抽出した工事の発注内容に関する次の内容 

ア 制限付一般競争入札及び公募型指名競争入札に係る参加資格要件の

設定理由 

イ 指名競争入札に係る指名の理由 

ウ 随意契約とした理由 

⑶ 入札及び契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理に関する

次の内容 

 ア 市の入札及び契約手続に関して申し立てた苦情に対する回答に対し、

再度申し立てる苦情 
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 イ 市の指名停止等の措置等に関して申し立てた苦情に対する回答に対

し、再度申し立てる苦情 

 （会議の開催方法） 

第４条 規則第３条に規定する委員会の会議は、おおむね４か月に１回開催

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認める場合は、臨時会議

を開催することができる。 

３ 会議及び臨時会議は原則として公開し、議事の概要は原則として公表す

る。ただし、新潟県柏崎市情報公開条例(平成10年条例第５号)第６条第２

号及び第４号に規定する非公開とする情報が含まれる事項について審議

する会議は非公開とし、その議事の概要も公表しない。 

（会議への報告） 

第５条 第３条第１号の報告に係る調査及び審議については、次に掲げる資

料により行うものとする。 

⑴ 発注工事総括表（別記第１号様式） 

⑵ 契約方式別工事一覧表（別記第２号様式） 

⑶ 指名停止措置一覧表（別記第３号様式） 

⑷ 談合情報対応状況説明書（別記第４号様式） 

⑸ 再苦情処理説明書（別記第５号様式） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約手続に関する資料 

２ 第３条第１号に規定する報告事項に係る調査及び審議する対象工事は、

会議の開催日の属する月前４月間において契約した工事とする。 

（対象工事の抽出） 

第６条 第３条第２号に規定する工事の抽出は、契約方式別工事一覧表のう

ちから、委員会が無作為に行うものとする。 

２ 前項に規定する抽出は、会議開催日のおおむね２週間前までに行うもの

とする。 

３ 委員会は、第１項に規定する抽出の事務を、あらかじめ委員長が指定し

た委員に委任するものとする。 

（抽出された工事の説明） 

第７条 抽出された工事に対する説明は、契約方式ごとに抽出事案説明書（別

記第６号様式の１から別記第６号の４様式まで)及び附属資料により行う
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ものとする。 

２ 前項の説明は、契約検査課長又は契約検査課長が指名した者が行うもの

とし、工事概要等については必要に応じ、当該工事の施工担当課長又は施

工担当課長が指名した者が行うものとする。 

３ 第１項の抽出された工事に関する附属資料は、次に掲げるものとする。

ただし、契約方式により該当する資料がない場合は、この限りでない。 

⑴ 参加資格及び指名審査等関係資料  

⑵ 入札設計書等に関する質問・回答関係資料 

⑶ 入札調書等の入札関係書類 

⑷ 積算疑義申立てに関する書類 

⑸ 建設工事請負契約書 

⑹ その他委員会が求める資料 

（意見の公表） 

第８条 委員会は、条例第２条の規定により市長に対し意見を述べたときは、

その意見を公表するものとする。 

（意見の反映） 

第９条 市長は、前条の規定により委員会から意見の具申を受けたときは、

必要に応じて所要の措置を講じなければならない。 

（委員の除斥） 

第１０条 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある審議に加

わることができない。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 附 則 

この要領は、平成２６年８月１日から適用する。 

 附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から適用する。 

 附 則 

この要領は、令和７年４月１日から適用する。 
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